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１．臨床研究中核病院への立入検査について 

 

 現状等  

○ 臨床研究については、次世代のより良質な医療の提供を可能とするため、新たな医

薬品を用いた治療法等の開発に資する研究環境の整備の重要性が指摘されてきたと

ころである。今般、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律」（平成 26 年法律第 83 号）により、日本発の革新的医

薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するため、国

際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担う病院として、臨床研究中核病

院が医療法上位置づけられ、平成 27 年 4 月から施行された。 

○ 一定の基準を満たした病院について、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴い

た上で、臨床研究中核病院として承認することとなっており、平成31年2月現在で、以

下の12病院について承認を行った。 

・国立がん研究センター中央病院（東京都） 

・国立がん研究センター東病院（千葉県） 

・北海道大学病院（北海道） 

・東北大学病院（宮城県） 

・千葉大学医学部附属病院（千葉県） 

・東京大学医学部附属病院（東京都） 

・慶応義塾大学病院（東京都） 

・名古屋大学医学部附属病院（愛知県） 

・京都大学医学部附属病院（京都府） 

・大阪大学医学部附属病院（大阪府） 

・岡山大学病院（岡山県） 

・九州大学病院（福岡県） 

○ 臨床研究中核病院に対して、平成28年度より特定機能病院と同様に医療法に基づく

立入検査を実施している。    

  当該業務は地方厚生局に委任されており、各厚生（支）局所属の医療指導監視監査

官を含む複数体制で実施することされているが、検査項目・内容等により医学・医術

等の専門的知識の必要性が求められる等、その専門職種職員の協力が必要な場合等に

おいては、各厚生（支）局において適任者を選出するとともに、必要に応じて、法第2

6条の規定に基づき医療監視員を命じたうえで行っているところである。 
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 今後の取組  

○ 平成 31 年度においても医療法第 25 条第 1 項の規定に基づく立入検査及び同条第 3

項に基づく特定機能病院の立入検査と合同で、臨床研究中核病院の立入検査を実施予

定。 

 

 都道府県へのお願い  

○ 上記の立入検査を合同で実施するに当たり、各都道府県等において日程調整及び効

率的な実施のための事前調整等に御協力をお願いしたい。 

 

担当者： 澤田 臨床研究推進係長（内線：４１６３） 
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日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や
医師主導治験の中心的役割を担う病院を臨床研究中核病院として医療法上に位置づける。

※ 臨床研究は、医療行為を行いながら、医療における疾病の予防、診断並びに治療の方法の改善、疾病の原因及
び病態の理解に関する研究を同時に行うものであり、臨床研究の推進は、良質な医療の提供に資するものである
ため、医療法の趣旨に合致する。

質の高い臨床研究を実施する病院を厚生労働大臣が臨床研究中核病院として承認し、名称を独占することで、

・ 臨床研究中核病院が、他の医療機関の臨床研究の実施をサポートし、また、共同研究を行う場合にあっては中核となっ
て臨床研究を実施することで、他の医療機関における臨床研究の質の向上が図られる

・ 臨床研究に参加を希望する患者が、質の高い臨床研究を行う病院を把握した上で当該病院へアクセスできるようになる
・ 患者を集約し、十分な管理体制の下で診療データの収集等を行うことで、臨床研究が集約的かつ効率的に行われるよう
になる

ことにより、質の高い臨床研究を推進し、次世代のより良質な医療の提供を可能にする。

一定の基準を満たした病院について、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いた上で、臨床研究中核病院とし
て承認する。

【承認基準の例】
・出口戦略を見据えた研究計画を企画・立案し、国際水準（ICHｰGCP準拠）の臨床研究を実施できること
・質の高い共同臨床研究を企画・立案し、他の医療機関と共同で実施できること
・他の医療機関が実施する臨床研究に対し、必要なサポートを行うことができること 等

臨床研究中核病院の医療法での位置づけについて

概要

目的

内容

※ なお、医学の教育又は研究のため特に必要があるときに、遺族の承諾を得た上で死体の全部又は一部を標本として保存できることを定め
た死体解剖保存法第１７条の規定に臨床研究中核病院を追加する。

臨床研究中核病院の立入検査について

施設要件
（四条の三第一項第五
号、六号、八号、九号）

人員要件
（四条の三第一項第七号）

○不適正事案の防止等のた
めの管理体制の整備

• 病院管理者の権限及び責任を
明記した規程等の整備

• 病院管理者を補佐するための
会議体の設置

• 取組状況を監査する委員会の
設置

＊上記の他、申請時に過去の不適
正事案の調査、再発防止策の
策定等の義務づけ。

○以下の体制について担当
部門・責任者の設置、手順
書の整備等を規定

• 臨床研究支援体制
• データ管理体制
• 安全管理体制
• 認定臨床研究審査委員会での
審査体制

• 利益相反管理体制
• 知的財産管理・技術移転体制
• 国民への普及・啓発及び研究対
象者への相談体制

○自ら行う特定臨床
研究の実施件数
○論文数

○主導する多施設共
同の特定臨床研究
の実施件数

○他の医療機関が行
う特定臨床研究に
対する支援件数

○特定臨床研究を行
う者等への研修会
の開催件数

Ⅰ 特定臨床研究に
関する計画を立案
し実施する能力

Ⅱ 他の医療機関と
共同して特定臨床
研究を行う場合に
主導的な役割を
果たす能力

Ⅲ 他の医療機関が
行う特定臨床研究
の援助を行う能力

Ⅳ 特定臨床研究に
関する研修を行う
能力

○診療科

・10以上

○病床数
・400以上

○技術能
力につい
て外部評
価を受け
た臨床検
査室

※特定機能病
院の要件を
参考に設定。

○臨床研究支援・
管理部門に所属
する人員数

※平成23年度に選定され
た5拠点の整備状況を
参考に設定。

実施体制

医療法第四条の三に規定されている臨床研究中核病院の承認要件について、「能力」、「施
設」、「人員」の観点から検討。

臨床研究中核病院の承認要件について〔概要〕

5人

10人

15人

12人

3人
2人

1人

能力要件 （四条の三第一項第一号～第四号,第十号）

（参考）法律上の規定実績（別紙参照）

・医師・歯科医師

・薬剤師

・看護師

・臨床研究コーディ
ネーター

・データマネージャー

・生物統計家

・薬事承認審査機関
経験者
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特定臨床研究の能力要件の基準値について

１．特定臨床研究を実施する能力（Ⅰ、Ⅱ）に関する基準値

２．特定臨床研究を援助する能力（Ⅲ）・研修を行う能力（Ⅳ）に関する基準値

特定臨床研究の新規実施件数（過去３年間）

①自ら実施した件数
（括弧内は特定疾病領域の場合）

②多施設共同研究を主導した件数
（括弧内は特定疾病領域の場合）

医師主導治験が４件 （２件）

又は

臨床研究が８０件 （４０件）

（ただし医師主導治験を１件以上実施）

医師主導治験が２件 （１件）

又は

臨床研究が３０件 （１５件）

◯特定臨床研究の実施件数は、基本的に医師主導治験について、①自ら実施した件数、
②多施設共同研究を主導した新規件数について設定。併せて関連する論文数も設定。

◯基準値は「健康・医療戦略」の達成目標との整合を図りつつ、平成２３年度に選定された５
拠点の実績を参考に設定。
※ただし、特定疾病領域（医療上の必要性が高いものの企業による開発が進まない、難病・希少疾病、小児疾患、新興・再興感染症）
を中心に行う病院については、要件を緩和。

◯基準値は平成２３年度に選定された５拠点の実績を参考に設定。

別紙

特定臨床研究に関する論
文数（過去３年間）

（括弧内は特定疾病領域の場合）

４５件
（２２件）

· 他の医療機関が行う特定臨床研究に対する援助の件数 １５件（過去１年間）

· 特定臨床研究を実施する者を対象とする研修会の開催件数 ６件（過去１年間）
· 特定臨床研究を支援する者を対象とする研修会の開催件数 ６件（過去１年間） 等

医療法に基づく臨床研究中核病院

○日本発の革新的医薬品・医療機器等の開発を推進するため、国際水準の臨床研究等の中心的
役割を担う病院を「臨床研究中核病院」として医療法上に位置づけ（平成27年４月施行）。

○一定の基準を満たした病院について、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いた上で、
臨床研究中核病院として承認する。
※平成31年2月現在で、下記の12病院承認

＜医療法に基づく臨床研究中核病院になることで期待されること＞
○「臨床研究中核病院」の名称を掲げることで、国際水準の臨床研究等の中心的役割を担う病院と
して認知され、より質の高い最先端の臨床研究・治験が実施できるため、
①臨床研究・治験に参加したい被験者が集まり、症例が集積される
②臨床研究・治験を実施するための優れた研究者等の人材が集まってくる
③他の施設からの相談や研究の依頼が集まってくる
などの効果が期待される。

臨床研究中核病院

優秀な研究者被験者

研究依頼
革新的医薬品等の
実用化の促進

集積

3

・国立がん研究センター中央病院
・国立がん研究センター東病院
・北海道大学病院
・東北大学病院
・千葉大学医学部附属病院
・東京大学医学部附属病院

・名古屋大学医学部附属病院
・京都大学医学部附属病院
・大阪大学医学部附属病院
・岡山大学病院
・九州大学病院
・慶應義塾大学病院
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平成27年4月より医療法に臨床研究中核病院が位置づけられたことを受けて、臨床研究
中核病院に対し、特定機能病院と同様に医療法に基づく立入検査を行うこととしており、
当該業務は、国民により身近なところで、国民生活の安全と安心などを担う厚生行政の政
策実施機関である地方厚生局に委任されている。

概 要

（権限の委任）
第四十三条の四 法第七十一条の五第一項及び令第五条の二十四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権
限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
二 法第二十五条第三項及び第四項に規定する権限

医療法施行規則（抄） （昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号）

第二十四条 （略）
２ 厚生労働大臣は、特定機能病院又は臨床研究中核病院（以下この節において「特定機能病院等」という。）の構造設備が

第二十二条の二又は第二十二条の三の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命
ずることができる。

第二十五条 （略）
３ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は

当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。
４ 厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が

著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類そ
の他の物件の提出を命ずることができる。

医療法（抄） （昭和二十三年七月三十日法律第二百五号）

臨床研究中核病院の立入検査の委任

臨床研究中核病院の立入検査実施要領について

１．目的
臨床研究中核病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、特定
臨床研究の適正な実施等について適正な管理を行っていることを確保。

２．実施回数
原則として、各臨床研究中核病院に対して年１回実施。

３．実施体制
各厚生（支）局所属の医療指導監視監査官及び医療安全・臨床研究推進指導官を含む複数体制で
実施。また、初めて実地調査を行う場合等、必要に応じて、法26条の規定に基づき研究開発振興
課職員等を医療監視員を命じた上で実施する。

４．都道府県等との調整
各厚生（支）局は、原則として各都道府県等が実施する法第25条第1項の規定に基づく立入検査

及び同条第3項に基づく特定機能病院の立入検査と合同で実施できるよう調整。
５．立入検査方法

立入検査にあたっては、原則として、本省から示される調査表に基づいて行うこととし、その他、
各厚生（支）局の実状に応じて必要な項目について検査することとする。

臨床研究中核病院の立入実施要領のポイント

○臨床研究中核病院の立入調査の実施方針の策定にあたって、厚生労働省が示す立入検査

実施要領については、特定機能病院制度を参考に作成を行った。
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２．臨床研究の適正な実施に関する取組状況について 

 

 都道府県へのお願い  

○ 臨床研究は診療の上に成り立っているため、引き続き、医療法等に基づく都道府県

等による措置について、医療機関に対する適切な指導及び監督の実施をお願いしたい。 

 

〇 特に、法施行前から実施している臨床研究については、昨年 11 月 13 日付けの各自

治体衛生主管部局宛ての事務連絡により、本年３月 18 日までに実施計画の jRCT（※）

への入力及び地方厚生局への提出が必要であること等について、関係機関等への周知

徹底をお願いしているところであり、引き続き周知など適宜ご協力いただきたい。 

※jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)：臨床研究法施行規則第 24 条第１項に

規定する厚生労働省が整備するデータベース 

 

 

 現状・今後の取組等  

○ 臨床研究の国民の信頼の確保を目的として昨年４月に施行した臨床研究法につい

て、その円滑な運用に引き続き努める。 

 

○ 臨床研究法について 

・未承認・適応外の医薬品等の臨床研究及び製薬企業等から資金等の提供を受けた医

薬品等の臨床研究の実施者に対して、モニタリング・監査の実施や利益相反の管理、

臨床研究に関する情報の公表等の厚生労働大臣の定める実施基準の遵守を義務付け

るなど、臨床研究の実施の手続きについて法律で規定。 

・製薬企業等に対して、臨床研究に係る資金の提供に関する情報の公表を義務付け。 

 

○ 臨床研究法関係の業務について 

 ・施行に伴い、以下の業務を地方厚生局に委任している 

  ①特定臨床研究の実施計画の受付業務 

  ②臨床研究審査委員会の認定業務 

  ③臨床研究実施基準に違反している場合の特定臨床研究実施者や認定基準に違反

している場合の認定臨床研究審査委員会等への報告徴収・立入検査 等 

 

 

 

担当者： 塩野 臨床研究管理係長（内線：4157） 
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【見直し前】：倫理指針に基づく実施・指導体制

【見直し後】：法律に基づく実施・指導体制

・不透明な奨学寄附金（１０億円）の提供
・資金提供の公表は自主開示

研究不正に対する歯止め
にならなかった

行政指導に強制力が
ない

倫理審査委員会医療機関の管理者
厚生労働大臣

製薬企業等

研究資金の提供

提出

意見

実施計画

・データ改ざんが行われていた
・利益相反管理が不十分
・記録が廃棄されていた

認定臨床研究審査委員会

厚生労働大臣

製薬企業等

研究資金の提供

実施計画

臨床研究に関する資金提
供について、契約の締結

や公表を義務付け
委員構成等について厚労大臣の認定
を受けた審査委員会が実施計画や有

害事象対応を審査

改善命令、認定取消等

法律に基づく
調査権限・監視指導

改善命令⇒停止命令⇒罰則
（保健衛生上の危害発生・拡大防止のために必要な場合には、停止命令⇒罰則）

医師・歯科医師

申請

実施許可

臨床研究を実施する者

①計画を提出

③計画を届出

勧告⇒企業名の公表

指導

指導

指導

モニタリングや利益相反管理等
に関する実施基準の遵守、

記録の保存を義務付け

②意見

法制度による見直しの考え方 臨床研究法

医薬品等＊の臨床研究

手術・手技の
臨床研究

一般の医療治験
（承認申請目的の医
薬品等の臨床試験）

特定臨床研究

未承認・適応外の医薬
品等の臨床研究

製薬企業等から資金提供を受
けた医薬品等の臨床研究

基準遵守
義務

（GCP省令）
基準遵守義務

基準遵守
義務

（努力義務）

医薬品医療機器等法 臨床研究法

臨床研究法の対象範囲

先端的な科学技術を用いる医療行
為その他の必ずしも十分な科学的
知見が得られていない医療行為に
ついてその有効性及び安全性を検
証するための措置について検討

高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等を用いた医療の
提供については、
①各病院ごとに提供の適否等を判断する部門の設置
②当該部門を中心とした審査プロセスの遵守等を、
・特定機能病院及び臨床研究中核病院については承認要件と

して義務付け
・その他の病院等については努力義務
とする。

（平成28年６月10日省令公布）
※平成29年４月以降適用

＊医薬品等：医薬品、医療機器、再生医療等製品
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認定臨床研究審査委員会が実施計画・研究計画書等を審査

研究責任医師が、実施計画・研究計画書等を認定臨床研究審査委員会に提出

研究責任医師が特定臨床研究を実施
⇒以下の事項について遵守することを義務付け

厚生労働大臣に実施計画を届出（認定臨床研究審査委員会の意見書を添付）
jRCT（Japan Registry of Clinical Trial）への登録・公開により行う

◎臨床研究実施基準
・臨床研究の実施体制・構造設備に関する事項
・モニタリング・監査の実施に関する事項
・健康被害の補償・医療の提供に関する事項
・製薬企業等との利益相反管理に関する事項 等

◎適切なインフォームド・コンセントの取得

◎記録の作成・保存

◎研究対象者の秘密の保持

＜上記の手続に違反した場合の対応＞

改善命令
研究の全部又は
一部の停止命令

ຌ
ಋ

立
入
検
査
・
報
告
徴
収

（検査の忌避・虚偽報告の場合）

緊急命令
（研究の停止等）

（保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の
ために必要と認めるとき）

臨床研究実施の流れ

立入検査・報告徴収

報告
認定臨床研究審
査委員会

医薬品医療機器総合機構
（PMDA） ③通知

①報告（研究との因果関係が否定でき
ない場合）

②情報の整理・調査

特定臨床研究を実施する者

厚
生
労
働
大
臣

①報告
（予期しない重篤
なもの）

厚
生
科
学
審
議
会

（⑤意見）

（④意見聴取）

⑥立入検査・報告徴収、
改善命令、研究の停止命令、緊急命令

②意見
（原因究明 ・
再発防止）

○ 特定臨床研究に起因することが疑われる疾病・死亡・障害・感染症が発生した場合には、認定臨床研
究審査委員会への報告を義務付けるとともに、そのうち予期しない重篤なものについては、厚生労働大臣
（ＰＭＤＡ）への報告を義務付ける。
○ 厚生労働大臣は、毎年度、報告を受けた特定臨床研究における疾病等の発生状況について、厚生
科学審議会に報告し、その意見を聴いて、保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するために必要な措
置をとる。

臨床研究法における対応

疾病等の報告
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臨床研究法における情報公表（法第33条関係）①

製薬企業の子会
社からの資金提
供も公表対象

企業は、研究資金等や寄附金、原稿執筆・講演料等について、公表しなければならない。
公表対象となる提供の相手先は、臨床研究を実施している責任者に加えて、その責任者が所属する
機関や、研究資金の管理やマネジメントを行う団体も含まれる。

研究責任医師

医薬品等製造
販売業者

イメージ図①

子会社

研究の管理等を行う団体

実施医療機関A・B・Ｃ･･･

その他教授 その他教授

○○大学

附属病院 医学部 歯学部

イメージ図②

公表対象外

医薬品等製造
販売業者

ＣＲＯ（医薬品開発受託
機関）やＳＭＯ（治験施
設支援機関）が該当

迂回提供の場合であってもす
べての医療機関への資金提供
を公表しなければならない

臨床研究法における情報公表（法第33条関係）②
公表事項

項目 公表事項

Ａ：研究資金等
※ 特定臨床研究に関するものに限る。 1. jRCTに記録されるＩＤ

2. 提供先
3. 実施医療機関
4. 契約件数
5. 研究資金等の総額

Ｂ：寄附金 1. 提供先
2. 契約件数
3. 提供総額

Ｃ：原稿執筆、講演、広告の監修、
コンサルティング等の委託業務に
対する報酬 1. 医師の氏名

2. 医師ごとの業務件数
3. 医師ごとの報酬総額

研究に対して
提供する資金

大学等機関に対して
提供する資金

医師個人に対して
提供する資金
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要素１）認定臨床研究審査委員会申請・情報公開システム

• 臨床研究に関する審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会について、臨床研究法に基づき、厚
生労働大臣に対する認定の申請や変更の届出等の手続を行うためのシステム

• 認定臨床研究審査委員会が行う審査意見業務の透明性を確保するため、その業務規定・委員名簿な
どの認定に関する情報や審査意見業務の過程に関する情報を公開

要素２）臨床研究実施計画・研究概要公開システム

• 医療機関等で実施される臨床研究について、臨床研究法の規定に基づき、厚生労働大臣に対して、
実施計画の提出などの届出手続を行うためのシステム

• 同法に規定する臨床研究実施基準に基づき、世界保健機関（WHO）が公表を求める事項や研究過程
の透明性確保及び国民の臨床研究への参加の選択に資する情報について公開

臨床研究データベース（jRCT）について

平成31年1月18日現在

国立大学法人 学校法人 独立行政法人 地方独立行政法人

37 19 11 10

特定非営利活動法人
一般社団法人
一般財団法人

病院・診療所の開設者 合計

3 1 6 87

○認定臨床研究審査委員会数

臨床研究法 臨床研究法以外
（治験等）

合計
特定臨床研究 非特定臨床研究

159 12 5 176

○jRCTでの公表状況

臨床研究法の施行状況について
第９回 臨床研究部会 参考資料

２平成31年１月23日
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平成31年３月18日までに厚生局に提出が必要

施行前から実施している臨床研究について

１ 法の施行の日から起算して１年を経過する日までの直近の開庁日は平成
31年３月29日（金）であることから、施行前臨床研究の実施計画の提出・
公表等の手続については、同日までに完了すること。

２ 平成31年３月29日（金）までに実施計画を公表するためには、地方厚生
局において形式上の要件を確認するために要する期間等を考慮し、平成31
年３月18日（月）までに、jRCTへの入力及び地方厚生局への提出を行う
こと。

３ 平成31年３月18日（月）までに提出された実施計画であっても、記載事
項に不備が多く修正に長期間を要する場合等にあっては、平成31年３月29
日（金）までに提出・公表が完了できない可能性があるため、施行前臨床
研究の実施計画の提出の手続については、平成31年３月18日（月）を待た
ず、可能な限り早期に行うこと。

平成30年度末における施行前臨床研究に係る実施計画の提出について
（平成30年11月13日厚生労働省医政局研究振興課事務連絡）
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３．再生医療等安全性確保法の適正な運用について 

 

 現状等  

○ 再生医療等については、国民の期待が非常に高く、効率的かつ迅速に実用化を進め

ることが必要であり、厚生労働省としては、平成 26 年 11 月に施行された再生医療等

の安全性の確保等に関する法律（以下「再生医療等安全性確保法」という。）に基づ

き、安全性の確保等に配慮しつつ、研究開発への助成や体制整備等の取組を通じて、

再生医療等の実用化に向けて取り組んできたところである。 

 

（参考）平成 30 年 11 月末時点での認定等件数 

認定再生医療等委員会・・・160 件（うち特定認定再生医療等委員会 55 件） 

細胞培養加工施設  ・・・・ 2,639 件（うち許可施設 62 件） 

再生医療等提供計画・・・3,680 件（うち第１種 19 件、第２種 261 件、第３種

3,400 件） 

 

○ 平成30年４月１日に、臨床研究の実施の手続等を定めた臨床研究法（平成29年法律

第16号）が施行されたことを受け、制度運用に齟齬が生じることのないよう、再生医

療等の安全性の確保等に関する法律施行規則（平成26年厚生労働省令第110号）につい

て、臨床研究法と整合性をとるための改正を行った（施行日：平成31年４月１日）。 

 ○ 再生医療等安全性確保法に係る業務については、主として地方厚生局と厚生労働省

が協力して実施している。今般の施行規則改正に係る対応として、本年３月末までに、

認定再生医療等委員会に対して改正後の施行規則に沿った体制整備を、来年３月末ま

でに、再生医療等を提供する医療機関に対して改正後の施行規則に沿った提供計画の

変更等を求めているところである。 

 

 都道府県へのお願い  

 ○ 再生医療等の適正な実施のためにも、各都道府県等において地方厚生局と連携をと

りながら、施行規則改正の周知や医療機関に対する指導等における、相互の連携体制

の構築について御協力をいただきたい。 

 

担当者： 嶋田 再生医療等研究係長（内線：2587） 
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再生医療等安全性確保法の施行状況について（平成30年11月末現在）

平成31年4月1日（公布日：平成30年11月30日）

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の
一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第140号）の概要

○ 平成30年４月１日に、臨床研究の実施の手続等を定めた臨床研究法（平成29年法律第16号）が施行された。臨床研究法における特定
臨床研究が再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成25年法律第85号。以下「再生医療等安全性確保法」という。）に規定する
再生医療等に該当する場合、当該研究については、臨床研究法第２章（臨床研究の実施）の規定を適用除外しており、再生医療等安全
性確保法が適用される。そのため、制度運用に齟齬が生じることのないよう、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則（平
成26年厚生労働省令第110号）について、臨床研究法と整合性をとるための改正を行う。

〇 また、臨床研究法第４章（臨床研究に関する資金等の提供）に関する具体的な手続等を定めた臨床研究法施行規則（平成30年厚生労
働省令第17号）について、研究として行う再生医療等に適用される場合における読替規定を新設するための改正を行う。

〇 その他所要の規定の整備を行う。

１．再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正

（１）再生医療等提供基準の改正
・研究として再生医療等を行う場合における基本理念の新設
・研究計画書、モニタリング・監査、利益相反管理計画の作成等に関する規定の新設
・公的データベースへの情報の公表等に関する規定の新設
・不適合の管理に関する規定の新設 等

（２）再生医療等提供計画の提出等に関する規定の改正
・再生医療等提供計画の記載事項等の変更
・再生医療等の提供の終了に関する規定の新設 等

（３）再生医療等の適正な提供に関する措置に関する規定の改正
・定期報告を求める事項の変更 等

（４）認定再生医療等委員会に関する規定の改正
・委員の構成要件・構成基準、委員会の審査等業務の実施基準・成立要件の変更
・厚生労働大臣へ報告する事項の変更 等

２．臨床研究法施行規則の一部改正

・特定臨床研究が再生医療等に該当する場合の読替規定の新設

趣旨

主な内容
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４．保健医療分野の情報化の推進について 

 

 全国的な保健医療情報ネットワーク関係  

○ データヘルス改革推進計画及び未来投資戦略等に基づき、初診時などに、保健医療

関係者が患者の状況を把握し、過去の治療履歴や処方情報等を踏まえた最適な診断や

診療の選択肢を提供できる全国的な保健医療情報ネットワークの２０２０年度中の本

格稼働を目指し準備中。 

○ 同ネットワークには各地域で構築されている地域医療情報連携ネットワークや医療

機関、調剤薬局等に接続いただき、医療情報の連携を一層強化していただくことを期

待している。 

○ ネットワークの具体的な機能や接続要件、コスト等については現在検討中であり、

昨年 12 月に医療情報連携に関する都道府県担当者会議を開催し、現在の検討状況をご

説明させていただいたところであるが、今後も必要に応じて担当者会議等を開催し、

各都道府県や地域医療情報連携ネットワークと情報共有を行っていくこととしてい

る。 

○ 全国的な医療情報共有の仕組みを作っていくためには、国と都道府県が連携・協力

して取り組むことが重要と考えており、各都道府県のご協力をお願いしたい。 

 

 医療情報化支援基金関係  

○ 平成 31 年度予算案において医療情報化支援基金を創設し、電子カルテの標準化に

向けた医療機関の電子カルテシステム等の導入支援を行うことを予定している。 

○ 国の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテシステム等を導入す

る医療機関での初期導入経費を補助対象とする予定であり、具体的な要件について、

今後検討し、補助要綱等において明らかにしていきたい。 

○ 基金は社会保険診療報酬支払基金に造成され、補助金の執行事務も支払基金におい

て行うことになるので都道府県に事務負担は生じないが、医療機関への周知について

今後ご協力をお願いしたい。 

 

 地域医療介護総合確保基金（ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備事業）

の運用方針について  

○ 地域医療介護総合確保基金（ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備事

業）（以下「基金」という。）を活用して、様々な都道府県で、地域医療情報連携ネ

ットワーク（以下「ネットワーク」という。）を構築いただいているところですが、

運用について統一出来ていない部分もあるため、今回改めて周知させていただくもの。 

○ ネットワークの更新については、事業の目的が、単純な更新ではなく既存のネット
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ワークの機能の追加や拡充であり、それを実現するための手段の中にサーバの更新も

含まれる場合には、その費用も基金の対象となること。 

○ 基金の財源をランニングコストに充ててネットワークを運用することは、サービス

の受益者負担の考えに反する等の点で望ましくないと考えられ、お問い合わせ等いた

だいた場合は、その旨をご説明してきたところ。 

今後とも、この考えに沿った事業運営を行っていただくようお願いする。 

 

 医療分野におけるサイバーセキュリティ対策の推進について  

 ○ 重要インフラに指定されている医療分野のサイバーセキュリティ対策については、

従前より推進してきたところであるが、近年は医療機関がサイバー攻撃の標的となる

事例が発生しているところ。 

 ○ 厚生労働省においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を定

め、医療機関における情報システムの安全管理対策を推進している。 

 ○ また、昨年１０月には医政局の関係課長連名にて「医療機関等におけるサイバーセ

キュリティ対策の強化について」を通知し、都道府県等に対し、医療機関における情

報セキュリティインシデントを把握した場合の国への報告や、情報セキュリティイン

シデントが発生した施設への調査・指導をお願いするとともに、調査・指導にあたっ

ては医療法第２５条に基づく立ち入り検査等を行うことが可能である旨をお示しした

ところ。 

 ○ なお、重要インフラにおけるサイバーセキュリティ対策については、民間の事業者

が中心となって組織される「セプター」が重要な役割を果たしているところ。医療分

野を担当する医療セプターについては、公益社団法人日本医師会を事務局とし、医療

関係団体が構成員として参加する形で発足しており、各都道府県におかれては地域に

おける医療セプターの活動についてご支援いただけるようお願いする。 

 

 都道府県へのお願い  

 ○ データヘルス改革推進計画に基づく全国的な保健医療情報ネットワークの整備につ

いては国と都道府県が連携・協力して取り組むことが重要と考えており、各都道府県

のご協力をお願いしたい。 

 

 ○ 医療情報化支援基金による電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシス

テム等導入の支援については都道府県に事務負担は生じないが、医療機関への周知に

ついて今後ご協力をお願いしたい。 
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 ○ 地域医療介護総合確保基金（ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備事

業）の運用方針については、ネットワークの更新については、事業の目的が、単純な

更新ではなく既存のネットワークの機能の追加や拡充であり、それを実現するための

手段の中にサーバの更新も含まれる場合には、その費用も基金の対象となること、基

金の財源をランニングコストに充ててネットワークを運用することは、サービスの受

益者負担の考えに反する等の点で望ましくないことを説明してきており、今後とも、

この考えに沿った事業運営を行っていただくようお願いしたい。 

 

○  医療分野におけるサイバーセキュリティ対策の推進については、民間の事業者が中

心となって組織される「セプター」が重要な役割を果たしているため、各都道府県に

おかれては地域における医療セプターの活動についてご支援いただけるようお願い

する 

 

 

担当者： 藤本 医療技術情報推進室主査（内線：２６８４） 
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保険資格確認

健康寿命延伸に向けたデータヘルス改革

2020年度に向けて
データヘルス改革で

提供を目指す
8つのサービス

（※）

②
救急時医療
情報共有

②
救急時医療
情報共有

③
ＰＨＲ
・健康

スコアリング

③
ＰＨＲ
・健康

スコアリング

④
データヘルス

分析

④
データヘルス

分析

⑦
がんゲノム

⑦
がんゲノム

⑧
人工知

能
（AI）

⑧
人工知

能
（AI）

⑤
乳幼児期・
学童期の
健康情報

⑤
乳幼児期・
学童期の
健康情報

⑥
科学的介護
データ提供

⑥
科学的介護
データ提供

①
保健医療
記録共有

①
保健医療
記録共有

診療情報

紹介状
検査
結果

B病院

情報提供書
(紹介状)の電子化

保険証等の
モバイル搭載

セカンドオピニオン

介護情報の共有

診療情報の時系列参照
（救急時含む）

救急時の情報提供
（医療的ケア児）

A病院

診療情報

紹介状
検査
結果

データ連結・IoT活用による
最適な診断や診療の選択肢拡大

患者情報を共有化できる環境
マイナンバーカード

患者
(国民)

受診時

健康・予防情報の提供による

健康増進、病気のリスク軽減

ゲノム解析・AI活用により

がんとの闘いに終止符

科学的介護データ等の提供により

キュアからケアへ
生活の質の向上

研究者・製薬会社

臨床医

がんの克服

創薬等

データ
集約・分析

がんゲノム解析

ＡＩの活用

認知症ケア自立支援

重症化予防要介護状態等の
維持・改善

健康・医療・介護
・リハ・栄養等データ

乳幼児期・学童期の健診・予防接種等の

健康情報の一元管理

データ
集約・分析

有効なヘルスケア
サービスの提供へ

健診や
レセプトデータ
集約・分析

保険者
事業主

被保険者
（国民）

個別化医療

保護者 救急時

旅行先

患者
(国民)

政策への活用

（※）審査支払機関業務の効率化・高度化を併せて推進

医療機関

介護事業者

ケアマネジャー

0

医療等分野の情報連携基盤に関する閣議決定

「未来投資戦略2017」（平成29年６月９日閣議決定）

・個人・患者本位で、最適な健康管理・診療・ケアを提供するための基盤として、
「全国保健医療情報ネットワーク」を整備する。同ネットワークは、患者基本
情報や健診情報等を医療機関の初診時等に本人の同意の下で共有できる「保健
医療記録共有サービス」と、更に基礎的な患者情報を救急時に活用できる「救急
時医療情報共有サービス」等で構成し、（中略）2020年度からの本格稼働に向け、
本年度中に実証事業を開始しつつ、具体的なシステム構成等について検討し、
来年度以降、詳細な設計に着手する。

「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）

・最適な健康管理・診療・ケアを提供するための「全国保健医療情報ネットワー
ク」について、連携すべき情報の種類や情報管理等の課題の検討を行いつつ、
今年度の実証事業も踏まえ、来年夏を目途に工程表を示す。

「未来投資戦略2018」（平成30年６月15日閣議決定）

・費用対効果の観点も踏まえつつ、個人の健診・診療・投薬情報が医療機関等の間
で共有できる全国的な保健医療情報ネットワークについて、本年夏を目途に具体
的な工程表を策定し、必要な実証を行いつつ、2020年度からの本格稼働を目指す。
あわせて、当該工程表に、保健医療情報ネットワークにおける介護情報の提供に
ついて盛り込む。
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救急医療機関等
診療所

・・・

病院 薬局

患者基本情報や
健診情報を想定。
初診時等に活用。

さらに基礎的な
患者情報を想定。
救急時に活用。

国民・患者

救急時医療情報
共有サービス

保健医療記録
共有サービス

処方情報

診療情報

健診情報

保健医療記録共有サービス（全国的な保健医療情報ネットワーク）

【このサービスで目指すこと】
○保健医療記録共有サービスを利用する医療機関、

薬局等が全国に広がり、無駄な検査や投薬が減る
○2020年度以降は、診療情報や服薬情報に加え、

介護情報などさらに幅広い情報の共有が可能になる

【2020年度に実現できること】
○保健医療記録共有サービスの運用が始まり、

複数の医療機関、薬局等の間で、患者の診療情報
や服薬情報等が共有される

○月×日
□□病院
○月■日
△△薬局
◇月○日
□□医院
◇月◆日
□□歯科

診療情報

服薬情報

保健医療記録共有サービス
○月×日

□□病院での診療・処方
◇月▼日

□□クリニックでの診療

○月■日
□□薬局で調剤・服薬指導

○○○○様

男性 ○○歳

【イメージ】
○患者の同意の下、複数の医療機関、薬局等で、

患者の診療情報や服薬情報等を共有し、最適な
健康管理・診療・ケアを提供

○共有が有効なデータ項目について、病院、診療所、
薬局等のデータをマルチベンダー対応で原則自動で
収集し、データ保存のクラウド化、閲覧ビューアの
共通化により広域連携が可能なネットワークを構築

注） 本資料は平成30年7月30日データヘルス改革推進本部資料の抜粋及び一部改変した資料です。実証等
を踏まえた今後の検討に応じて将来的に変更する可能性があります。

診療所病院 薬局

【このサービスで目指すこと】
○保健医療記録共有サービスを利用する医療機関、薬局等が全国に広がり、質の高い医療が提供されるとともに、無駄な

検査や投薬が減ることが見込まれる。
○すでに普及しているレセコンデータも活用することにより、電子カルテが無い医療機関でも参加が可能となり、医療情

報連携の参加施設数が増えることが見込まれる。
○2020年度以降は、診療情報や服薬情報に加え、介護情報などさらに幅広い情報の共有が順次可能になる（検討中）

【機 能】
○患者の同意の下、セキュリティを確保したネットワークを通じ、複数の医療機関、薬局等で、レセプトコンピュータ

や電子カルテに記録された患者の診療情報・服薬情報等の一部を共有し、最適な健康管理・診療・ケアを提供
〇保健医療記録共有サービスで共通化された閲覧ビューアにより、共有が有効なデータ項目について、県境を超えた広

域連携や、地域医療情報連携ネットワークが整備されていない地域においても情報連携を行うことが可能

Ｂ圏域地域医療情報連携ネットワーク

保健医療記録共有サービス
（患者情報を相互に閲覧できるようにする仕組み）運営主体

ネットワーク及び
サービスを管理・
運営する団体

薬局診療所病院 病院 診療所 薬局

電子カルテデータの流れ
レセコンデータの流れ

【共通化された閲覧ビューア※】
電子カルテやレセプトコンピュータの患者データ
（項目は限定）を閲覧するための画面。
※専用閲覧WEBアプリケーションを想定（WEBブ
ラウザソフトでアクセス可能）。

Ａ県地域医療情報連携ネットワーク

全国的な保健医療情報ネットワークの概要イメージ（2020年度本格稼働時）
本資料は、現在実施している実証事業やこれ
までの検討状況をもとにしたイメージであり、
今後変更の可能性があります

地連ＮＷの無い地域は直接接続
（閲覧できるデータは限定的）

セキュリティを確保したネットワーク
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全国保健医療情報ネットワークの主な検討課題

地域医療情報連携ネットワークの運営状況やこれまでの関連の実証事業（総務省事業）、
今後行う実証事業の成果等を踏まえ、全国保健医療情報ネットワークの構築に関し、費用負
担に見合った便益を得られるサービスやネットワークをどのように構築していくかが課題。

サービスやネットワークの検討

・ネットワークで提供されるサービス内容の検討
（共有するデータ項目の精査、標準規格の実装等）

・既存の地域医療情報連携ネットワークの仕様の標準化
・個人情報保護措置やセキュリティが確保されるシステムの検討

（保健医療従事者の資格確認方法や、地域医療情報連携ネットワーク・医療機関等の接続認証要件を含む）

管理・運営主体

・全国ネットワークの管理・運営主体の在り方
・地域医療情報連携ネットワークの運営主体との関係

コスト

・全国ネットワーク整備の初期・更新コストと運営コスト及びその負担者の決定
・地域医療情報連携ネットワークの更新コスト・運営コストとの関係
・初期コスト・運営コスト等の低コスト化・平準化

参加促進・運用ルール

・一般市民（患者）、医療機関、薬局等のネットワークへの参加の促進（メリット）
・患者の同意取得や本人確認の在り方

○ 技術革新が進む中で、医療分野においてもＩＣＴを積極的に活用し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築していくこ
とが急務である。このため、平成31年度において、医療情報化支援基金を創設し、医療分野におけるＩＣＴ化を支援する。
（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の改正。平成31年10月1日施行）

平成3１年度予算案 300億円

医療情報化支援基金（平成31年度）の対象事業

１ オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局のシステム整備の支援

オンライン資格確認を円滑に導入するため、保険医療機関・薬局での初期導入経費
（システム整備・改修等）を補助

２ 電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等導入の支援

国の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテシステム等を導入する
医療機関での初期導入経費を補助

国
（交付要綱の作成等）

社会保険診療報酬支払基金（※）

申請

医療機関等

交
付

交付

〔支援スキーム〕

医療機関等
保険者支払基金・国保中央会

電子カルテの標準化

オンライン資格
確認の導入

資格の過誤請求等の削減
事務コストの削減
個人番号カードによる受診 等

情報の共有・連携
事務コストの削減 等

資格情報の登録
オンラインで
資格情報を提供

オンラインで
資格情報を照会

保険者をまたがって
資格情報を管理

※レセプトオンライン化設備整備事業の実績有り
（平成21～22年度）

消費税財源活用

オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
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●ネットワークの更新について

更新については、以下のとおり整理します。

事業の目的が、単純な更新ではなく既存のネットワークの機能の追加や拡充であり、それを実現するための手段の中にサーバの
更新も含まれる場合には、その費用も基金の対象となること。

なお、判断に迷った場合は、必ず医政局研究開発振興課医療技術情報推進室管理係（03-3595-2430）へご相談ください。

●ランニングコストについて

基金の財源をランニングコストに充ててネットワークを運用することは、サービスの受益者負担の考えに反する等の点で望まし
くないと考えられ、お問い合わせ等いただいた場合は、その旨をご説明してきたところです。
今後とも、この考えに沿った事業運営を行っていただくとともに、運用の見直しが必要な場合には、可及的速やかに改善を図って
いただきますようお願いいたします。

なお、判断に迷った場合は、必ず医政局研究開発振興課医療技術情報推進室管理係（03-3595-2430）へご相談ください。

●趣旨

地域医療介護総合確保基金（ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備事業）（以下「基金」という。）を活用して、
様々な都道府県で、地域医療情報連携ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）を構築いただいているところですが、運用
について統一出来ていない部分もあるため、今回改めて周知させていただくものとなります。
（地域医療計画課とも調整済みです。）

地域医療介護総合確保基金（ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備事業）の運用
方針について

医療分野における近年の主なサイバーセキュリティ事案

年月日 施設名 事案概要

平成29年
3月15日

岡山大学病院
（岡山県）

ログ解析用ソフトにより医療用端末を解析したところ、病院の医療用端末２台
がウイルスに感染し、外部と不正な通信を行っていたことが判明。
また、各医療用端末の中に、各１名の患者の個人情報（計２名分）が保存さ

れており、情報の流出は確認されていないが、ウイルスにより外部に流出した
可能性がある状況となった。
なお、電子カルテなどの医療情報システム、基幹システムへの不正アクセス
は確認されていないとしている。

平成29年
5月13日

日立総合病院
（茨城県）

日立製作所のシステムがコンピュータウィルス（ランサムウェアウィルス）
「WannaCry」に感染し、日立製作所の管理系のシステムが被害を受けたため、
日立総合病院においてもメールの送受信等に障害が発生したもの。
病院の診療機能に影響はなく、個人情報の流出等も発生していない。

平成29年
12月8日

新潟大学医歯
学総合病院
（新潟県）

臨床研究推進センターの業務で使用しているファイルが暗号化され使用でき
ない状態となっているため、ランサムウェアに感染したと判断された。その後の
調査により、同センターが管理するパソコン１台がコンピュータウイルス（ランサ
ムウェアウィルス）に感染したと判明した。ただし、本件で感染したと思われるコ
ンピュータウイルスに情報を窃取する機能を持ったものは確認されず、個人情
報漏えいの報告も確認されていないことから，情報漏えいの可能性は低いと判
定された。

平成30年
10月16日

宇陀市立病院
（奈良県）

病院情報システムがウイルスによって暗号化され、一部の患者データが使用
できなくなった。
個人情報の流出は確認されていないとしている。

※報道及びプレスリリース等により作成- 258-



医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの概要

○ 個人情報保護に資する情報システムの運用管理と ｅ-文書法への適切な対応を行うための指
針として「医療情報ネットワーク基盤検討会」（現 医療等分野情報連携基盤検討会）での議
論を経て「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」初版を平成17年３月に公開
した。

○ 本ガイドラインは、医療機関等における電子的な医療情報の取扱いに係る責任者を対象とし
ている。

○ 現在は改正個人情報保護法（平成29年5月施行）等への対応を行った第５版が最新版である。
○ 医療情報システムのセキュリティについては、厚生労働省、総務省及び経済産業省が連携し

てガイドラインを整備している。（いわゆる３省３ガイドライン（※））
※ 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第５版 （厚生労働省、2017年5月）

クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン第１版（総務省、2018年7月）
医療情報を受託管理する情報処理時業者における安全管理ガイドライン第２版 （経済産業省、 2012年10月）

本ＧＬ

３省３ガイドライン

医療機関等における
電子的な医療情報の
取扱いに係る責任者 システム事業者

ガイドライン内容

○ 電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方
○ 情報システムの基本的な安全管理
→ 技術的、物理的、組織的、人的対策を規程

○ 診療録等を電子化・外部保存する際の安全管理基準
→ 電子保存の際に真正性・見読性・保存性を要求

総務
省ＧＬ

経産
省ＧＬ

基準に沿うようにシステムが
構築運用されているか確認
規程類を作成し、医療従事
者が遵守していることを確認

医療情報システム

構築・運用

医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの具体例

○ 本ガイドラインは各項目について A.制度上の要求事項 に基づいた B.考え方 が記載されて
おり、考え方に基づいて、 C.最低限のガイドライン 、 D.推奨されるガイドライン が規定さ
れている。医療機関等は C.最低限のガイドライン の安全管理対策を実施しなければならない。

医療機関等が守らなければいけない主な内容
○ （アクセス制御）アクセスできる診療録等の範囲を定め、そのレベルに沿ったアクセス管理

を行うこと
○ （IoT機器の扱い）ウェアラブル端末や在宅設置のIoT機器を患者等に貸し出す場合は、事

前に、情報セキュリティ上のリスクについて患者等へ説明し、同意を得ること。
○ （BYODの原則禁止）管理者以外による設定の変更を技術的あるいは運用管理上、禁止でき

ない限り、BYOD は行えない。
○ （サイバー攻撃等への対応）医療情報システムに障害が発生した場合は必要に応じて所管省

庁及び医政局へ連絡すること。
○ （バックアップ）各保存場所における情報がき損した時に、バックアップされたデータを用

いてき損前の状態に戻せること。もし、き損前と同じ状態に戻せない場合は、損なわれた範囲
が容易に分かるようにしておくこと。

○ （情報の破棄）情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有するものが行うこ
ととし、残存し、読み出し可能な情報がないことを確認すること。

etc…

○ 本ガイドライン上の医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所だけでなく、
薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等も含まれ
ており、これらの機関は本ガイドラインを遵守する必要がある。
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医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について
（平成30年10月29日付け医政総発1029第１号・医政地発1029第３号・医政研発1029第３号

厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長・研究開発振興課長通知）

◆ 電子カルテシステム等の普及が進み、情報通信技術は医療現場の多くで活用。

◆ 一方、我が国の医療機関において相次いでコンピュータウイルスに感染し、医療提供体制に支障が生じる事例も
発生するなど、サイバーセキュリティ対策の充実は喫緊の課題。

◆ 厚生労働省においては、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）及び医療関係団体等と連携して、医療機関等
におけるサイバーセキュリティ対策に取り組んできたが、今後は都道府県等とも連携を強化し、対策のさらなる充実
を図っていく必要。

① 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の周知徹底

・サイバー攻撃を受けた際の対応等を定めた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」について、管下
医療機関に一層の周知徹底を図ること。

・サイバー攻撃により医療情報システムに障害が発生し、個人情報の漏洩や医療提供体制に支障が生じる又はそ
のおそれがある場合には、厚生労働省に連絡を行うよう注意喚起を行うこと。

②情報セキュリティインシデント発生時の国への報告

・医療機関に対するサイバーセキュリティ事案を都道府県等が把握した場合、速やかに厚生労働省に報告すること。
（特に自治体立病院を有する場合は、対応に万全を期すこと。）

③情報セキュリティインシデントが発生した医療機関等に対する調査及び指導

・サイバー攻撃を受けた医療機関に対し、必要に応じて被害状況、対応状況、復旧状況、再発防止策等に関する調
査及び指導を行い、厚生労働省に報告すること。

・調査及び指導については、医療法第25条及び26条並びに医療法施行規則第42条に基づく立入検査等を行うこと
が可能であること。

④医療分野におけるサイバーセキュリティの取り組み（医療セプター）との連携

・医療セプター（医療関係団体によって構成される医療分野のサイバーセキュリティ対策に関する活動を行う団体）と
連携・協力すること。

背景・目的

都道府県等への依頼内容

重要インフラを守る民間の取り組み（セプター）について

○ 様々な社会インフラによって支えられており、その機能を実現するために情報システムが幅
広く用いられている。こうした中で、特に情報通信、電力、金融等、その機能が停止又は低下し
た場合に多大なる影響を及ぼしかねないサービスは、重要インフラとして官民が一丸となり、重
点的に防護していく必要がある。
○ 重要インフラは「情報通信」、「電力」、「金融」「政府・行政サービス（地方公共団体を
含む）」等１４分野があり、「医療」はそのうちの１つである。
○ 各重要インフラのセプター（※）が連携して会議体（セプターカウンシルという）を設立し、
分野横断的な情報共有等の連携を推進している。

セプターカウンシル第10回総会（2018年4月24日）資料

医療は2018年4月に
日本医師会を事務局
として参加し、

現在、セプターを通じ
た情報連携を行って
いるところ。

※ セプター（CEPTORE）と
は、重要インフラ毎に整備され
た情報共有・分析機能の呼称。
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セプター特性把握マップ

2018年9月末日現在
重要イン
フラ分野 情報通信 金融 航空 空港 鉄道 電力 ガス 政府･行政

サービス 医療 水道 物流 化学 クレジット 石油

事業の範囲 電気通信 放送 銀行等 証券 生命保険 損害保険 航空 空港 鉄道 電力 ガス 政府・地方
公共団体 医療 水道 物流 化学 クレジット 石油

名称 T-
CEPTOAR

ケーブル
テレビ

CEPTOAR
放送

CEPTOAR

金融CEPTOAR連絡協議会

航空
CEPTOAR

空港
CEPTOAR

鉄道
CEPTOAR

電力
CEPTOAR

GAS
CEPTOAR

自治体
CEPTOAR

医療
CEPTOAR

水道
CEPTOAR

物流
CEPTOAR

化学
CEPTOAR

クレジット
CEPTOAR

石油
CEPTOAR銀行等

CEPTOAR
証券

CEPTOAR
生命保険
CEPTOAR

損害保険
CEPTOAR 

事務局

(一社) 
ICT-ISAC

(一社)
日本ケーブ
ルテレビ連
盟

(一社)
日本民間
放送連盟、
日本放送
協会

(一社)
全国銀行
協会
事務・決済シ
ステム部

日本証券
業協会
ＩＴ統括部

(一社)
生命保険
協会
総務部経営
企画・法務グ
ループ

(一社)
日本損害
保険協会
ＩＴ推進部
品質管理グ
ループ

定期航空
協会

空港・空港
ビル協議会

(一社)
日本鉄道
電気技術
協会

電力ISAC (一社)
日本ガス協
会
技術ユニット

地方公共
団体情報
システム機
構
情報化支援
戦略部

(公社)
日本医師
会
情報システム
課

(公社)
日本水道
協会
総務部総務
課

(一社)
日本物流
団体連合
会

石油化学
工業協会

(一社)
日本クレ
ジット協会

石油連盟

構成員
（のべ数）

23社
1団体

335社
1団体

197社・
団体

1,411社 269社
７機関

41社 46社 14社
1団体

5社 22社
1団体

14社
3機関

10社・
団体

47
都道府県
1,741

市区町村

1グループ
18機関

8水道
事業体

6団体
17社

13社 51社 12社

NISCからの
情報の展開先
（構成員以外）

403社・
団体 411社 12社 3社・団体 ━ ━ ━ ━ ━ ━ 13社・

機関
170社・
団体 ━ 378社

内容に応じ
1,342事業
体へ展開

━ ━ ━ ━

その他（核物質防護等の措置が要求される企業、ビルディング・オートメーション協会、サイバーディフェンス連携協議会、大学等（内容に応じ展開先を選定））

事務局の
民間移行 2018年3月 医療分野（厚生労働省医政局 → （公社）日本医師会）

■ その他

既存事業領域を
越える連携等

情報通信（ICT-ISACにおいて、一部の放送事業者及びケーブルテレビ事業者が加盟）、金融（金融ISACにおいて、加盟金融機関間で情報共有・活動連携）、電力（電力ISACを設立、2017年４月より運用開始）、
化学（石油化学工業協会と日本化学工業協会の情報共有・活動連携）、クレジット（ネットワーク事業者への拡張）、制御システム（JPCERT/CCが提供するConPaS等）、
J-CSIP（IPA：標的型攻撃等に関する情報共有）、サイバーテロ対策協議会（重要インフラ事業者等と警察との間で連携、47都道府県に設置）、早期警戒情報CISTA（JPCERT/CC: セキュリティ情報全般）

セプターの概要（医療分野）

名 称 医療CEPTOAR
事務局 公益社団法人 日本医師会 情報システム課

概 要

１．機能
ＩＴ障害の未然防止、ＩＴ障害の拡大防止・迅速な復旧、ＩＴ障害の要因等の分析・検証による再発防止を図り、医療事業者の

サービスの維持・復旧能力の向上に資するため、政府等から提供される情報を適切に医療事業者等の間で共有・分析することを目的に、
医療分野の「情報共有・分析機能（セプター）」として、「医療CEPTOAR」を設置。
以下(1)～(3)の情報連絡体制等については現状の枠組みをもとに引き続き改善に向けて調整していく。
(1) 医療事業におけるＩＴ障害の未然防止、ＩＴ障害の拡大防止・迅速な復旧、ＩＴ障害の要因等の分析・検証による再発防

止のための情報共有及び連携
(2) 政府、他のセプター等から提供される情報の構成員への連絡
(3) 政府、他のセプター等から提供される情報に関連する事項の情報共有

２．構成
日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会（情報共有機能）
日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本病院会、全日本病院協会（四病協）（情報共有機能）
オブザーバー（情報分析機能）として保健医療福祉情報システム工業会

３．特色・特徴
これまでの活動・現行組織を基盤にした実効性のある体制。
医療分野の特性として、医療提供体制の構築・維持は都道府県との情報共有体制が不可欠であることから、他の分野ではみられな
い都道府県との連携が必要。

４．2017年度の活動状況
NISCから提供のあった情報等について、セプター構成員等と共有（随時）
セプター訓練に参加し、情報共有手段の有効性を検証（2017年8月）。本結果も踏まえ、セキュリティ事案発生時の情報連絡は、
迅速性の観点から電話による情報伝達を基本とし、情報を確実に伝達する観点でメールを活用。
2017年度分野横断的演習に参加（2017年12月）。
事務局の民間移行と構成の見直し（2018年3月）※日本病院団体協議会の加盟団体にも参加依頼中
セプターカウンシル運営委員会でセプターカウンシルへの参加表明（2018年3月）

- 261-



 

医政総発 1029 第１号 

医政地発 1029 第３号 

医政研発 1029 第１号 

平成 30 年 10 月 29 日 

 

 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市 医政主管部（局）長 殿 

  特 別 区 

  

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

厚生労働省医政局研究開発振興課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について 

 

 

 日頃より医療分野の情報化に関し、格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 医療分野における情報化につきましては、近年、電子カルテシステムや地域医療情

報連携ネットワーク等の普及が進み、情報通信技術は医療現場の多くで活用されてい

ます。 

 一方で、昨年５月に発生した世界的なランサムウェア「WannaCry」による被害をは

じめ、我が国の医療機関においても相次いでコンピュータウイルスの感染事案が報告

され、医療提供体制に支障が生じる事例も発生するなど、医療機関等におけるサイバ

ーセキュリティ対策の充実は喫緊の課題となっております。 

 厚生労働省におきましては、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）及び医療

関係団体等と連携して、医療機関等（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に規定する

医療提供施設のほか、地域医療情報連携ネットワーク等を含む。以下同じ。）における

サイバーセキュリティ対策に取り組んできたところですが、今後は都道府県、保健所

設置市及び特別区とも連携を強化し、対策のさらなる充実を図ってまいりたいと考え

ておりますので、貴職におかれましては、下記についてご協力方よろしくお願いいた

します。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

 

 

記 

 

 

１ 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の周知徹底について 

  医療機関等においてサイバー攻撃を受けた際の非常時の対応については、「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5 版」（平成 29 年５月 30 日政

統発 0530 第１号。以下「ガイドライン」という。）に定められているところです。 

  医療機関等に対するサイバー攻撃の危険性がさらに高まっていることに鑑み、貴

職におかれましては、管内の医療機関等に対して、ガイドラインの更なる周知徹底

を図るとともに、医療機関等においてコンピュータウイルスの感染などによるサイ

バー攻撃を受けた疑いがある場合にあっては、別紙を活用して直ちに医療情報シス

テムの保守会社等に連絡の上、当該サイバー攻撃により医療情報システムに障害が

発生し、個人情報の漏洩や医療提供体制に支障が生じる又はそのおそれがある事案

であると判断された場合には、速やかに当該医療機関等から厚生労働省医政局研究

開発振興課医療技術情報推進室（以下「医療技術情報推進室」という。）に連絡を行

うよう、注意喚起をお願いいたします。 

 

２ 情報セキュリティインシデント発生時の国への報告について 

管内の医療機関等において、コンピュータウイルスの感染などによるサイバー攻

撃を受け医療情報システムに障害が発生し、個人情報の漏洩や医療提供体制に支障

が生じる又はそのおそれがある事案を貴自治体が把握した場合（医療機関等からの

報告により把握した場合のほか、報道発表又はマスコミ報道等により把握した場合

を含む。）にあっては、事実把握後速やかに貴自治体から医療技術情報推進室に報告

いただくようお願いいたします。特に自治体立病院につきましては、自治体立病院

運営部署（団体）又は都道府県におかれては、自治体立病院を有する市区町村と連

携し、国との情報共有に万全を期していただきますようお願いいたします。 

 

３ 情報セキュリティインシデントが発生した医療機関等に対する調査及び指導に

ついて 

貴自治体においては、コンピュータウイルスの感染などによるサイバー攻撃を受

けた医療機関等に対し、必要に応じて、被害状況、対応状況、復旧状況、再発防止

策等に係る調査及び指導を行い、医療技術情報推進室に報告いただくようお願いい

たします。なお、事案発生時には厚生労働省より情報収集・調査・指導等の依頼が

あり得ることを申し添えます。 

また、病院、診療所又は助産所に対する情報セキュリティインシデントに係る調査及

び指導につきましては、医療法第 25 条及び第 26 条並びに医療法施行規則（昭和

23 年厚生省令第 50 号）第 42 条に基づく立入検査等を行うことが可能です。当該

立入検査等の実施にあたっては、サイバーセキュリティに係る技術的事項等につ 
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いて厚生労働省より助言を行うことが可能ですので、必要に応じてご相談をいた

だきますようお願いいたします。 

 

４ 医療分野におけるサイバーセキュリティの取り組み（医療セプター）との連携に

ついて 

  セプターにおいては、IT 障害の未然防止、発生時の被害拡大防止・迅速な復旧及

び再発防止のため、政府等から提供される情報について、適切に重要インフラ事業

者等に提供し、関係者間で共有することにより、各重要インフラ事業者等のサービ

スの維持・復旧能力の向上に資することを目指しています。 

  このうち、医療セプターについては、平成 30 年３月より事務局を公益社団法人

日本医師会に設置するとともに、公益社団法人日本歯科医師会、公益社団法人日本

薬剤師会、公益社団法人日本看護協会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人全

日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人日本精神科病院協会

等を構成員として、NISC や厚生労働省と連携し、サイバーセキュリティに関する情

報共有や演習参加等の活動を行っています。 

医療セプターの構成員団体は都道府県支部等を通じて会員施設との情報共有を

行っている場合もあるため、各都道府県、保健所設置市及び特別区におかれまして

は、地域の医療関係団体を通じて医療セプターの活動に連携・ご協力をいただきま

すようお願いいたします。 

（参 考） 

  セプター（CEPTOAR（Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis 

and Response の略称））：重要インフラ事業者等の情報共有・分析機能及び当該機能を担う組織。

平成 30（2018）年 10 月現在、各重要インフラ分野の業界団体等が事務局となって、全 14 分野で、

計 19 のセプターが活動中。 

 

  

 

（別 紙） 
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１．医師確保対策について 

    

 ○医学部入学定員の動向 

地域の医師確保のため、平成 20 年度より医学部入学定員について

は、文部科学省と連携を図り、段階的に増員を行っている。 

その結果、平成 29 年度の入学定員については、過去最大の 9,420

人であり、平成 19 年度と比べて 1,795 人の増員となった。平成 30

年度については、同規模の 9,419 人となる予定である。 

 

また、医学部入学定員の増員については、平成 31 年度までを期限

としている。平成 32 年度以降の定員については、医師需給分科会に

おいて、平成 30 年 5 月 31 日に第 3 次中間取りまとめを行い、平成

32 年度、平成 33 年度は、暫定的に現状の医学部定員を概ね維持し

つつ、トータルとして現状程度の医学部定員を超えない範囲で、各

都道府県や大学等とその必要性を踏まえ調整を行うこととされ、平

成 34 年度以降については、医師の働き方改革に関する検討会の結論

等を踏まえ、再度検討を行うこととし、マクロの医師需給推計の前

提となる医師偏在対策、勤務時間の適正化等について、再度、医師

需給推計を行った上で医師養成数の方針等について見直すこととし

ており、改めて御連絡したい。 
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医政発１０２５第８号 

平成３０年１０月２５日 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 
 

地域の医師確保の観点からの平成 32年度以降の大学医学部の 

入学者の選抜方法について（通知） 

 
 
 

「新成長戦略」（平成 22年６月 18日閣議決定）等を踏まえ、地域の医師確保等に早

急に対応するため、大学医学部の入学定員の増加が認められてきた。 

しかしながら、このうち地域の医師確保のための増員（以下単に「増員」という。）

について、複数の大学において、増員分の入学者の選抜方法として、入学前に増員の趣

旨を説明することなくその他の定員と区別せずに選抜を行い、入学後に事後的に増員分

に該当することとなる学生の希望を募る等、増員の趣旨に沿った学生を確実に確保する

ことが困難な方法が採られており、この結果、増員分の入学者を確保できず、その他の

定員として用いているという不適切な運用の実態が、厚生労働省の調査により判明した

ところである。 

さらに、同調査において、こうした方法により選抜された学生は、募集要項に増員の

趣旨を明記した上で、その他の定員と区別して選抜する選抜方法（以下「別枠方式」と

いう。）と比較して、卒業後に地域に定着する割合が低いことも明らかとなった。 

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（平成 15 年文

部科学省告示第 45 号）第３条第１項第１号において、増員については都道府県が作成

する医療に関する計画にあらかじめ記載することとされ、都道府県における計画的な医

師偏在対策に活用されるものと位置付けられていることを踏まえれば、地域間の医師偏

在が今なお解消に至っていない中、平成 32 年度以降の増員分の選抜に当たっては、別

枠方式により増員の趣旨に沿った学生を確実に確保することが適当であると考えられ

る。 

このため、平成 32 年度以降の増員に関し、下記のとおり取り扱うこととしたので、

- 267-



 

 

貴職におかれては、内容について十分御了知の上、医療計画の見直し等、必要な対応に

遺漏なきようお願いする。 

 

記 

 

１ 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第３条第１項

第１号に規定する大学の医学部に係る入学定員等の増加については、医療法（昭和 23

年法律第 205号）第 30条の４の医療計画にその人数を記載すること。 

 

２ 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第３条第１項

第１号に規定する修学資金の財源として地域医療介護総合確保基金を活用すること

は、１に加え、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成

元年法律第 64 号）第４条第１項の都道府県計画に対応する人数を記載する場合にの

み認められるものであること。 

 

３ １及び２の人数については、当該人数分の学生を別枠方式により選抜すること及び、

募集要項に別枠方式により選抜された学生については卒業後にキャリア形成プログ

ラムの対象となることを明記することについて、あらかじめ都道府県が各大学と書面

により合意したものに限り、記載することができるものとすること。 
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２．医師臨床研修について 
（１）医師臨床研修制度について 

現在の医師臨床研修制度は、平成 16 年度より「医師としての人

格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、一般的な診療に

おいて頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的

な診療能力を身につけること」を基本理念として、従来の努力義務

から必修化する形で導入された。必修化に伴い、診療に従事しよう

とする医師は、２年以上、臨床研修を受けなければならないとされ

ており、臨床研修を修了した者については、その申請により、臨床

研修を修了した旨を医籍に登録することとされている。 

 

（２）医師臨床研修制度の見直しについて 

平成 16 年度の制度導入以降、研修医の基本的診療能力が向上し

たという効果がみられた一方で、研修医の研修希望先が都市部に

集中しやすい状況にある等の指摘を受け、医道審議会医師分科会

医師臨床研修部会の議論を踏まえ、平成 22 年度及び平成 27 年度

に開始される研修から累次の見直しを行った。 

現在、次回見直し（平成 32 年度（2020 年度）研修開始）に向け、

平成 30 年 3 月に臨床研修部会報告書をとりまとめたところであり、

同年７月には、見直し後の必修診療科目や臨床研修病院の指定の在

り方等を含めた通知を発出し、現在、各地方厚生局にて開催されて

いる説明会の場等を活用し、臨床研修病院に周知を図っている。 

さらに、平成 30 年通常国会で成立した「医療法及び医師法の一

部を改正する法律」では、臨床研修病院の指定や病院ごとの定員設

定権限を国から都道府県に移譲する内容が盛り込まれており、地域

の実情を詳細に把握している都道府県が定員設定等にあたり、より

的確に判断することが可能となる。これらの法改正に伴う省令改正

等の整備を年度末にかけて実施し、都道府県担当者に制度の周知を

図ってまいりたい。各都道府県におかれては、平成３１年度中に、

体制整備等の事務移管に向けた準備を進めていただきたい。 

 

（参考） 

○平成 27 年 制度の見直し 

 ①募集定員の設定方法の見直し 

・研修希望者に対する募集定員の割合を縮小（約 1.23 倍(平成 25 年度) → 

当初 1.2 倍(平成 27 年度)、次回見直しに向けて 1.1 倍）。 

・都道府県上限の計算式を一部見直し（新たに高齢化率、人口当たり医師数も

勘案）。 

・各病院の募集定員において、大学病院等の医師派遣の実績を考慮。 

②地域枠への対応、都道府県の役割の強化 

・地域枠、医師派遣等の状況を踏まえつつ、都道府県が、都道府県上限の範囲
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内で各病院の定員を調整できる枠を追加。 

③到達目標と評価の見直し 

・次回（平成 32 年度まで）見直しに向けて、別途検討の場を設けて見直す。

（医療提供体制の変化、診療能力の評価等の観点から内容を整理） 

 

○平成 32 年 制度の見直し 

 ①募集定員の設定方法の見直し 

・研修希望者に対する募集定員の割合を縮小（約 1.23 倍(平成 25 年度) → 

当初 1.2 倍(平成 27 年度)、1.1 倍（2020 年度）、1.05 倍（2025 年度）。 

・都道府県上限の計算式を一部見直し（地理的条件等の加算を増加等）。 

②地域枠への対応、都道府県の役割の強化 

・地域枠等の一部について、一般のマッチングとは分けて選考 

・臨床研修病院の指定・募集定員設定を都道府県が行う。 

③到達目標、方略及び評価の見直し 

・医学教育モデル・コア・カリキュラムと整合的な到達目標・方略・評価 

・外科、小児科、産婦人科、精神科を必修化し、一般外来を追加 

・モデル・コア・カリキュラムとの連続性を考慮しつつ、評価を標準化 

④基幹型臨床研修病院の充実・強化 

・指導・管理体制等についての訪問調査の見直し 

・プログラム責任者養成講習会の受講義務化 

 

（３）医師臨床研修制度の見直しに係る経緯と今後のスケジュール 

平成 26 年度   到達目標・評価の在り方に関するＷＧ 

～平成 28 年度 平成 26 年８月に立ち上げ 

関係団体からのヒアリング等を行い、到達目標・

評価のあり方について検討 

 

平成 28 年度    到達目標・評価にあり方に関するワーキング 

グループにおいて、臨床研修に係る到達目標を 

とりまとめ、医師臨床研修部会に報告 

 

平成 29 年度   医師臨床研修部会において、ワーキンググルー 

プと医師需給検討会の審議結果を踏まえ、報告

書のとりまとめ 

 

平成 30 年度中  臨床研修病院、都道府県担当者、地方厚生局等

に向け、見直し後の施行通知の発出、施行通知の

発出 

 

平成 31 年度    見直し後の制度による研修医の募集開始 
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平成 32 年度    見直し後の制度の下、研修開始 

 

（４）医師臨床研修にかかる補助金 

臨床研修病院が、適切な指導体制の下で臨床研修を実施すること

を支援する臨床研修費等補助金（医科分）は、平成 31 年度予算案

において、111 億円を計上している。（対前年度比 9 億円増）  
来年度においては、医療法及び医師法の一部を改正する法律の趣

旨を踏まえ、新規に国立大学附属病院に対しても、医師偏在対策を

支援する予算を計上している。  
各都道府県におかれては、管轄内の病院が臨床研修を円滑に実施

するために、当補助事業を積極的に活用できるようご配慮いただく

とともに、地域における研修医の確保及び臨床研修の質の向上を図

るため、臨床研修病院群の形成や都道府県調整枠を活用した募集定

員の調整を行うなど、理想的な医師養成のネットワークの形成等に

取り組むことをお願いする。  
 

○ 補助対象事業 
 

（１）教育指導経費 
・指導医の確保（地元研修医採用等加算） 
・剖検の実施 
・プログラム責任者の配置 
・研修管理委員会の設置 
・へき地診療所等における研修 
・産婦人科・小児科における宿日直研修 
 

（２）地域協議会経費 
・臨床研修に関する都道府県協議会運営に係る謝金、旅費、会議費等 
（募集定員の調整、研修プログラムの共同開発に係るもの。） 

 
（参考：予算額の推移） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 
平成31年度 

（予算案） 

予算額 １０４億円 ９０億円 ８０億円 ７６億円 １０２億円 １１１億円 

 

【補助先】厚生労働大臣の指定した病院（国の開設する病院を除く） 

【補助率】定額 
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３．新専門医制度について 

（１）専門医の仕組みにかかるこれまでの経緯等について 

新専門医制度については、平成 30 年度から養成が開始されたところであるが、

現在、日本専門医機構（以下「専門医機構」という。）において、平成 31 年度に

研修が開始される専攻医の登録等が行われている。 

 

専門医機構の「専門医制度新整備指針」等については、地域医療関係者からの

要請を踏まえ、地域医療に配慮した内容に見直しが行われており、 

例えば、 

  ・専門医資格は必須とされるものではないこと 

  ・地域医療従事者等に配慮したカリキュラム制の導入 

  ・症例の豊富な地域の中核病院等も基幹施設になることができる基準の設定 

  ・東京、神奈川、愛知、大阪、福岡の専攻医総数の上限を、過去５年間におけ

る専攻医採用実績の平均人数を超えない 

ことなどが定められている。 

 

さらに、平成 30 年通常国会で「医療法及び医師法の一部を改正する法律」に

おいて、都道府県の意見を聴いた上で国が研修の機会確保や地域医療への配慮の

観点から、日本専門医機構等に対して意見を述べる仕組みを盛り込んだところで

ある。同改正法の成立を受け、平成 30 年９月に医道審議会医師分科会の下に医

師専門研修部会を立ち上げるとともに、同年 10 月には同部会での審議を踏まえ、

日本専門医機構等に対し、 

・専攻医の都市部への集中抑制 

・柔軟なカリキュラム制の実施 

・専門医の配置等に関する情報の公開 

等の地域医療への配慮や研修機会の確保を求める意見、要請を通知した。 

 

今後とも、医師偏在が助長されないよう、専門医機構は毎年度医療機関から申

請された専門研修プログラムを地域医療に配慮しつつ認定することとなるが、そ

の際、各都道府県に対して事前の協議が行われる仕組みとされている。各都道府

県におかれては、地域医療対策協議会において、研修プログラムの内容（研修施

設群、募集定員、ローテート内容）について、来年度以降も引き続き協議をお願

いする。厚生労働省としても、専門医機構に対して、研修プログラム情報の適時

適切な情報提供を働きかけていく。 

 

（２）専門医にかかる平成 31 年度予算案について 

新専門医制度の研修開始に伴う医師偏在の拡大を防止するため、研修プログラ

ムについて協議する地域医療対策協議会の経費を補助するとともに、地域医療支

援センターのキャリア支援プログラムに基づいた専門医研修の実施にあたり、指

導医を派遣した場合や、各都道府県による調整の下で、研修プログラムを策定し、

医師不足地域の医療機関へ指導医の派遣等を行う場合に、必要な経費を補助する。 

また、日本専門医機構が各地域医療対策協議会の意見を取り入れて専門医の研
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修計画等を調整するための経費や、医師偏在対策の観点から研修プログラムをチ

ェックするために必要な経費等を補助する。 

 
【専門医認定支援事業 平成 31 年度予算案 360,170 千円】 

○医師不足地域への指導医派遣等に要する経費等（内訳 108,530 千円） 

（事業内容） 地域医療支援センターのキャリア支援プログラムに基づいた専門研

修の実施に当たり、指導医を派遣した場合や、都道府県の調整の下

で、医師不足地域の医療機関へ指導医が出張指導した場合又は指導

医を派遣した場合及びへき地・離島地域での総合診療専門研修を実

施した場合を対象として、都道府県を通じて、派遣（出張）元病院

に対し支援 

（実施主体） 都道府県（間接補助先：研修病院（群）） 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、都道府県 1/2 以内、事業者 1/2 以内） 

（対象経費） 代替医師雇上経費、旅費等 

 

○地域医療へ配慮した研修プログラム策定に要する経費（新規）（8,025 千円） 

（事業内容） 地域医療に配慮した専門研修プログラムの策定に当たり、必要な

経費を支援 

（実施主体） 都道府県（間接補助先：研修病院（群）） 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、都道府県 1/2 以内、事業者 1/2 以内） 

（対象経費） 人件費、諸謝金、旅費等 

 

○新たな専門医の仕組みに係る地域医療対策協議会経費（内訳 54,293 千円） 

（事業内容） 都道府県において、新専門医制度の仕組みに係る地域医療に配慮し

た研修体制の構築等を協議する地対協の開催経費 

（実施主体） 都道府県 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、都道府県 1/2） 

（対象経費） 諸謝金、旅費、会議費、借料、雑役務費等 

   

○新たな専門医の体制構築支援事業（内訳 180,682 千円） 

（事業内容）・医師偏在対策の観点から研修プログラムのチェックに要する経費 

      ・国、都道府県、関係学会との研修計画等の調整経費（新規） 

      ・専門医研修相談事業（相談センターの設置等） 

・各都道府県協議会との連絡調整体制の構築経費 

・専門医に関する情報データベース作成経費 

      ・訪問調査を担当するサーベイヤーを養成するための講習会等経費 

      ・総合診療専門医の研修における研修プログラム統括責任者及び指導医 

の養成経費 

      ・地域医療に配慮した専門医養成のあり方に関する検討会の開催経費 

（実施主体） 専門医機構 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、事業者 1/2） 

（対象経費） 人件費、印刷製本費、通信運搬費、会場借上費、システム開発経費

等 
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○専門研修プログラム確認事業（内訳 8,640 千円） 

（事業内容） 研修プログラムチェックの企画、ツール策定等を行う経費 

（委 託 先） シンクタンク等 

（対象経費） 委託費（研修プログラムチェックの企画、ツール策定等に必要な

人件費、謝金等） 
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6 1.0
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４．女性医師支援について 

 

近年、医師国家試験の合格者に占める女性の割合は約 3 分の 1 となってお

り、これからの医療現場においては女性医師がますます活躍することが期待

される。一方、妊娠・出産等によりキャリアを中断せざるを得ない場合があ

り、多くの医療現場においては、女性医師が多数配置されているという状況

ではなく、女性医師が働き続けやすい環境の整備が課題となっている。 

 

こうした課題に対処していくためには、女性医師がキャリアと家庭を両立

できるようにすることが重要であり、厚生労働省においては、 

①出産・育児や離職後の再就業に不安を抱える女性医師に対する相談窓口

や復職研修の設置、院内保育所の運営等に対する財政支援（地域医療介護総

合確保基金） 

②全国の各医療機関において実施されている女性医師等キャリア支援の好

事例を収集・分析し、効果的支援策の全国展開 

などを取り組んできたところである。 

 

平成 31 年度においては、出産・育児・介護等における女性医師等をはじめ

とした医療職のキャリア支援をより一層普及させるために、女性医師等支援

で中核的な役割を担う拠点医療機関を各地域で選定し、復職支援から継続し

た勤務まで、パッケージとして女性医師等支援を行うための経費について財

政支援を行いたく考えている。 

 

また、平成 18 年度から公益社団法人日本医師会へ委託し、女性医師バンク

による復職を希望する女性医師の就業斡旋等を実施しているので、各都道府

県においても広く活用いただけるよう、医療機関や関係団体等への周知をお

願いしたい。（就業成立実績：平成 18 年度～29 年度 660 件） 

 

女性医師支援センター 

   http://www.med.or.jp/joseiishi/index.html 

 女性医師バンク 

   https://www.jmawdbk.med.or.jp/app/pzz000.main 
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５. オンライン診療について 

○ オンライン診療については、医療上の安全性・必要性・有効性の観点から、

平成 30 年３月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を発出し、診

療する医師が最低限遵守する事項、推奨される事項やその考え方を示してい

る。また、平成 30 年度診療報酬改定において、「オンライン診療料」を創設し

て評価を行ったところ。    

 

○ オンライン診療の指針の理念には、オンライン診療による、①医療の質のさ

らなる向上、②アクセシビリティの確保、③能動的参画による治療効果の最大

化、をあげている。 

 

○ 指針については、指針に則った適切なオンライン診療の普及のため、本年１

月から「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」

を開催し、医療現場における運用等を踏まえた指針の内容の明確化などより

よい指針への見直しに向けた検討を開始。 

 

○ また、指針に関して、特に質疑が多かった事項については、Ｑ＆Ａを通知（平

成30年12月26日付け医政医発1226第３号厚生労働省医政局医事課長通知）

しているため、御了知の上、貴管下保健所設置市（特別区を含む。）、関係機関、

関係団体等に対する周知徹底をお願いしたい。 

 

○ さらに、オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて、以下

に示す態様によるオンライン診療による診療行為は、医師法第 20 条に違反す

るおそれがある旨を通知（平成 30 年 12 月 26 日付け医政医発 1226 第２号厚

生労働省医政局医事課長通知） 

（1）指針に規定された例外事由（指針Ⅴ１⑵②ⅳ）に該当しないにもかかわ

らず、初診の患者についてオンライン診療を実施する行為 

（2）指針に規定された例外事由（指針Ⅴ１⑵②の注）に該当しないにもかか

わらず、直接の対面診療を組み合わせずオンライン診療のみで診療を完

結する行為 

（3）情報通信手段としてチャット機能のみを用いた診療行為 

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな

停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられな

いなど、悪質な場合においては、厚生労働省医政局医事課に情報提供されたい。 
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医政医発 1226 第２号 

平成 30 年 12 月 26 日 

 

 

各都道府県衛生主管部(局)長 殿 

 

 

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて 

 

 

オンライン診療については、医療上の必要性、安全性、有効性の観点から、

医師法第 20条等との関係を整理した「オンライン診療の適切な実施に関する

指針」（平成 30 年３月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通

知の別紙。以下「指針」という。）が本年３月に発出されたところであるが、

オンライン診療を実施している医療機関において、医師法第 20 条や指針に違

反する疑いのある診療行為を実施しているという事例が報告されている。 

こうした診療行為について、国民の危害発生を未然に防止するべく、下記

のとおり、特に問題の多くみられる事例について医師法の適用に関する見解

を示し、徹底することとしたので、御了知の上、貴管下保健所設置市（特別

区を含む。）、関係機関、関係団体等への周知をお願いする。 

 

記 

 

第一 オンライン診療による診療行為に対する医師法の適用 

 以下に示す態様によるオンライン診療による診療行為は、医師法第 20条に

違反するおそれがあること。 

（1） 指針に規定された例外事由（指針Ⅴ１⑵②ⅳ）に該当しないにもか

かわらず、初診の患者についてオンライン診療を実施する行為 

（2） 指針に規定された例外事由（指針Ⅴ１⑵②の注）に該当しないにも

かかわらず、直接の対面診療を組み合わせずオンライン診療のみで診

療を完結する行為 

（3） 情報通信手段としてチャット機能のみを用いた診療行為 

 

 第二 違反行為に対する指導等 

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やか

な停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられ

ないなど、悪質な場合においては、厚生労働省医政局医事課に情報提供する

こと。 
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第三 関係法令・指針 

１ 医師法（昭和 23年法律第 201号）（抄） 

   第 20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しく

は処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しく

は死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付しては

ならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した

場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 

 

  ２ オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成 30年３月 30日付け

医政発 0330 第 46号厚生労働省医政局長通知の別紙）（抄） 

Ⅴ１⑵②ⅱ 初診は、原則として直接の対面による診療を行うこと。 

ⅲ 急病急変患者については、原則として直接の対面による

診療を行うこと。なお、急病急変患者であっても、直接の

対面による診療を行った後、患者の容態が安定した段階に

至った際は、オンライン診療の適用を検討してもよい。 

ⅳ ⅱ及びⅲの例外として、患者がすぐに適切な医療を受け

られない状況にある場合などにおいて、患者のために速や

かにオンライン診療による診療を行う必要性が認められる

ときは、オンライン診療を行う必要性・有効性とそのリス

クを踏まえた上で、医師の判断の下、初診であってもオン

ライン診療を行うことは許容され得る。ただし、この場合

であっても、オンライン診療の後に、原則、直接の対面診

療を行うこと。 

注 禁煙外来など定期的な健康診断等が行われる等により疾

病を見落とすリスクが排除されている場合であって、治療

によるリスクが極めて低いものに限っては、患者側の利益

と不利益を十分に勘案した上で、直接の対面診療を組み合

わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。 

Ⅴ１⑹②ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得る

ために、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通

信手段を採用すること。直接の対面診療に代替し得る程度

の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合に

は補助的な手段として、画像や文字等による情報のやりと

りを活用することは妨げない。ただし、オンライン診療

は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては

ならない。 
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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するＱ＆Ａ 

 

平成 30年 12月作成 

 

目次 

＜本指針の対象＞...................................................................... 2 

＜基本理念＞.......................................................................... 2 

＜医師－患者関係／患者合意＞.......................................................... 2 

＜適用対象＞.......................................................................... 2 

＜薬剤処方・管理＞.................................................................... 2 

＜診察方法＞.......................................................................... 3 

＜その他＞............................................................................ 3 
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＜本指針の対象＞ 

Ｑ１ 本指針は、保険診療のみが対象ですか。【Ⅲ(2)関係】 

Ａ１ 本指針は、保険診療に限らず自由診療におけるオンライン診療についても適用されます。 

 

＜基本理念＞ 

Ｑ２ 「研究を主目的としたり医師側の都合のみで行ったりしてはならない」とあるが、研究・

治験等はしてはいけないのですか。【IV vi関係】 

Ａ２ 研究を主目的として行う診療は不適切であり、通常の臨床研究等と同様、診療前に研究に

ついて患者から同意を得る必要があります。 

 

＜医師－患者関係／患者合意＞ 

Ｑ３ 患者合意について「医師は、患者がオンライン診療を希望する旨を明示的に確認するこ

と」とあるが、「明示的」とは何ですか。【V1(1)②関係】 

Ａ３ オンライン診療に関する留意事項の説明がなされた文書等を用いて患者がオンライン診

療を希望する旨を書面において署名等をしてもらうことを指します。 

 

＜適用対象＞ 

Ｑ４ 「患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合など」とは具体的にどういう

状況ですか。【V1(2)②関係】 

Ａ４ 離島、へき地等において近隣に対応可能な医療機関がない状況での出血や骨折等が考えら

れます。近隣の医療機関に受診が可能である場合は、該当しません。 

 

Ｑ５ 直接の対面診療を組み合わせないオンライン診療が許容され得る「定期的な健康診断等

が行われる等により疾病を見落とすリスクが排除されている場合であって、治療によるリ

スクが極めて低いもの」として認められるものは、禁煙外来以外にどのようなものがあり

ますか。【V1(2)②関係】 

Ａ５ 保険者による健康診断等において定期的に医師の診察を受けており、診断や治療方針が確

定し、悪化が予測されない場合等に限られるため、現状では明らかに該当するのは禁煙外来

のみと考えられますが、今後、医学の発展や ICTの進歩を踏まえ、例示可能なものは例示し

ていく予定です。 

 

＜薬剤処方・管理＞ 

Ｑ６ オンライン診療のみで処方すべきでない医薬品の例として勃起不全治療薬等の医薬品が

挙げられていますが、禁忌の確認はオンライン診療による問診のみでは不十分ですか。

【V1(5)関係】 

Ａ６ ＥＤ（勃起障害／勃起不全）診療ガイドラインにおいて、心血管・神経学的異常の有無の

確認や血糖値・尿の検査を行う必要があるとされており、初診をオンライン診療で行うこと

は不適切です。処方においても、対面診療における診察の上、勃起不全治療薬等は処方して

ください。 

- 293-



 

 

 

＜診察方法＞ 

Ｑ７ オンライン診療はチャットなどで行うことは可能ですか。【V1(6)②関係】 

Ａ７ 本指針において対面診療の代替として認められているオンライン診療は、「リアルタイム

の視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段」を採用することにより、対面診療に代替し得る

程度のものである必要があるため、チャットなどのみによる診療は認められません。 

 

＜その他＞ 

Ｑ８ 平成 29 年７月 14 日付け医政発 0714 第 4 号厚生労働省医政局長通知（以下「平成 29 年

医政局長通知」という。）において、「直接の対面診療と適切に組み合わされて行われる

ときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上

で、遠隔診療を行わなければならないものではないこと」とされていますが、これは対面

診療を１回でも行うこととすれば、オンライン診療が初診を含めいつでも行えるという解

釈でしょうか。【平成 29年医政局長通知関係】 

Ａ８ 初診や急病急変患者（以下「初診等」という。）については、原則として直接の対面診療

を行う必要があるため、対面診療が予定されていればオンライン診療がいつでも実施可能な

わけではありません。 

ただし、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合など（Ｑ４参照）におい

て、患者のために速やかにオンライン診療による診療を行う必要性が認められるときは、オ

ンライン診療を行う必要性・有効性とそのリスクを踏まえた上で、医師の判断の下、初診等

であってもオンライン診療を行うことは許容され得ますが、この場合であっても、オンライ

ン診療の後に、原則、直接の対面診療を行う必要があります。 

   ※ 平成 29 年医政局長通知において、平成９年 12 月 24 日付け健政発第 1075 号厚生省健

康政策局長通知（以下「平成９年遠隔診療通知」という。）の「「２ 留意事項（１）及び

（２）」にかかわらず」」とあるとおり、平成９年遠隔診療通知の「２ 留意事項（１）及

び（２）」が原則的な考え方を示しているものです。 

 

Ｑ９ 平成 29 年医政局長通知において、「なお、患者側の理由により診療が中断し、結果とし

て遠隔診療のみで診療が実施された場合には、直接の対面診療が行われなくとも直ちに医

師法第 20条等に抵触するものではないこと」とされていますが、これは一般に患者側の自

己都合による場合は、直接の対面診療を行うことなく遠隔診療を行うことが可能という解

釈でしょうか。【平成 29年医政局長通知関係】 

Ａ９ 初診等については、原則として直接の対面による診療を行う必要があるため、患者側の自

己都合などの事情があっても直接の対面診療が必要です。 

このなお書きは、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合など（Ｑ４参照）

において、初診等でオンライン診療した後に、患者側の自己都合により結果として対面診療

が行われなかった場合に、直ちに医師法第 20 条等に抵触しないことを示したものです。な

お、初診等でオンライン診療ができる場合は限定的なケースに限られ（Ｑ８参照）、かつ、

オンライン診療の後に、原則、直接の対面診療を実施する必要があるものです。 
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６．あはき柔整等について 

 

（１）違法広告の取締りについて 

○ あはき、柔整等の広告については、社会保障審議会医療保険部会「あん摩マ

ッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」、「柔道整復療養費検討専

門委員会」において「施術所における違法広告は国民の誤解を招くことがあり、

取り締りを強化するべき」等の指摘があったところであり、また、医業若しく

は歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告について見直しが行われたこ

と等を踏まえ、国民に対するあはき柔整等の情報提供内容のあり方について、

現在検討を行っているところであるが、広告可能事項に該当しない「交通事故」

といった文言や料金については、引き続き開設者に対する指導等の徹底を図ら

れたい。 

 

○ また、あん摩マッサージ指圧師によるあん摩、マッサージ又は指圧が行われ

ていない施設において「マッサージ」等と広告することについては、同施設に

おいてあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、

各都道府県におかれても、このような広告を行わないよう指導をお願いしたい。 

  なお、実際に認められない効果・効能を表示した広告は、不当景品類及び不

当表示防止法に抵触するおそれもあり、消費生活センターと定期的に情報交換

する等、消費者行政機関との連携に努め、必要な措置を講じられるようにお願

いしたい。 

 

（２）無資格者の取締りについて 

○ 無資者によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業

類似行為（いわゆる民間療法）に対する取扱い及び指導については、「医業類似

行為に対する取扱いについて」（平成３年６月 28 日医事第 58 号厚生省健康政策

局医事課長通知）及び「医業類似行為業に関する指導について」（平成 28 年２

月９日医政医発 0209 第２号厚生労働省医政局医事課長通知）において、周知・

指導をお願いしているところ。 

 

○ しかしながら、消費者庁が平成 29 年５月 26 日に報道発表した「法的な資格

制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」によると、法的な資格制

度がない医業類似行為等による施術で発生した事故の情報が多数寄せられてい

ると報告されており、このような事実は公衆衛生の観点から到底看過できない

ものであり、「医業類似行為に関する指導について」（平成 29 年７月 11 日医政

医発 0711 第１号厚生労働省医政局医事課長通知）によりその指導をお願いして

いるところ。 
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○ なお、これら違反行為への対策においては、消費生活センターが有する情報

を活用することにより有効かつ迅速な対応が可能となると考えられ、また、悪

質性が認められる場合などには警察と連携した取り締まりも必要となることか

ら、消費者庁了解の下、「医業類似行為業に関する指導について」（平成 28 年２

月９日医政医発 0209 第２号厚生労働省医政局医事課長通知）を発出しており、

保健所を含む衛生主管部局、消費生活センター及び警察との間の連携した指

導・取締体制の構築を図られたい。 

 

○ また、医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道

整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭

和 22 年法律第 217 号)第 12 条及び柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)第 15

条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復

師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないので、無免許で業とし

てこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律第 13 条の 7 及び柔道整復師法第 29 条の 1 により処罰

の対象になることを広く周知・啓発をお願いしたい。 

  参考：「医業類似行為に対する取扱いについて」（平成 3 年 6月 28 日付け医事第 58 号） 

 

（３）有資格者と無資格者の判別について 

○ 消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかど

うかを見分けることは困難であると指摘されている。 

 

○ 都道府県の自主的な無資格者対策として、法律に基づく届出がされた施術所

である証明書（施術所（開設）届出済証明書）を発行しているところがあるが、

各都道府県においては、これらの好事例を参考に、施術所届出済証明書等の発

行を積極的に進めていただくようお願いしたい。 

 

○ また、有資格者と無資格者を判別するため、平成 28 年より公益財団法人東洋

療法試験研修財団において、国家資格を保有することを示す「厚生労働大臣免

許保有証」を発行している。これに併せて平成 28 年 3 月にリーフレット等を送

付しており、引き続き、国民に対し周知をお願いしたい。 
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７ ． 医 師 等 の 国 家 試 験 に つ い て  

 
医 師 等 医 療 関 係 職 種 の 国 家 試 験 は 、 医 療 従 事 者 と し て 具 有

す べ き 知 識 及 び 技 能 を 問 う も の で あ る が 、 更 な る 質 の 向 上 を

図 る 観 点 か ら 、 適 宜 、 医 道 審 議 会 等 に お い て 試 験 制 度 の 改 善

を 図 っ て お り 、 ま た 、 国 家 試 験 の 実 施 に 際 し て は 、 災 害 等 へ

の 対 応 、 障 害 を 有 す る 受 験 者 に 対 す る 配 慮 等 、 試 験 の 適 切 な

運 営 に 努 め て い る と こ ろ で あ る 。  

平 成 31 年 の 国 家 試 験 は 、資 料（ Ⅱ ）医 事 課 の「 ３ ．平 成 31

年 医 政 局 所 管 国 家 試 験 実 施 計 画 」 の と お り 実 施 し て い る 。  

合 格 発 表 後 の 免 許 申 請 手 続 に つ い て は 、 引 き 続 き 適 切 な 対

応 を お 願 い す る 。  

特 に 、 保 健 師 免 許 及 び 助 産 師 免 許 に つ い て は 、 保 健 師 助 産

師 看 護 師 法 に お い て 、 保 健 師 国 家 試 験 又 は 助 産 師 国 家 試 験 の

み で な く 、 看 護 師 国 家 試 験 に 合 格 し て い る こ と が 免 許 交 付 の

条 件 と な っ て い る が 、 看 護 師 国 家 試 験 に 合 格 し て い な い 者 か

ら の 申 請 書 の 提 出 が 見 受 け ら れ る た め 、 各 都 道 府 県 に お か れ

て は 、 免 許 申 請 書 の 受 付 に 当 た り 、 看 護 師 国 家 試 験 の 合 格 の

確 認 を 徹 底 す る よ う 、 貴 管 下 保 健 所 に 対 し 、 指 導 を お 願 い す

る 。  
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８．医師、歯科医師等の行政処分等について  

（１）医療関係資格者の行政処分対象事案の把握等について  

医療関係資格者の行政処分対象事案の把握や処分対象者との調

整については、かねてより協力いただいているところであるが、都

道府県によって、行政処分に係る対象事案の把握や処分対象者への

連絡、判決書の入手等、その対応に差が見受けられる。  

特に、医師及び歯科医師は国民の健康の維持、向上のための極め

て重要な役割を担っているが、一部の医師及び歯科医師による医療

過誤や医師又は歯科医師としての品位に欠ける不正行為等により、

国民の医療に対する信頼を損なうことのないよう、医師法（昭和２

３年法律第２０１号）第７条第２項及び歯科医師法（昭和２３年法

律第２０２号）第７条第２項の規定に基づく免許の取消、業務停止

等の行政処分について、厳正に行うことが求められている。  

本行政処分の実施に当たっては、処分の要件となる医師法第４条

第３号及び歯科医師法第４条第３号の「罰金以上の刑に処された者」

の正確な把握が必要であり、過去には処分対象者との連絡が取れな

いことにより、行政処分を行うことができなかった事例もあった。 

処分対象者に対する連絡先等の把握方法については、各都道府県

により異なっているが、保健所や市町村に対する情報提供の依頼、

医師法に基づく医師届出票等を活用することにより勤務医療機関

を特定するなど、できる限りの状況把握に努めていただきたい。  

処分漏れ防止の観点だけでなく、国民の医療に対する信頼の確保

のために非常に重要な業務であるため、各都道府県においても、引

き続き、協力をお願いする。  

 

（２）医師等に対する行政処分等に係る意見又は弁明の聴取について  

医師等に対する行政処分等については、行政手続法（平成５年法

律第８８号）における不利益処分に該当するため、処分に先立って

意見又は弁明の聴取を行う必要がある。  

こちらは、かねてより協力いただいているところであるが、意見

聴取内容の充実等の観点から、今年度、意見の聴取等実施マニュア

ルを改正し、平成 30 年 10 月 26 日付で各都道府県あてに通知させ

ていただいているので、今後も、同マニュアルを参考としつつ、業

務の円滑な実施につき、引き続き協力をお願いする。  
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９．死因究明等の推進について 

〔死因究明等推進計画の策定について〕 

平成 24 年９月から「死因究明等の推進に関する法律」が施行さ

れ、死因究明・身元確認に係る基本理念等を定めるため、内閣府に

「死因究明等推進会議」が設置された。同会議の下の「死因究明等

推進計画検討会」で有識者等による検討が進められ、平成 26 年６

月に政府全体の計画として「死因究明等推進計画」が閣議決定され

た。 

本計画では、「法医学に関する知見を活用して死因究明を行う専

門的な機関の全国的な整備」など、８つの「重点施策」を定め、関

係府省庁が連携して具体的な施策を進めることにより、死因究明等

の推進を図ることとしている。また、地方公共団体に対しては、地

方の状況に応じた施策の検討を目的とした、関係機関・団体等（知

事部局、都道府県警察、都道府県医師会、都道府県歯科医師会、大

学等）が協議する場（以下「死因究明等推進協議会」という。）の設

置・活用を求めており、現時点で３３の都道府県で設置されている。 

なお、平成 30 年度において、予定している取組は以下のとおり

であるので、各都道府県において、積極的な事業の活用及び協力を

お願いしたい。 

 

１  死因究明等推進協議会の設置・活用について 

死因究明等推進計画（平成 26 年６月閣議決定）の策定により、

死因究明等が、政府及び地方公共団体を始め社会全体が追求してい

くべき重要な公益性を持つものとして位置付けられた。死因究明等

推進協議会は、地方の状況に応じた施策を検討していくための組織

として設置が求められている。 

死因究明等推進協議会の設置状況について、平成 30 年２月末時

点で 29 都道府県において設置されており、その他の府県において

も設置に向けて検討頂いていると承知しているところ、平成 30 年

２月 16 日付け、内閣府と厚生労働省の連名で死因究明等推進協議

会の設置等について改めて協力をお願いしている。 

内閣府においては、各都道府県の知事・副知事・担当部局や大学

等の関係機関を訪問して、関係する情報の提供など死因究明等協議

会の設置のための支援を行っているほか、地域の関係機関との調整

において必要があれば、内閣府からも、全国組織・中央組織を通じ
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た働きかけなどを行っていく。 

死因究明等推進協議会で検討する事項は、都道府県ごとに実情に

合わせて検討されるものであるが、例として、「人材育成及び資質

向上」、「検案、解剖等の実施体制の充実」、「死因究明により得られ

た情報の活用」、「遺族等に対する説明の促進」などの議題が考えら

れる。死因究明等推進協議会の場を活用して、これらの議題につい

て、関係機関との情報交換、実態の把握、課題や問題点の共有、対

応策についての検討等が行われることを期待している。 

国としては、日本医師会等の関係団体と連携しつつ、関係府省庁

で取組を進めているが、厚生労働省においては、異状死死因究明支

援事業や検案に際して必要な検査・解剖を明らかにするための研究

（厚生労働科学研究「高齢化社会における死因究明の在り方等に関

する研究」）の実施など様々な支援を行っている。 

 

２  異状死死因究明支援事業について 

「異状死死因究明支援事業」においては、死因究明に関する効果

等を検証するため、異状死に係る死因究明のための取組みを行って

いる都道府県に対し、解剖や死亡時画像診断に係る経費について財

政支援を行っており、平成 29 年度は 32 都道府県が当事業を実施し

ている。 

平成 25 年４月から「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調

査等に関する法律」が施行され、警察署長の判断により死因・身元

の調査が行われており、都道府県警察と一層連携する必要がある。 

平成 27 年度から本事業において、「死因究明等推進計画」に基づ

き、地方自治体において、死因究明等推進協議会を設置する際の経

費（旅費、謝金、会議費等）を対象としており、積極的な活用をお

願いしたい。 

平成 27 年度から、「異状死死因究明支援事業等に関する検証事業」

として、異状死死因究明支援事業を通じて得られた解剖等の事例に

係る検証を行っている。平成 30 年度からは、新たな解剖・死亡時

画像診断事例の登録システムの開発に着手するとともに、人口動態

調査で得られたデータを地理情報システム（ＧIＳ）の技術を用い

て分析すること等を通じて検証を進める予定である。また、平成 30

年度は、１２月に「医師による死因等確定・変更報告」に関する医

政局長通知を発出した。これは、医師が解剖をはじめとした諸検査
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の結果等により死因等を確定又は変更した場合に、厚生労働省の統

計部局にその旨を報告するものであり、より精緻な分析が可能にな

ることが期待されている。 

都道府県においては、異状死死因究明支援事業で実施した解剖等

に関する情報提供に引き続き協力をお願いしたい。 

  

３  小児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業 

死因究明等推進計画における重点施策の中で「死亡時画像診断の

活用」が位置付けられている。 

平成 26 年度から、日本医師会への委託事業として、死亡時画像

診断の有用性や有効に行うための条件等を検証するため、小児死亡

例に対する Ai の情報を収集・分析するモデル事業を実施している

（平成 26 年９月から、日本医師会で登録を開始）。 

本モデル事業の結果は、死亡時画像診断に関する研修内容に反映

され、今後、日本医師会で死亡時画像診断全体の在り方を含めたマ

ニュアルを作成していくためにも必要な事業であることから、各都

道府県における大学病院や拠点的な医療機関等に対して、当モデル

事業への参加の働きかけをお願いしたい。 

また、「異状死死因究明支援事業」では、解剖だけではなく死亡時

画像診断に関する費用も対象となっていることから、当事業を積極

的に活用して頂きたい。 

 

４  検案体制の充実 

  「死因究明等推進計画」においては、検案する医師の質の向上を

始めとした死因究明等に係る人材の育成及び資質の向上が求めら

れている。 

平成 26 年度から、日本医師会に委託して「死体検案講習会費」

の充実（平成 29 年度は、東京都、福岡県で開催。座学３日間及び

現場実習１日の内容）を図っている。 

平成 29 年度の研修スケジュールは確定次第、情報提供するので、

各都道府県においては、検案に携わる医師の充実及び技術向上に努

めていくため、各都道府県医師会と連携し、各都道府県における大

学病院や拠点的な医療機関等を通じて、当講習会に参加できるよう

周知をお願いしたい。 
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平成 30 年度から「死体検案医を対象とした死体検案相談事業」

を開始する予定である。現在、監察医制度のない地域では、法医学

の経験の少ない臨床医が地域の死体検案を担っていることが多い。

本事業は、これらの医師が、死因や死後経過時間の判定が難しい事

例について、電話等を用いて法医学の専門家に相談できる体制を整

備し、死体検案の質の向上を目指すものである。平成 30 年度は日

本医師会に委託して行うこととなっており、２月中を目途に開始す

る予定と聞いている。詳細が決まり次第、周知をお願いしたい。 

 

５  歯科情報の標準化の普及について 

  平成 25 年度から、歯科診療情報を用いて大規模災害時の身元確

認を効率的に行うことができるよう、「歯科診療情報の標準化に関

する実証事業」を実施し、平成 28 年度までにレセプトコンピュー

タまたは電子カルテにおける歯科情報の保存形式や格納様式を統

一化するための「口腔診査情報標準コード仕様」を策定した。 

平成 29 年度からは、後継事業の「歯科情報の利活用及び標準化

普及事業」により、当該コード仕様を用いたレセプトコンピュータ

等からの歯科情報の出力を検証し、現在、当該コード仕様の厚生労

働省標準規格取得を進めているところである。 

大規模災害時の身元確認に実際に使用できるようにするために

は、当該コード仕様が組み込まれたレセプトコンピュータ等が各地

域で広く使用されることが必要であることから、今後は、関係者へ

の周知を図っていく予定である。 
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１０．実践的手術手技向上研修について 

近年、医療安全への社会的な関心が高まり、手術手技の修練も患

者で行う前に、執刀医の執刀を補助するなど臨床経験を積んだ上で、

さらに模型や動物等を使用して十分な練習を行うことが求められて

いる。しかし、より先進的で高度な手術手技は臨床で経験する機会

が少なく、複雑な解剖学的構造を有する部位の手術のトレーニング

は人体との解剖学的差異から模型や動物等を用いることが難しい場

合もある。 

このため、海外で幅広く行われている遺体を使用した手術手技向

上のための研修（サージカルトレーニング）を我が国においても実

施し、広く普及させることにより、医療技術や医療安全の向上を図

ることを目的として、平成２４年度から研修実施経費の財政的支援

を行ってきたところである。 

しかしながら、サージカルトレーニングには高額な設備投資が必

要であり、その観点から実施が難しいといわれており、研修機関に

は地域偏在が存在している。 

この状況を踏まえ、平成 30 年度から、医師の研修体制の地域偏在

を解消し、全国的な医師の手術技能向上を図るため、サージカルト

レーニングを実施する機関に対して、当研修に必要な設備整備に要

する費用の一部を支援しており、来年度の引き続き当事業を実施す

るので、各都道府県におかれては積極的な活用及び協力をお願いし

たい。 
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歯科保健課 
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１． 歯科保健施策について  

厚生労働省では、平成元年から80歳になっても自分の歯を20本以上保つこと

を目標した８０２０（ハチマル・ニイマル）運動を推進しており、その成果とし

て８０２０ 達成者の増加や学童期のむし歯有病者率の減少など、国民の歯及び

口腔の健康状態が改善されてきているところである。 

また、歯・口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ

重要な役割を果たしていることから、平成23年８月には「歯科口腔保健の推進に

関する法律」（以下、「歯科口腔保健法」とする。）が公布・施行され、この法

律に基づき、ライフステージごとの特性を踏まえつつ、生涯を通じた切れ目のな

い歯科口腔保健施策の展開を進めている。 

 

① 歯科口腔保健推進室 

厚生労働省では、平成23年に医政局長の伺い定めにより歯科口腔保健推進

室を設置し、平成27年度には訓令室での設置、平成30年度には省令室として

設置され、歯科口腔保健推進室を発展的に改組しているところ。歯科口腔保

健推進室では、歯科口腔保健法に規定されている歯科疾患の予防等による口

腔の健康を保持するため、関連施策について関係部局と部局横断的な連携を

図っている。 

また、これまで、各都道府県に対し、口腔保健支援センターの設置状況等

を把握するため「歯科口腔保健に関する調査」についてご協力をお願いして

いるところであるが、来年度においても同様の調査を実施予定としており、

引き続き調査へのご協力をお願いする。 

なお、歯科口腔保健関連情報については厚生労働省のウェブサイトも参照

されたい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/s

hikakoukuuhoken/index.html 

 

②歯科口腔保健の推進に関する主な事業 

８０２０運動・口腔保健推進事業は、平成27年度から８０２０運動推進特

別事業と口腔保健推進事業を統合し、地域の実情に応じた総合的な歯科保健

医療施策を進めるため、口腔保健支援センター設置推進事業、歯科疾患予防

事業、歯科保健医療サービスの提供が困難な障害者・高齢者等への対応に係

る事業等の財政支援を行うこととしているもの。 

また、平成30年度から歯科口腔機能管理等研修事業として、歯科医療機関

の歯科専門職による医療・介護関係職種を対象とした基本的な口腔ケア等の研

修を行い、医療機関等での口腔機能管理の実践を推進するために実施してい
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る。 

各都道府県におかれては、こういった事業を通じ、歯科口腔保健施策の推

進に努められたい。 

 

  ③歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の中間評価 

歯科口腔保健法に基づき、平成24年７月には国及び地方公共団体の施策を

総合的に推進するための方針、目標等を示した「歯科口腔保健の推進に関す

る基本的事項」（以下、「基本的事項」とする。）を策定した。 

基本的事項では、目標を達成するための計画及び諸活動の成果について昨

年９月に中間評価報告書のとりまとめが行われたところである。この中間評

価を受け、その後の歯科口腔保健の推進にかかる施策に反映していくことと

している。また、中間評価において、歯科疾患の地域格差や社会経済的な要

因による健康格差も指摘されており、健康格差の縮小を目指し、各都道府県

においても取組の更なる推進が求められる。 

なお、中間評価に係る議論は、健康日本２１（第二次）の中間評価等と緊

密な連携を図りながら行われることから、各都道府県における健康増進計画

及び歯科保健計画等の見直しにあたっては、国における方針、目標・計画等

の議論をご参考いただきたい。 

 

   ④歯科口腔保健の推進に関する検討状況 

    基本的事項の中間評価を踏まえ、今後のう蝕対策を検討するため、昨年９月

に歯科口腔保健の推進に係るう蝕対策ワーキンググループを設置し、議論を進

めているところである。 

    本ワーキンググループにおいて、各自治体のう蝕対策を含めた歯科疾患の予

防に関する事業の把握等が必要であるとの指摘を踏まえ、「歯科疾患予防事業

等調査」を実施予定としており、協力をお願いする。 

    また、今後、全身の健康にもつながる歯周病対策を検討するため、ワーキン

ググループを設置するなど、検討を進める予定としている。 

 

⑤歯科保健推進活動 

国民に向けた歯科口腔保健の普及啓発のため、歯と口の健康週間（毎年６

月４日～10日）や全国歯科保健大会（第40回大会は福島県において2019年11

月２日（土）に開催予定）等を実施し、各地域における歯科保健事業の積極

的な推進を図る。 
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 「歯科口腔保健の推進に関する法律」（平成23年公布・施行）に基づき、口腔の健康の保持・増進が、健康で質の高い生活を営
む上で基礎的かつ重要な役割を果たしていることから、ライフステージごとの特性を踏まえつつ、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保
健施策を展開する。また、歯科口腔保健施策の展開にあたり、関連施策について関係部局との横断的な連携を図りながら遂行してい
くため、「歯科口腔保健推進室」が設置されている。（平成30年７月に省令室に昇格）

 「歯科保健医療ビジョン」において提言された①地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関等の役割、②あるべき歯科医師像とかか
りつけ歯科医の機能・役割、③具体的な医科歯科連携方策と歯科疾患予防策、を踏まえた歯科医療提供体制が適切に確保される
ことが求められている。

 「経済財政運営と改革の基本方針2018」では 、国民に対する歯科口腔保健の充実や医科歯科連携の構築、かかりつけ歯科医の
普及等が盛り込まれている。

 「経済政策の中間整理」（平成30年11月26日 未来投資会議）において、「現在10歳刻みで行われてる歯科健診の機会の拡
大、保健指導の充実とともに、歯科受診が必要な者の歯科医療機関へ受診を促すなどの方策を検討する」旨が記載されている。

①８０２０運動・口腔保健推進事業 402,806千円（ 403,349千円）

・８０２０運動推進特別事業:歯科口腔保健の推進に係る住民サービスを担う人材に対する研修等の実施
・口腔保健支援センター設置推進事業:口腔保健支援センターの設置増加による、各地方公共団体の歯科保健事業の更なる充実
・口腔保健の推進に資するために必要となる事業:障害者等の歯科医療提供困難者への歯科保健医療サービスの充実 等
・住民（国民）対話・地方公共団体との意見交換:住民（国民）の声を聞き、施策に反映・歯科保健医療に関する知識の普及啓発 等

②歯科健康診査推進等事業 207,818千円（ 207,819千円）

・歯科健康診査推進事業:①効果的な健診方法 ②医療費との関連性 に係る内容の調査・検証等
・検査方法等実証事業:口腔機能低下の予防に資するスクリーニング方法等の開発検証等

③歯科医療機関による歯科口腔機能管理等研修事業 34,203千円（ 56,880千円）

・医科病院や介護保険施設等の従事者を対象とした歯科医療機関による口腔機能管理等の研修の実施

④口腔保健に関する予防強化推進モデル事業 65,835千円（新規）

・自治体等において効果的・効率的で普及・定着させることができる一次予防施策等のコミュニティモデルの提案等（①う蝕対策②歯周病対策③口腔機能低下等の対策）

⑤歯科医療提供体制推進等事業 15,131千円（新規）

・「歯科保健医療ビジョン」において提言された歯科保健医療提供体制を構築するため、自治体等における効果的な事業の収集・評価を行い、好事例を全国に展開

歯科保健医療の充実・強化

歯科口腔保健・歯科医療提供体制の推進
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２．歯科医療施策について  

（１）歯科医師の資質向上等に関する検討会について 

近年、急速に少子高齢化が進む中で疾病構造や患者像が変化し、国民が求め

る歯科医療は大きく変化していることを踏まえ、平成27年１月16日から「歯科

医師の資質向上等に関する検討会」を開催し、歯科医師の資質向上等に関する

事項について議論を行った。 

平成29年12月25日の中間報告において、「歯科保健医療ビジョン」として、

高齢化の進展や歯科保健医療の需要の変化を踏まえた、これからの歯科保健医

療の提供体制の目指すべき姿について、歯科医療従事者、医師等を含めた医療

従事者、そして国民全体に向けて発信している。 

 

（２）地域医療介護総合確保基金について 

平成26年６月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県に

設置した地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の機能分化・連携に必要

な基盤整備、在宅医療の推進、医療従事者等の確保・養成に必要な事業を支

援している。歯科保健医療に関する事業についても、地域の実情に応じて実

施されたい。  

＜事業例（歯科保健医療関係）＞ 

１）病床の機能分化・連携 

・ 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保

健医療の推進 

２）在宅医療(歯科・薬局を含む)の推進 

・ 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備 

・ 在宅歯科医療連携室と在宅医療連携拠点や地域包括支援センター等

との連携の推進など 

３）医療従事者等の確保・養成 

・在宅歯科医療を実施するための人材の確保支援 

・医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施 など 

 

（３）へき地等歯科保健医療対策について 

へき地等における歯科保健医療対策として推進している歯科巡回診療車の

運営、離島の歯科診療班の運営に対する助成については、平成31年度におい

ても引き続き実施することとしているので適宜活用されたい。 

     

（４）歯科医療機関における院内感染対策について 

平成29年5月、厚生労働科学研究「歯科ユニット給水システム純水化装置の
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開発に関する研究 平成28年度総括研究報告書」において公表された、使用済

みハンドピースの扱いについて、「患者毎に交換、滅菌している」と回答した

割合が52％であったことを受け、「歯科医療機関における院内感染対策の周知

について（依頼）」（平成29年９月４日付け医政歯発0904第２号厚生労働省医政

局歯科保健課長通知）を発出し、院内感染対策の重要性、特に歯科用ハンドピ

ース等における滅菌処理について、添付文書で指定された使用方法等を遵守す

るように改めて啓発を図ってきたところである。管下歯科医療機関に対し引き

続き周知徹底をお願いしたい。 

(参考１)  

歯科医療機関における院内感染対策の周知について（依頼） 

（平成29年９月４日付け医政歯発0904 第２号厚生労働省医政局歯科保健課長通

知） 

 

（５）歯科技工所等について 

１）歯科技工所の届け出等について 

歯科技工所については、同法第21条の規定により、開設後10日以内に都道府

県知事等に届け出ることとされており、これらに関して徹底をお願いしたい。

今般、「無届の歯科技工所における歯科技工の防止について（平成29年9月7日

付け医政発0907第7号厚生労働省医政局長通知）」において、「開設の届出がな

された歯科技工所には管理番号を付与する等」の具体的な方策も示しているの

で、参考にされたい。 

２）衛生行政報告例について 

また、平成26年及び平成28年衛生行政報告例において公表された歯科技工所

数の計上方法等に誤りのある事例が確認されているので、平成30年衛生行政報

告例においては、計上方法に留意していただきたい。 

衛生行政報告例の「記入要領及び審査要領」に記載しているとおり、歯科技

工士法第２条第３項に規定する歯科技工所の年末現在の数を、同法第21条の規

定による届出に基づいて計上すること、政令市又は特別区のある都道府県にあ

っては、政令市又は特別区分を含めて計上することとされている。 

(参考２)  

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について 

（平成29年９月７日付け医政発0907第7号厚生労働省医政局長通知） 

 (参考３)  

平成26年衛生行政報告例における歯科技工所数の報告の誤りについて 

（平成27年12月28日付け厚生労働省医政局歯科保健課事務連絡） 

(参考４) 

- 315-



衛生行政報告例における歯科技工所数の報告について 

（平成30年10月17日付け厚生労働省医政局歯科保健課事務連絡） 
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１．看護職員確保対策について 

 

（１）看護職員確保のための取組について 

 

今後、少子化が進む中で必要な看護職員数を確保していくためには、看護職員を含む医療従事

者の勤務環境改善の推進による離職防止・定着促進のみならず、約７１万人と推計される潜在看

護師等を含めた看護師等免許保持者の復職支援・就業促進を着実に実施することが重要である。 

 

平成２６年の看護師等人材確保法改正に基づき、平成２７年１０月１日より、看護師等免許保

持者のナースセンターへの届出制度が施行され、ナースセンターによる復職支援機能の強化を図

ることとなっているが、各都道府県においては、引き続き以下の事項をお願いする。 

 

① 届出制度の周知・広報 

ア 届出制度については、離職者が多いと考えられる年度末の前に、都道府県ナースセンターな

ど関係機関・団体との協議・連携を行い、届出制度の重点的な周知・広報を行うこと。なお、

国においても、３月１１日から１７日にかけて検索サイトであるヤフーのバナー広告掲載、３

月３１日に放送予定のＢＳ－ＴＢＳの政府広報番組「徳光＆木佐の知りたいニッポン！」の「霞

が関からお知らせします」において周知を図るほか、病院等の管理者向けに代行届に係るチラ

シを厚生労働省ホームページで公表している。 

イ 年度末の前の時期にとどまらず、就業前から届出制度について理解を深めていただくため、

看護師等学校養成所に対して周知・広報を行うなど、都道府県ナースセンター等と連携して、

今後も継続的に届出制度の周知・広報を行うこと。 

 

② ナースセンターの機能強化 

ア 各都道府県のナースセンターが、看護師等免許保持者からの届出情報を活用して、離職後も

一定のつながりを確保し、本人の意向やライフサイクル等を踏まえて適切なタイミングで積極

的にアプローチし、復職研修や無料職業紹介など必要な支援を行うことについて、都道府県ナ

ースセンターの取組状況（復職支援の実績を含む）を把握・評価し、必要に応じて支援するこ

と。 

イ ナースセンターの機能強化を実効あるものとするため、地域の医療関係団体等が参画して、

ナースセンターにおいて看護職員確保対策や事業運営について協議する場（運営協議会等）を

開催（複数回開催が適当）し、有効に活用することができるよう支援すること。 

ウ ナースセンターによる復職支援に当たっては、看護師等免許保持者の届出情報のみならず、

地域の医療機関からの求人情報の獲得も大変重要である。また、これらの情報をもとに求職者

と求人施設の迅速かつ適切なマッチングを行うことも重要である。これらを円滑に実施する観

点から、ナースセンター・ハローワーク連携事業の実施や、看護職員を含む医療従事者の勤務

環境改善による定着促進を担う各都道府県の医療勤務環境改善支援センターとの連携を推進

すること。 

エ 地域医療介護総合確保基金等を活用して、都道府県ナースセンターに係る予算を含む看護職

員確保対策に係る予算の確保に努めていただきたいこと。 

オ ２０１９年度から中央ナースセンターにおいてキャリア形成のコンサルテーション等に係

る資質向上や訪問看護等へのマッチング強化を図るための都道府県ナースセンター相談員に

対する研修を実施予定であることから、当該研修の受講を促進すること。 
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（２）看護職員需給推計について 

 

看護職員需給推計については、平成２７年６月３０日に閣議決定された「経済財政運営と改革

の基本方針２０１５」において、「人口構造の変化や地域の実情に応じた医療提供体制の構築に

資するよう、地域医療構想との整合性の確保や地域間偏在等の是正などの観点を踏まえた医師・

看護職員等の需給について、検討する」とされたことを受け、従来の積み上げ方式ではなく、医

師の需給推計方法との整合性を図りつつ、将来の医療需要を踏まえた推計方法を検討することと

なった。平成２８年３月に看護職員需給分科会を設置し、議論を重ね、看護職員の需給推計方法

について本年１月に取りまとめたところである。 

需給推計は、国はもとより、地域の医療提供体制の確保を担う都道府県においても、今後の看

護政策を推進する上で重要な基礎資料になるものである。 

都道府県におかれては、当該推計方法に基づき、本年７月末までに策定をお願いする。 
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都道府県ナースセンターによる看護職員の復職支援を強化するため、看護師等人材確保促進法を改正（平成２７年１０月１日施行）

○看護師等免許保持者による届出制度の創設 － 看護職員が病院等を離職した際などに、連絡先等を都道府県ナースセンターへ届け出る（努力義務）

○ナースセンターの機能強化 － 復職に関する情報提供など「求職者」になる前の段階から総合的な支援、就職あっせんと復職研修の一体的実施などニーズに合った

きめ細やかな対応
－ 事業運営について地域の医療関係団体が協議、ハローワーク等と密接な連携、支所等の整備による復職支援体制の強化

都道府県ナースセンター

ナースセンターによる看護職員の復職支援の強化

ニーズに応じた
復職支援

医療機関等に勤務する
看護師等

離職

届出情報に基づき、離職後も一定のつながりを確保し、
本人の意向やライフサイクル等を踏まえて、
積極的にアプローチして支援

【支援の例】
・復職意向の定期的な確認
・医療機関の求人情報の提供
・復職体験談等のメールマガジン
・復職研修の開催案内
・｢看護の日｣等のイベント情報
・その他復職に向けての情報提供 復職

届出データベース
「とどけるん」

助言等 連携
離職中の看護師等

・子育て中
・求職中
・免許取得後、直ちに就業
しない
・定年退職後 など

支援体制
強化

より身近な地域での復
職支援体制を強化（支
所等の整備）

ハローワークや医療勤
務環境改善支援セン
ター等と密接に連携

都道府県看護協会が
医師会、病院団体等と
ナースセンターの事業
運営について協議

※代行届出も可

離職時の届出

○看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）は、病院等を離職した場合などにおいて、住所、氏
名などの情報を都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならない。

①病院等を離職するなど以下の場合
■病院等を離職した場合 ※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所をいう。

■保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
■免許取得後、直ちに就業しない場合
■平成２７年１０月１日において、現に業務に従事していない看護師等

②既に届け出た事項に変更が生じた場合

１ 届け出るタイミング

■氏名、生年月日及び住所
■電話番号、メールアドレスその他の連絡先に係る情報
■保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日
■就業に関する状況

２ 届け出る事項

■届出は、インターネット経由でナースセンターに届出する方法を原則とする。
https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/（看護師等の届出サイト「とどけるん」）

３ 届け出る方法

①以下の者は、上記の届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めなければならない。
■病院等の開設者 ※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所をいう。

■保健師、助産師、看護師、准看護師の学校及び養成所の設置者

②「支援」とは、看護職員に対して届出を行うよう促す、看護職員に代わって一括して届出を行う、学校・養成所においては
キャリア教育の一環として届出制度について学生を教育する 等

■看護師等人材確保法に基づく看護師等免許保持者の届出（平成27年10月1日施行）

４ 関係者による届出の支援
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看護師等免許保持者の届出制度による届出の状況
届出者の就業状況

（人）

届出者の年齢分布

届出者数

3年4ヶ月計87,775人

平成31年1月末現在
※届出制度は平成27年10月1日施行

（人）

離職届出者のうちの就職者数 8,000人
中央ナースセンター調べ

27,446 

4,090 

22,777 

23,189 

1,342 

3,129 

5,802 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

看護師等として就業中等

看護師等以外として就業中等

就業していない

就業していないが求職中

学生

その他

未選択

復職支援対象者 45,966人

11 
20,910 

26,804 
19,575 

11,502 
8,144 

661 
50 
10 
108 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
90代
不明

3,144

2,486
2,756

2,440
2,475

3,579

5,222

2,763

2,125
1,928

1,708
1,674

1,637
1,280

1,143

2,029
2,114

3,337

4,660

2,522

2,076
1,756

1,767
1,580

1,552

1,210
1,248

1,694
1,623

3,027

4,666

2,336

1,784
1,911

1,623
1,387

1,401

1,094
1,253

1,765

0
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4,000

5,000
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平
成

27
年

10
月

11
月
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月
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成

28
年
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成

30
年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

平
成

31
年

1月

看護職員の復職支援に向けた取組状況

３ ナースセンターによる届出者への支援
○中央ナースセンターによる支援
・平成28年1月～ 復職支援や生活情報に関する情報発信を開始
○都道府県ナースセンターによる支援（都道府県による支援の一例）
・看護師等の届出サイト「とどけるん」トップに復職研修等の情報を掲載

・届出者のうち希望者に対し、定期的に求人情報や合同就職説明会等の情報をメール
配信（月２～３回）
・届出翌月より、就業希望のある者に対し、定期的に電話連絡
・ナースセンターについて詳しく説明を受けたいと希望する者に対し、電話連絡

１ 届出制度等の周知・広報
○平成27年10月1日に改正法が施行。関係者が一体となって集中的に周知・広報を実施。
…新聞広告、医療・看護系雑誌への寄稿・記事掲載、ポスター・リーフレットの配布、SNSに
よる情報提供、関係学会等での講演など

○都道府県では、テレビCM、ラジオ番組、住民向け広報誌、交通広告、ラッピングバス、フリー
ペーパー等による周知・広報を計画・実施

○ナースセンターにおいて看護職員確保対策や事業運営について、地域の医療関係者が協
議

⇒離職者が多いと考えられる年度末の前に重点的に届出制度等を周知・広報
するなど、関係者による継続的な周知・広報を実施

２ ナースセンターの機能強化・連携強化（都道府県による取組の一例）
○ナースセンターの職員数増員、支所増設、利用時の保育サービス実施等により、地域に密
着したサービスを提供

○支援対象の求職者及び求人に関する情報の共有、巡回相談などナースセンター・ハロー
ワーク連携事業の実施
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ナースセンターとハローワークの連携により、看護師等（看護師、准看護師、保健師、助産師）への就業を希望す
る者と地域の医療機関等とのマッチングの強化を実施。

【主な事業内容】
① 支援対象の求職者及び求人に関する情報の共有
② ハローワークのスペースを活用したナースセンターによる巡回相談の実施
③ 両者の緊密な連携による、支援対象の医療機関等を対象とした求人充足支援

ナースセンター・ハローワーク連携事業の概要
事業目的及び事業内容

①支援対象の求職者及び
求人に関する情報の共有

②巡回相談

出張
医療機関等の
ニーズの把握

↓
求人として具体化

・ナース経験者による専門的な
見地に立った職業相談
・病院の詳細情報や最新の医療
技術に関する知識等の提供

③求人充足支援

管理選考、
面接会等の開催

◆30年度の改正ポイント◆
・巡回相談に加え、ケース会議や面接会等の開催及び周知広報の相互協力についても、都道府県労働局職業安定部
と協議のうえ、人材確保対策コーナーを設置していないハローワークでも実施可能。

（平成２９年３月現在 全都道府県においてセンター設置済み）

医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法（平成26年10月1日施行）に基づき、

医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み（勤務環境改善マネジ

メントシステム）を創設。医療機関の自主的な取組を支援するガイドラインを国で策定。

医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制（医療勤務環境改善支援センター）を各都道府県で

整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。

医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組（現状分析、改善計画の策定等）を促進。

勤務環境改善に取り組む医療機関

取組の実施

更なる改善

定期的な評価

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

Plan

Do

Check

Act

勤務環境改善マネジメントシステム

院内で、院長、
各部門責任者
やスタッフが
集まり協議

計画策定

ガイドラインを参考に
改善計画を策定

現状の分析

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針（厚労省告示）
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（厚労省研究班）
「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例

多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など

「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など

マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等

医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）と
医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が
連携して医療機関を支援
センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体
（都道府県、都道府県労働局、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業
経営コンサルタント協会等）が連携して医療機関を支援

課題の抽出

改善計画の策定

医療従事者の勤務環境改善の促進
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○ ４７都道府県で設置済み（平成３０年度の設置形態は以下の通り）

・直 営 ：２４ 青森県、岩手県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、

（一部委託含む） 東京都、神奈川県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、

静岡県、兵庫県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

福岡県、長崎県、大分県

・委 託 ：２３ 県医師会：宮城県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、福井県、

三重県、鳥取県、岡山県、佐賀県、熊本県、宮崎県、

沖縄県

県病院協会：滋賀県、奈良県、和歌山県

私立病院協会：京都府、大阪府

日本医業経営コンサルタント協会：愛媛県、鹿児島県

北海道総合研究調査会：北海道

県労災指定医協会：愛知県

県医療再生機構：高知県

各都道府県における医療勤務環境改善支援センターの設置状況

１．目的

○ 地域医療構想との整合性の確保や地域間偏在等の是正などの観点を踏まえた医療従事者の需給の検討が必
要であることを踏まえ、医師・看護職員等の医療従事者の需給を見通し、医療従事者の確保策、地域偏在対策等
について検討するため、平成２７年１２月より「医療従事者の需給に関する検討会」を開催。
○ 同検討会に「看護職員需給分科会」を設け、看護職員の需給推計、確保対策等について検討。

２．検討事項
看護職員の需給推計、看護職員確保対策等

３．構成員（◎は座長、○は座長代理）
池西 静江 日本看護学校協議会会長
伊藤 彰久 日本労働組合総連合会 総合政策局

生活福祉局長
大崎 和子 社会医療法人きつこう会多根総合病院看護部長
太田 秀樹 全国在宅療養支援診療所連絡会事務局長
太田 圭洋 日本医療法人協会副会長

◎尾形 裕也 九州大学名誉教授
鎌田 久美子 日本看護協会常任理事
釜萢 敏 日本医師会常任理事
小林 美亜 千葉大学医学部附属病院 医療の質向上本部

地域医療連携部 医療安全管理部
特命病院教授

※構成員は平成３０年７月時点

４．スケジュール

○ 平成２８年３月２８日（第１回）、６月１０日（第２回）に、分科会を開催
○ 平成３０年９月より分科会を再開。平成３０年９月２７日（第３回）、平成３０年１０月２９日（第４回）、
平成３１年１月１７日（第５回）、平成３１年１月３１日（第６回）

島崎 謙治 政策研究大学院大学教授
平良 孝美 沖縄県立南部医療センター・

こども医療センター副院長
高砂 裕子 全国訪問看護事業協会常務理事
竹中 賢治 全国自治体病院協議会副会長
鶴田 憲一 全国衛生部長会会長
内藤 誠二 医療法人社団温光会 内藤病院理事長 院長
春山 早苗 自治医科大学看護学部学部長
平川 博之 全国老人保健施設協会副会長
○伏見 清秀 東京医科歯科大学医歯学総合研究科教授
本田 麻由美 読売新聞東京本社編集局生活部次長
森本 一美 公益社団法人日本看護協会看護研修学校校長
山口 育子 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長

医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会
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２．特定行為に係る看護師の研修制度について 

 

（１）指定研修機関及び研修修了者の現状と制度の推進について 
医療介護総合確保推進法において、保健師助産師看護師法（昭和２３ 年

法律第２０３号）の一部が改正され、平成２７年１０月より特定行為に係

る看護師の研修制度が施行されたところである。 
２０２５年に向けて、在宅医療等を支えられるだけの研修修了者数は、

粗い計算でも看護師数の全体の１割程度（１０万人程度）は必要と考えて

いる。これらの看護師を確保するためには、指定研修機関の整備が重要で

あると考えている。特定行為研修を行う指定研修機関は、これまでに８７

箇所（３６都道府県）が厚生労働大臣により指定されており、研修修了者

は 1,205 人（平成３０年９月末）となっている。 
特定行為研修制度の推進に向け、平成３０年１２月に、医道審議会保健

師助産師看護師分科会看護師特定行為研修部会において、一部の領域で実

施頻度の高い特定行為をパッケージ化し研修することを可能とする意見

の提案がなされた。本提案を受け、現在、厚労省において必要な手続を進

めているところである。研修のパッケージ化を可能とすることで、研修時

間の短縮や研修修了者のより効果的な役割の発揮が期待される。 
また、制度の認知度の向上に向け、医療関係者に対する理解促進のため

のシンポジウムの開催や、リーフレットの配布により周知を図っている。 
平成３１年度も引き続き制度の普及を進めるとともに、研修のパッケー

ジ化を可能とするために必要となる省令の改正等を進めていく予定であ

る。 
 

 （２）平成３１年度予算案における主な特定行為研修制度関連事業について 
厚生労働省では、指定研修機関の設置準備や運営に必要な経費に対する

支援等に必要経費等を補助している。平成３１年度予算案でも平成３０年

度と同様に指定研修機関への支援のための予算を計上している。 
また、各研修機関で効果的な指導ができるよう、指導者育成等事業の中

で指導者講習会の開催に必要な経費を計上しており、平成３０年度は、指

導者講習会を複数の団体に委託し、開催地を拡大した。平成３１年度も、

複数の都道府県での開催を予定しており、周知等についてご支援をお願い

したい。また、委託事業者による本講習会を自都道府県にて開催したい場

合は、是非ご相談いただきたい。 
 
（３）地域医療介護総合確保基金の活用等について 

在宅医療等において質の高い医療を提供していくため、都道府県におい

ても、地域の関係者とともに、特定行為研修を修了した看護師の確保等に

係る課題・対策等を検討し、特定行為研修を修了した看護師の確保・活用

のための支援を行っていくことが重要であると考えている。 
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平成２９年度の医療計画作成指針に、指定研修機関及び受講者の確保に

係る計画の策定を行うようお示し、約９割の都道府県で特定行為研修制度

に係る計画を記載いただいた。平成３０年度は、特定行為に係る都道府県

担当者会議を初めて開催し、本制度の推進に積極的に取り組んでいただい

ている県からの事例報告や各都道府県の取組状況についての情報交換等

を行った。来年度も、都道府県での制度推進に向けた施策の実施に資する

よう、同様の会議を予定しているため、ご参加いただけるようお願いする。 
また、都道府県において、特定行為研修制度の推進のために、地域医療

介護総合確保基金を活用することが可能である。平成３０年度は、地域医

療介護総合確保基金を活用した事業として、３４都道府県で受講料の費用

を支援するなどの事業を計画されている。 
地域での特定行為研修制度の円滑な推進のため、引き続き、貴管内の学

校、医療機関、関係団体等へ特定行為研修制度について周知いただくとと

もに、看護師が特定行為研修を地域で受講できるよう研修体制の整備に向

け具体的かつ計画的に取り組んでいただき、今後とも特定行為研修の推進

をお願いしたい。 
 

- 325-



２．特定行為の流れ

特定行為に係る看護師の研修制度の概要
１．目的

○2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医
師の判断を待たずに、手順書により、 一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。

○このため、「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」において、その
行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等
を支えていく看護師を計画的に養成していく。

３．特定行為研修の実施体制等

病状の範囲内

手順書で
予め指示

病状の範囲
を確認

病状の範囲外

医師又は歯科医師
に結果報告

医師又は歯科医師に意見を求める

特定行為

医師又は歯科医師 特定行為を実施

研修を修了した看護師

指定研修
機関

実習施設

講義・演習等を受講

実習

看護師

実習評価

指導体制の確認
評価基準の提示

○厚生労働大臣が指定する指定研修機関において、
協力施設と連携して研修を実施

○研修は講義、演習又は実習によって実施

○看護師が就労しながら研修を受けられるよう、
① 講義・演習は、eラーニング等通信による学習を
可能としている
② 実習は、受講者の所属する医療機関等（協力
施設）で受けることを可能としている

４．研修の内容

「共通科目」 （改正前）

全ての特定行為区分に共通するものの
向上を図るための研修

「区分別科目」 （改正前）

特定行為区分ごとに異なるものの向上を
図るための研修

※全ての科目で、講義・演習・実習又は講
義・実習を行う
※１区分ごとに受講可能

共通科目の内容 時間数

臨床病態生理学（講義、演習） ４５

臨床推論（講義、演習、実習） ４５

フィジカルアセスメント（講義、演
習、実習）

４５

臨床薬理学（講義、演習） ４５

疾病・臨床病態概論（講義、演習） ６０

医療安全学（講義、演習、実習） ３０

特定行為実践（講義、演習、実
習）

４５

合計 ３１５

特定行為区分（例） 時間数

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 ２２

創傷管理関連 ７２

感染に係る薬剤投与関連 ６３

栄養及び水分管理に係る薬剤投与
関連 ３６

創部ドレーン管理関連 １５

特定行為研修を行う指定研修機関の状況
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大学 大学院 大学病院 病院 医療関係団体等

大学 大学院 大学病院 病院 医療関係
団体等 総計

10 9 6 52 10 87
11% 10% 7% 60% 11% 100%

都道府県別指定研修機関数 施設の種類別指定研修機関数

（平成30年8月現在）
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所在地 指定研修機関名 区分数 指定日

北海道

旭川赤十字病院 1区分 2018/2/19

医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病
院

3区分 2018/8/30

学校法人東日本学園 北海道医療大学大学院看護福祉学
研究科看護学専攻

13区分 2015/10/1

社会医療法人恵和会 西岡病院 1区分 2017/8/2

社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽
病院

8区分 2018/2/19

岩手
学校法人岩手医科大学 岩手医科大学附属病院高度
看護研修センター

7区分 2015/10/1

宮城
学校法人東北文化学園大学 東北文化学園大学大学院
健康社会システム研究科健康福祉専攻

21区分 2016/2/10

秋田
秋田赤十字病院 1区分 2018/8/30

社会医療法人青嵐会 本荘第一病院 1区分 2018/2/19

山形
国立大学法人山形大学 山形大学大学院医学系研究科
看護学専攻

16区分 2017/2/27

福島

医療法人平心会 須賀川病院 4区分 2016/8/4

公益財団法人星総合病院 4区分 2016/2/10

公立大学法人福島県立医科大学 18区分 2017/2/27

茨城

国立大学法人筑波大学 筑波大学附属病院 14区分 2016/8/4

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会水戸済
生会総合病院

2区分 2018/8/30

栃木 学校法人自治医科大学 自治医科大学 19区分 2015/10/1

群馬 公益財団法人脳血管研究所 附属美原記念病院 1区分 2016/8/4

埼玉
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 13区分 2015/10/1

学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター 7区分 2016/2/10

千葉
社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院看護師
特定行為研修センター

3区分 2016/2/10

東京 一般社団法人日本慢性期医療協会 9区分 2015/10/1

（36都道府県87機関（2018年8月現在）看護師の特定行為研修を行う指定研修機関（１／２）

所在地 指定研修機関名 区分数 指定日

東京

医療法人財団慈生会 野村病院 1区分 2018/2/19

医療法人社団永生会 2区分 2017/8/2

医療法人社団 明芳会 8区分 2017/2/27

学校法人青葉学園 東京医療保健大学大学院看護学
研究科看護学専攻

21区分 2015/10/1

学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学大学
院 医療福祉学研究科保健医療学専攻

21区分 2015/10/1

公益社団法人地域医療振興協会JADECOM-NDC研修セン
ター

21区分 2015/10/1

公益社団法人日本看護協会 14区分 2015/10/1

社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 3区分 2017/2/27

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 東
京都済生会中央病院

3区分 2017/8/2

セコム医療システム株式会社 8区分 2017/8/2

独立行政法人地域医療機能推進機構 10区分 2017/3/29

独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メ
ディカルセンター

2区分 2016/2/10

日本赤十字社 5区分 2018/2/19

武蔵野赤十字病院 5区分 2018/2/19

神奈川

医療法人五星会 菊名記念病院 1区分 2017/8/2

医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第1病院 1区分 2017/8/2

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会
横浜市東部病院

9区分 2017/8/2

富山 医療法人社団藤聖会 富山西総合病院 1区分 2018/8/7

石川

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 2区分 2017/8/2

公立能登総合病院 1区分 2017/2/27

公立松任石川中央病院 4区分 2017/8/2

国民健康保険小松市民病院 2区分 2017/8/2

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 4区分 2016/8/4

所在地 指定研修機関名 区分数 指定日

福井
学校法人 新田塚学園 福井医療大学 3区分 2016/8/4

市立敦賀病院 1区分 2018/8/30

長野

伊那中央病院 4区分 2018/8/30

学校法人佐久学園 佐久大学大学院看護学研究科
看護学専攻

8区分 2018/2/19

岐阜

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 1区分 2018/8/30

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 1区分 2018/8/30

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 1区分 2018/8/30

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 4区分 2018/8/30

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 2区分 2018/8/30

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 1区分 2018/8/30

静岡
学校法人 聖隷学園 聖隷クリストファー大学 1区分 2018/8/30

公益社団法人有隣厚生会富士病院 10区分 2018/8/30

愛知

学校法人愛知医科大学 愛知医科大学大学院
看護学研究科看護学専攻

21区分 2015/10/1

学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学大学院
保健学研究科保健学専攻

21区分 2015/10/1

滋賀 国立大学法人滋賀医科大学 9区分 2016/2/10

京都 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 7区分 2015/10/1

大阪

社会医療法人愛仁会 11区分 2016/2/10

公益社団法人 大阪府看護協会 13区分 2018/2/19

公立大学法人大阪市立大学 5区分 2017/2/27

社会医療法人きつこう会 多根総合病院 4区分 2017/2/27

兵庫

医療法人社団慈恵会新須磨病院 2区分 2018/8/30

学校法人兵庫医科大学 医療人育成研修センター 11区分 2017/2/27

姫路赤十字病院 5区分 2018/2/19

奈良 公立大学法人奈良県立医科大学 10区分 2015/10/1

（36都道府県87機関（2018年8月現在）看護師の特定行為研修を行う指定研修機関（２／２）

所在地 指定研修機関名 区分数 指定日

和歌山 公立大学法人和歌山県立医科大学 5区分 2017/2/27

鳥取 国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 5区分 2018/2/19

岡山 学校法人 川崎学園 10区分 2017/2/27

山口 綜合病院 山口赤十字病院 2区分 2018/2/19

香川

高松赤十字病院 4区分 2018/2/19

独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの
医療センター

2区分 2017/2/27

高知 社会医療法人 近森会 近森病院 2区分 2016/8/4

福岡

医療法人 弘恵会 ヨコクラ病院 1区分 2017/8/2

社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院 1区分 2018/2/19

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 2区分 2017/8/2

福岡赤十字病院 5区分 2018/8/30

佐賀
社会医療法人謙仁会 山元記念病院 1区分 2018/8/30

社会医療法人 祐愛会織田病院 1区分 2017/8/2

大分

公立大学法人大分県立看護科学大学 大分県立看護
科学大学大学院看護学研究科看護学専攻

21区分 2015/10/1

社会医療法人敬和会 大分岡病院 2区分 2018/8/30

鹿児島 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学病院 7区分 2016/8/4

沖縄

医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 2区分 2018/8/30

国立大学法人琉球大学医学部附属病院 2区分 2018/2/19

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 2区分 2018/2/19
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特定行為研修を修了した看護師数（特定行為区分別）

修了者延べ人数： １０８３６名
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修了者総数： 1205名（平成30年9月末現在）

指定研修機関における領域別のコース設定について ＜在宅領域＞＜慢性期領域＞
特定行為研修の研修内容等に関する意見 概要①

医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会（平成30年12月14日）

【共通科目】

特定行為区分 特定行為 改正前
時間数

改正後
時間数

3 呼吸器（長期呼吸
療法に係るもの）関連 気管カニューレの交換 21 8＋5症例

8 ろう孔管理関連
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換 48

16＋5症例

膀胱ろうカテーテルの交換

11 創傷管理関連
褥瘡又は慢性創傷の治療におけ
る血流のない壊死組織の除去 72

26＋5症例

創傷に対する陰圧閉鎖療法

15 栄養及び水分管理
に係る薬剤投与関連

持続点滴中の高カロリー輸液の
投与量の調整 36脱水症状に対する輸液による補
正 10＋5症例

合計時間（共通科目＋区分別科目） 492時間
（100%）

310（63％）
＋各5症例

別表1【区分別科目：在宅・慢性期領域】

科目 改正前
時間数

改定案
時間数

1 臨床病態生理学 45 30

2 臨床推論 45 45

3 フィジカルアセスメント 45 45

4 臨床薬理学 45 45

5 疾病・臨床病態概論 60 40

6 医療安全学 30
45

7 特定行為実践 45

合計時間（共通科目） 315時間
（100%）

250時間
（79%）

特定行為研修における特定行為の領域別のパッケージ化について

特定行為区分について
在宅・慢性期領域、外科術後病棟管理領域、術中麻酔管理領域において、それぞれ実施頻度が高い特定行為をパッケージ化し研修することを可能とする。
パッケージ化する特定行為について
各領域においてパッケージ化する特定行為区分及び特定行為については別表１～３の通りとする。
特定行為研修の内容及び時間数について
共通科目及び区分別科目の研修内容について、科目横断的に学ぶことによる研修内容の精錬化を図り、各科目の内容及び時間数を変更する。

医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修分科会では、本制度の施行状況の評価等を踏まえ、特定行為研修の研修内容等
について審議を行い、平成30年12月に以下の通り意見を取りまとめた。

※ 経験すべき症例数は、行為の難度に応じて5例又は10例程度（通知別紙6）
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特定行為区分 特定行為 改正前
時間数

改正後
時間数

1 呼吸器（気道確保に係るもの）
関連

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの
位置の調整 22 9＋5症例

2 呼吸器（人工呼吸療法に係るも
の）関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更

63

17＋
5×2症例非侵襲的陽圧換気の設定の変更

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬
の投与量の調整
人工呼吸器からの離脱

3 呼吸器（長期呼吸療法に係るも
の）関連 気管カニューレの交換 21 8＋5症例

6 胸腔ドレーン管理関連
低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びそ
の変更 30 13＋

5×2症例胸腔ドレーンの抜去

7 腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された穿(セ
ン)刺針の抜針を含む。） 21 8＋5症例

9 栄養に係るカテーテル管理（中心
静脈カテーテル管理）関連 中心静脈カテーテルの抜去 18 7＋5症例

10 栄養に係るカテーテル管理（末
梢留置型中心静脈注射用カテーテ
ル管理）関連

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 21 8＋5症例

12 創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去 15 5＋5症例

13 動脈血液ガス分析関連 直接動脈穿刺法による採血 30 8＋5症例
橈骨動脈ラインの確保

15 栄養及び水分管理に係る薬剤
投与

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
36 10＋5症例

脱水症状に対する輸液による補正

18 術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与
量の調整 21 8＋5症例

19 循環動態に係る薬剤投与関連

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整

60

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの
投与量の調整

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 14＋
5×2症例

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投
与量の調整

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

合計時間（共通科目＋区分別科目） 673時間
（100%）

365（54%）
＋各5症例

指定研修機関における領域別のコース設定について ＜在宅領域＞＜慢性期領域＞

別表2【区分別科目：外科術後病棟管理領域】

特定行為区分 特定行為 改正前
時間数

改正後
時間数

1 呼吸器（気道確保に係る
もの）関連

経口用気管チューブ又は経鼻用気管
チューブの位置の調整 22 9＋5症例

2 呼吸器（人工呼吸療法に
係るもの）関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更

63
非侵襲的陽圧換気の設定の変更

人工呼吸管理がなされている者に対
する鎮静薬の投与量の調整

17＋
5×2症例

人工呼吸器からの離脱

13 動脈血液ガス分析関連
直接動脈穿(セン)刺法による採血

30 13＋
5×2症例橈(トウ)骨動脈ラインの確保

15 栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

持続点滴中の高カロリー輸液の投与
量の調整

36
脱水症状に対する輸液による補正 10＋5症例

18 術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与
及び投与量の調整 21 8＋5症例

19 循環動態に係る薬剤投
与関連

持続点滴中のカテコラミンの投与量の
調整

60

持続点滴中のナトリウム、カリウム又は
クロールの投与量の調整
持続点滴中の降圧剤の投与量の調
整
持続点滴中の糖質輸液又は電解質
輸液の投与量の調整 10＋5症例

持続点滴中の利尿剤の投与量の調
整

合計時間（共通科目＋区分別科目） 547時間
(100%)

316(58%)
＋各5症例

別表3【区分別科目：術中麻酔管理領域】

特定行為研修の研修内容等に関する意見 概要②
医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会（平成30年12月14日）

○ 2025年に向けて更なる在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足りないことから、医師等の判断
を待たずに手順書により一定の診療の補助（特定行為）を行う看護師を養成するため特定行為研修制度を創設。

○ 特定行為研修を修了した看護師を確保するためには、研修を実施する指定研修機関の確保が必要不可欠。
○ 特定行為研修制度の円滑な施行・運用のため、指定研修機関の設置準備や運営に対する財政支援を実施。
○ また、特定行為研修制度の普及・理解促進や研修受講者の確保のため、研修に関する情報共有・情報発信を行う。

看護師の特定行為に係る研修機関支援事業

事業目的

看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業

【１施設あたり基準額 5,008千円（4,468千円）】

指定研修機関の確保を図るため、指定研修機関の設置準備に必要な、
カリキュラム作成や備品購入、eラーニングの導入、実習体制構築等の
経費に対する支援を行う。

看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業

【１施設あたり基準額 4,954千円（4,954千円）】

特定行為研修を修了した看護師の計画的な確保を図るため、指定研
修機関の運営に必要な指導者に係る経費や実習施設謝金、実習に係る
消耗品費などの支援を行う。

指定研修機関
（指定前）

カリキュラムや
実習要項の作成

シミュレーター等
備品購入

実習施設（予定）

実習体制構築の
調整等

指定研修機関

実習に係る
連携・協力

指導医による
講義・演習

実習施設

実習施設に
おける実習特定行為研修

受講看護師

実習評価

導入促進支援事業（指定研修機関指定前の補助） 運営事業（指定研修機関指定後の補助）

平成31年度予算案 491,541千円（平成30年度予算額 346,820千円）

予算案 145,371千円（ 95,102千円） 予算案 334,485千円（ 251,718千円）

eラーニング
導入委託

看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業【新規】 予算案 11,685千円（０千円）

事業概要

シミュレーター等
備品購入

①研修機関間の情報共有、研修機関の拡大事業
・目的：指定研修機関の情報共有や特定行為研修の普及・促進
・概要：医療機関の管理者や医師・看護師等を対象とした特定行為

研修に関するシンポジウムの開催
・委託先：公募により選定した団体

②研修受講者確保事業
・目的：特定行為研修修了者を確保するため、看護師が研修受講に関する

情報を収集しやすい環境を整備する
・概要：指定研修機関が実施している特定行為研修の受講に係る情報を

収集し、特定行為研修のポータルサイトを設置・運営
・委託先：公募により選定した団体

厚生労働省

運営に必要な
経費の一部を支援

厚生労働省

設置準備に必要な
経費の一部を支援
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看護師の特定行為に係る指導者育成等事業

○ 2025年に向けて、更なる在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足りないことから、医師等の判
断を待たずに手順書により一定の診療の補助（特定行為）を行う看護師を養成するため、特定行為研修制度を創設。

○ 特定行為研修の質を担保しつつ、研修を円滑かつ効果的に実施するためには、指導者や指導者リーダーの育成が重要である。
このため、指定研修機関や実習施設における指導者を対象に、制度の内容や指導の方法等、手順書において看護師が行う病状の
確認の範囲等について、理解促進を図り、効果的な指導ができる指導者や指導者リーダーの育成を図る。

○ また、特定行為研修修了者や指定研修機関数の増加を図るため、現行の特定行為研修制度の実施方式や指定研修機関の負担な
ど、特定行為研修の実態や課題について調査・分析等を行う。

事業の目的

指導者育成事業

特定行為研修受講看護師

実習施設

講義・演習 実習施設に
おける実習

指定研修機関や実習施設における
指導者向け講習会の企画、運営、
参加者募集 など

特定行為研修における指導者（主に指定研修機関や実習施設における指導者）向けの研
修を行い、特定行為研修の質の担保を図る。

平成31年度予算案 58,088千円（平成30年度予算額 58,088千円）

指定研修機関

○指導者育成
・目 的：特定行為研修の質の担保を図るため、制度の趣旨・内容、手順書、指導方法等の

理解を促進し、適切な指導ができる指導者を育成する
・概 要：指導者（予定者含む）に対して、指導者講習会を実施
・委託先：公募により選定された団体
・備 考：講習会の開催回数、各回の定員及び場所については参加者の利便性を考慮し設定

実態調査・分析等事業

◆調査・分析等の内容

・指定研修機関及び協力施設（実習施
設）における研修についての実態調
査及び分析等

・研修修了者の活動実態や活躍推進に
向けた課題等に係る調査・分析等

・特定行為研修制度に係る実態や課題
を踏まえた改善策の検討に資する調
査及び分析

・調査結果の公表・周知 等

◆委託先：公募により選定された団体

指導者 指導者

○指導者リーダー育成
・目 的：指導者講習会を企画・実施する者（リーダー）を育成する
・概 要：指導者講習会を実施する事業者を対象に、研修会を実施
・委託先：公募により選定された団体

厚生労働省 委託先団体

指導者講習会の
実施に必要な
経費を支援

公募により選定

病状の範囲内

○ 2025年に向けて更なる在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足りないことから、
医師等の 判断を待たずに手順書により一定の診療の補助（特定行為）を行う看護師を計画的に養成するため、
特定行為研修制度を創設。

○ 当該研修制度の円滑な実施及び研修修了者を確保するためには、研修を実施する指定研修機関の確保が必要不可欠。
○ このため、指定研修機関等において、研修を実施するためのカンファレンスルームの施設整備やeラーニングを
設置するための施設整備、研修受講者用の自習室の施設整備等に必要な経費について支援する。

看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整備事業（医療提供体制施設整備交付金のメニュー事業）

事業目的

○「特定行為」の概要

医師又は歯科医師

手順書で
あらかじめ
指示

看護師

病状の範囲を
確認

病状の範囲外

特定行為
を実施

医師又は
歯科医師に
結果報告

医師又は歯科医師
に指示を求める

特定行為
○研修実施方法の概要

指定研修機関

実習施設

講義・演習等を受講

実習

看護師

実習評価

指導体制の確認
評価基準の提示

平成31年度予算案 医療提供体制施設整備交付金 104億円の内数
（平成30年度予算額 32億円の内数）

看護師の特定行為に係る指定研修機関等において、研修を実施するための
カンファレンスルームの施設整備やeラーニングを設置するための施設整備、
研修受講者用の自習室の施設整備等に必要な経費に対する支援を行う。

（交付先） 都道府県（指定研修機関等（予定を含む））
（対象経費） 研修を実施するためのカンファレンスルームやeラーニングの

設置、研修受講者用の自習室等の新築・増改築・改修に要する
工事費又は工事請負費

（調整率） 0.5

事業概要

厚生労働省

都道府県

指定研修機関等

都道府県が交付金の
事業から必要な事業を
選定して事業計画を
作成

予算の範囲内で
交付金を交付

交付金を
事業者に交付し、
施設整備を実施
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あり

91%

なし

9%

医療計画における特定行為研修体制の整備に係る計画策定状況

医療計画における特定行為研修体制の整備等に係る
計画策定の有無

○ 平成30年度からの医療計画作成指針※において、特定行為研修についても、在宅医療等を支える看護師を地域
で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行為研修を地域で受講できるよう、指定研
修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修体制の整備に向けた計画について、可能な限り具体的に記載す
ることとしている。
※「「医療計画について」の一部改正について」（平成29年7月31日付け医政発0731号第4号厚生労働省医政局長通知）

○ 平成30年度からの医療計画において、特定行為研修制度に係る計画を記載している都道府県は9割（43道府
県）に達するが、内容については様々である。

特定行為研修体制の整備等に関する「現状」
「課題」「対策」「数値目標」の記載状況
（43道府県）

あり, 37%

あり, 93%

あり, 70%

あり, 77%

なし, 63%

なし, 7%

なし, 30%

なし, 23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

数値目標

対策

課題

現状
（4都県）

（43道府県）

特定行為に係る看護師の研修制度に関する事業の実施状況・計画について
（平成29年度実施状況・平成30年度計画）

看護職員の資質の向上に係る研修事業の実施状況及び事業計画の調査 (平成30年8月看護課調べ)
【目的】 都道府県における看護職員を対象とした研修等の事業の取組状況や今後の計画について把握するとともに、本調査の集計結果を各都道府県等に情

報提供することで、看護職員の研修及び特定行為に係る看護師の研修制度の一層の推進を図ることを目的とする。
【対象】 都道府県における看護職員を対象とした研修等の事業に係る平成29年度の実施状況及び平成30年度の事業計画。

※ 「看護教員養成講習会事業」、「看護教育継続研修事業」、「院内助産所・助産師外来助産師等研修事業」、「潜在看護職員等復職研修事業」は対象外。
【調査項目】 事業名、事業概要、財源、その他の関連する事項

受講者の所属施設に対する支援

〈都道府県名に上付けしている数字は地域医療介護総合確保基金における区分を示す〉 1:地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備に関する事業 2:居宅等における医療の提供に関する事業 3:医療従事者の確保に関する事業
※ 広島県は１事業で受講者の所属施設に対する支援として受講料等の費用と代替職員雇用の費用について実施している。

◆ H30年度事業計画例：指定研修機関に対する支援及び協力施設への支援（静岡県、沖縄県）
都道府県 事業名 事業概要

静岡県 特定行為研修運営事業費補助金 特定行為研修を開催する協力施設に対し、研修運営費の一部を補助する。

沖縄県 特定行為研修機関支援事業 県内で看護師特定行為研修を行う指定研修機関の設備整備等に必要な経費を補助する。（国庫補助対象外の部分を補助）

【結果】（特定行為に係る看護師の研修制度に関する事業についてのみ抜粋）
平成29年度実施状況 平成30年度事業計画

事業実施都道府県数 21府県 34道県
実施事業数 33件 60件（うち新規事業25件）

実施財源 地域医療介護総合確保基金 26件（21県） 50件（31県）
地域医療介護総合確保基金以外 7件（3県） 9件（5県）

実施事業内容

受講者の所属施設
に対する支援

受講料等の費用

18件
青森県2、岩手県2、宮城県3、福島県2、茨城県3、群馬県2、富山県3、
岐阜県3、静岡県3、滋賀県3、奈良県3、鳥取県3、島根県3、山口県2、
徳島県3、香川県3、鹿児島県2、沖縄県3

27件（新規7）
青森県2、岩手県2、宮城県3、福島県2、茨城県3、栃木県3、群馬県2、
富山県3、石川県3、長野県3、岐阜県3、静岡県3、滋賀県3、奈良県3、
和歌山県3、鳥取県3、島根県3、広島県3※、山口県2、徳島県3、香川県3、
高知県、長崎県3、熊本県3、鹿児島県2、沖縄県3

代替職員雇用の費用 3件 茨城県3、島根県3、沖縄県3
7件（新規4）
茨城県3、神奈川県2、静岡県3、兵庫県1、島根県3、広島県3※、熊本県3、
沖縄県3

指定研修機関に
対する支援 研修体制整備等 1件（新規1） 沖縄県3

研修制度の普及
促進等

ニーズ・課題等調査 5件 富山県、岐阜県、島根県、熊本県3、大分県3
10件（新規4）
山形県3、群馬県2、千葉県、富山県、岐阜県、島根県、佐賀県3、熊本県3、
宮崎県

症例検討・実践報告・
研修会 3件 群馬県2、岐阜県、島根県 5件 (新規2） 群馬県2、石川県3、岐阜県、島根県、佐賀県3

制度の説明・周知、
受講支援制度の紹介 4件 茨城県3、神奈川県3、富山県、岐阜県 7件（新規6）

北海道2、山形県3、福島県2、岐阜県、岡山県3、広島県3、佐賀県3

指定研修機関の取組み、
効果の紹介 2件 茨城県3、島根県

その他 その他 （協力施設への
運営費の補助） 1件（新規1） 静岡県3
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３．保健師、助産師及び看護師の行政処分等について 

（１）行政処分対象事案の把握等 

保健師、助産師及び看護師は、資質を向上し、医療及び公衆衛生

の普及向上を図る役割を担うなか、国民の医療に対する信頼を損な

うことのないよう、保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０

３号）第９条及び１４条の規定に基づく免許の取消し及び業務の停

止処分等の行政処分について、厳正に行うことが求められている。 

行政処分対象事案の把握や処分対象者との調整については、かね

てより協力いただいているところであるが、都道府県によって、行

政処分に係る対象事案の把握状況等に差が見受けられる。できる限

りの状況把握に努めていただき、情報提供をお願いする。また、訪

問看護における介護報酬の不正請求等による業務に関する不正の

行為は、都道府県の処分実績を踏まえて行政処分を行っていること

から、介護保険主管部局との情報共有や連携を図っていただき、情

報提供をお願いする。 

また、行政処分等に係る意見又は弁明の聴取についても、かねて

より協力いただいているところであるが、特に、業務上過失致死傷

（医療過誤）や業務関連の犯罪（医療施設での薬物濫用等）におい

ては、判決文等の司法処分における情報のみならず、事件当時の背

景や状況など処分に必要な情報が十分に得られるよう、引き続き協

力をお願いする。 

さらに、再教育研修未修了者が所在不明となっている状況がある。

再教育研修対象者の所在に関してご相談させていただく際には、情

報提供の協力をお願いする。 

（２）再教育研修における助言指導者の確保 

行政処分を受けた保健師、助産師及び看護師に対しては、職業倫

理及び一定の知識や技術を確認するとともに、患者に対し医療サー

ビスを安全に提供することといった看護師等として果たすべき責

務の自覚を促し、復帰後の業務の適正な実行に導くことによって国

民の医療への信頼を確保することを目的として、保健師助産師看護

師法第１５条第２項に基づき、再教育研修を命じている。 

再教育研修の一つである個別研修の実施に際しては、医療機関の

看護管理者や卒業した学校養成所の専任教員等で助言や指導等を

行う助言指導者を選任する必要があるが、助言指導者となり得る者
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の選出及び依頼が困難な状況にあり、個別研修が実施できない対象

者がいる。 

本制度の趣旨を理解いただき、個別研修対象者から助言指導者の

依頼があった場合には、貴管内の医療機関や看護師等学校養成所を

紹介する等のご協力をお願いする。 
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４．看護基礎教育について 

 

（１）看護基礎教育の見直しについて 

 

現在、我が国では、少子高齢化が進む中で、地域医療構想の実現

や地域包括ケアシステムの推進にむけ、人口及び疾病構造の変化に

応じた適切な医療提供体制の整備が必要となっている。 

 このような看護職員を取り巻く状況の変化及び現在の教育実態

を踏まえ、平成 30 年４月より「看護基礎教育検討会」を開催して

おり、将来を担う看護職員を養成するための看護基礎教育の内容と

方法について具体的な検討を行っている。現在、検討会と並び、保

健師・助産師・看護師・准看護師の各ワーキンググループも開催し、

卒業時の到達目標やカリキュラムの見直し、また教員や実習指導者

の体制等についてご議論いただいている。 

 

（２）新たなカリキュラムの適用について 

 

今後、2019 年の夏頃を目途に検討会における議論をとりまとめ、

必要な諸手続きを経て、2022 年度より改正省令を適用した教育を

開始いただく予定としている。 

開始に向け、十分な準備期間を確保する予定であるが、各都道府

県において、看護師等養成所のカリキュラムの変更の手続きを円滑

に行うことができるよう事前のご準備をお願いする。 
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５．  准看護師試験の事務委託について 

 

（１）保健師助産師看護師法改正の経緯について 

 

地方分権改革の取組みの一環で「地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が

昨年公布され、同法の規定により改正された保健師助産師看護師法

の 2019 年４月１日の施行に伴い、2019 年度の准看護師試験から、

都道府県は指定試験機関への事務委託が可能となる。 

 

（２）改正後に可能となる准看護師試験の事務委託について 

 

保健師助産師看護師法の改正により、都道府県知事が指定する指

定試験機関については、「役員や試験委員の選任・解任は都道府県知

事の認可を受けなくてはならないこと」、「試験事務の実施に関する

規定を定め都道府県知事の認可を受けなくてはならないこと」等が

規定されるほか、指定試験機関に関する新たな省令も定められる。

平成 30 年度中に公布される予定であり、３月１日までパブリックコ

メントを実施している。 
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准看護師試験の事務委託について

○准看護師とは：
准看護師学校養成所等を卒業し受験資格を得た者が、
准看護師試験に合格することで得られる都道府県知事の免許。
（保助看法第8条、第22条）

○准看護師試験とは：
都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準（准看護師試験
基準（厚労告））に従い実施。（保助看法第18条）

従来の実施方法 保健師助産師看護師法改正後に
可能となる実施方法

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

各都道府県が複数県でグループ※を組み、
試験事務の全部または一部を実施

地方自治法第252条の14第1項の規定により、
他の都道府県と共同で試験事務を実施することは
可能だが、各県における事務負担は大きい。
※2017年度は全国6グループに分かれて実施。

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

都道府県知事が指定した指定試験機関に
試験事務の全部または一部を

委託することが可能

※各都道府県の意向により、指定試験機関には委託せずに
実施することも可能。

＜2017年度の試験実施状況＞

・受験者数：17,746人
・合格者数：17,302人
・合格率 ：97.5%

＜指定試験機関に係る省令について＞

保健師助産師看護師法に以下を規定し、
指定試験機関に関する省令を定める。

・指定試験機関の役員や試験委員の選任及び解任は、
都道府県知事の認可を受けなくてはならない。

・指定試験機関は、試験事務の実施に関する規定を定め、
都道府県知事の認可を受けなくてはならない。

・都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保
するために、指定試験機関に対して必要な命令をする
ことができる。 等

＜試験事務の例＞

・試験委員会の運営
・出願の受付
・試験の実施
・合格発表の実施 等

（委託せず実施※）

○法改正により、平成31年４月１日から、都道府県は、准看護師試験の事務を指定試験機関に委託することも可能となる。
○指定試験機関の詳細を定める省令案について、３月１日までパブリックコメントを行い、同月中に公布、４月１日施行予定。

准看護師試験の事務委託に係る省令案【概要】

保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令（仮称）＜新設＞

保健師助産師看護師法施行規則 ＜一部改正＞

都道府県が准看護師試験事務を委託する指定試験機関について、以下の事項等を定める。

○指定の申請及び取消について

○指定試験機関の要件（適正かつ確実な実施のために適切な実施計画であること、経理的及び技術的な基礎を有すること 等）

○申請書の記載事項

○試験事務規程の記載事項

○試験委員の要件（准看護師試験を行うについて必要な学識経験のある者として都道府県知事が認めるもの）

○試験実施の際の報告書の記載事項

○帳簿の記載事項

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律
第66号）により、保健師助産師看護師法が一部改正（平成31年４月施行）され、都道府県において准看護師
試験の事務委託が可能となることに伴い、指定試験機関に関する以下の二省令を新設・一部改正する。

○准看護師試験の受験手続について（指定試験機関が受験申請書の受理を行う場合には、指定試験機関へ提出）
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６．平成３１年度看護関係予算案について 

 

（１）医療提供体制推進事業費補助金における事業 

 

○ 看護職員就業相談員派遣面接相談事業 

各都道府県ナースセンターに勤務する就労支援相談員をハローワー

クへ派遣するとともに、ハローワークで実施している医療機関を対象

とした事業所見学会や面接会へ同行させるなど、就労相談や求人医療

機関、研修機関との連絡調整等を行う。 

 

○ 助産師活用推進事業（旧助産師出向等支援導入事業）【拡充】 

     都道府県において、関係団体や学識経験者等で構成した協議会を設

置し、助産師出向の検討や助産師就業の偏在の実態把握、対象施設の

選定・調整、運営等の事業の企画・実施・評価を行い、医療機関にお

ける助産師就業の偏在解消や実習施設の確保、助産実践能力の向上等

を図る。 

また、助産所が妊産婦の異常に連携して対応する医療機関の確保に

関する実態把握や、助産所と連携する医療機関を確保するための調

整・支援等を行う。 

さらに、院内助産・助産師外来の普及や理解促進を目的とした講演・

シンポジウム等の実施に対する支援を行う。 

 

○ 外国人看護師候補者就労研修支援事業 

     経済連携協定等に基づき入国する外国人看護師候補者の円滑かつ適

正な受け入れが実施できるよう、外国人看護師候補者が日本で就労す

る上で必要となる日本語能力の習得及び、受け入れる施設の研修支援

体制の充実を図る。 

 

（２）医療提供体制施設整備交付金における事業 

 

  ○ 看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整備事業 

     保健師助産師看護師法に基づき特定行為研修を行う指定研修機関等

において、研修の実施に必要なカンファレンスルームの施設整備やｅ

ラーニングを設置するための施設整備、研修受講者用の自習室の施設

整備等に対する支援を行い、指定研修機関の確保及び特定行為研修を

修了した看護師の計画的な養成を図る。 

 

（３）地域医療介護総合確保基金における看護関係事業 

 

   看護関係の基金事業については、その多くが既存事業から移行したもの

であり、「医療従事者の確保に関する事業」として多くが実施されている。       

平成31年度についても引き続き、当該基金を活用の上、看護関係事業のよ

り一層の充実をお願いしたい。 
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厚生労働省医政局看護課 

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 

平成31年度 看護関係予算案の概要 

（１）特定行為に係る看護師の研修制度の推進 

① 看護師の特定行為に係る研修機関支援事業 一部新規 拡充 

４９２百万円 

       特定行為に係る看護師の研修制度の円滑な実施及び特定行為研修を修了した看護師の

確保を図るため、看護師の特定行為研修を実施する研修機関の設置準備に必要な経費や

運営に必要な経費に対する支援を行う。また、特定行為に係る看護師の研修制度の普及

・理解促進や研修受講者の確保を図るため、研修制度に関するシンポジウム開催や研修

受講に関する情報発信に対する支援を行う。 

② 看護師の特定行為に係る指導者育成等事業            ５８百万円 

       指定研修機関や協力施設において効果的な指導ができるよう、指導者や指導者リーダ

ーの育成研修の実施等に対する支援を行う。 

③ 看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整備事業 ※医療提供体制施設整備交付金１０4億円の内数 

看護師の特定行為に係る指定研修機関等において、研修を実施するためのカンファレ

ンスルームの施設整備やeラーニングを設置するための施設整備、研修受講者用の自習

室の施設整備等に必要な経費に対する支援を行う。 

（２）看護職員の資質向上推進 

① 看護教員等養成支援事業（通信制教育） 拡充          ８０百万円 

看護教員等の養成における通信制教育（ｅラーニング）の実施に対する支援を行う。 

また、医療・看護を取り巻く環境の変化を踏まえ、eラーニング内容の見直しに向けた

検討や、その検討を踏まえた新たなeラーニング内容の作成に対する支援を行う。 

② 看護教員教務主任養成講習会事業                １１百万円                        

看護師等養成所の運営・管理及び教員に対する指導を行うために必要な専門的知識・

技術を修得させることを目的とした、講習会の実施に対する支援を行う。 

③ 在宅看取りに関する研修事業                  ２２百万円 

在宅での看取りにおける医師による死亡診断に関わる手続の整備を図るため、「規制

改革実施計画」（平成28年6月2日閣議決定）を踏まえた、医師による死亡診断等に必

要な情報を報告する看護師を対象にした法医学等に関する研修の実施に対する支援を行

う。 

（３）看護業務の効率化に向けた取組の推進 

   看護業務効率化先進事例収集・周知事業 新規            ２７百万円 

看護職がより専門性を発揮できる働き方の推進や生産性の向上、看護サービスの質の向

上を図るため、看護業務の効率化に資する医療機関の取組を募集し、選考委員会を設置し

て先進的な取組を選定するとともに、先進的な取組を行う医療機関を表彰し、取組を周知

する。 

１．看護職員の資質向上等 
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（１）ナースセンターの機能強化等による復職支援等 

① 中央ナースセンター事業 拡充                 ３４８百万円 

看護師等の未就業者の就業促進など看護師等の確保を図るため、都道府県ナースセン

ターの取組の支援・指導・調整などに対する支援を行う。また、相談員の資質向上や訪

問看護等へのマッチング強化を図るための都道府県ナースセンター相談員に対する研修

の実施、無料職業紹介システム（eナースセンター）等の安定的運用や利便性向上に向

けたOSのバージョンアップに対する支援を行う。 

② 看護職員就業相談員派遣面接相談事業  ※医療提供体制推進事業費補助金２３０億円の内数 

都道府県ナースセンターに勤務する就労支援相談員が、ハローワークと連携して実施

する求職者の就労相談や求人医療機関との調整などに対する支援を行う。 

（２）看護職員確保対策の総合的推進 

①  看護職員確保対策特別事業                    ４４百万円                        

看護職員の離職防止対策をはじめとした総合的な看護職員確保対策の推進に資する取

組に対する支援を行う。 

② 助産師活用推進事業（旧助産師出向等支援導入事業）  ※医療提供体制推進事業費補助金２３０億円の内数 

医療機関における助産師就業の偏在解消や実習施設確保、助産実践能力の向上等を

図るため、助産師出向や助産師就業の偏在の実態把握、助産所が妊産婦の異常に連携し

て対応する医療機関を確保するための相談・調整等の実施に対する支援を行う。また、

院内助産・助産師外来の普及や理解促進を目的とした講演・シンポジウム等の実施に対

する支援を行う。 

（１）外国人看護師受入支援事業・外国人看護師候補者学習支援事業 

１６６百万円 

  ① 外国人看護師受入支援事業                   ６２百万円 

      外国人看護師候補者の受入を円滑に進めるため、国内説明会の開催や看護分野の基礎

研修の実施、看護専門家等による受入施設に対する巡回訪問の実施等に対する支援を行

う。 

  ② 外国人看護師候補者学習支援事業               １０４百万円 

      外国人看護師候補者に対し、看護専門分野を中心とした日本語習得研修の充実を図る

ため、ｅラーニングでの学習支援システムを構築・運用するとともに、候補者に対する

定期的な集合研修の実施や受入施設の研修責任者等に対する研修計画の助言等に対する

支援を行う。 

（２）外国人看護師候補者就労研修支援事業 ※医療提供体制推進事業費補助金２３０億円の内数 

外国人看護師候補者が就労する上で必要となる日本語能力の向上を図るため、受入施設

に対して、日本語講師を招聘するために必要な経費、研修指導者等経費や物件費に対する

支援を行う。 

 

２．看護職員の復職支援等 

３．経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師受入 
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（１）地域医療介護総合確保基金（医療分） 

 公費１，０３４億円（国６８９億円、地方３４５億円） 

 

各都道府県が策定した地域医療構想を踏まえた病床の機能分化・連携等に関する事業が一層本

格化する。また、病床の機能分化・連携を進めるためには、居宅等における医療の提供や医療従

事者の確保についても、併せて推進する必要がある。2025年に向けて、地域医療構想の達成を

推進するため、引き続き、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

（参考）【対象事業】 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業     

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化

及び連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に

対する助成を行う事業。 

②居宅等における医療の提供に関する事業     

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制

を確保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事

業。 

③医療従事者の確保に関する事業 

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成す

ることにより、医師、看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進す

る事業。 

 

（２）地域医療介護総合確保基金における主な看護関係事業（例） 

  ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

      ○ 院内助産や助産師外来を設置する場合の施設・設備整備に対する支援 

② 居宅等における医療の提供に関する事業 

      ○ 訪問看護の人材育成や人材確保を図るための研修の実施に対する支援 

      ○ 訪問看護推進協議会などの設置や会議開催に対する支援 

  ③ 医療従事者の確保に関する事業 

      ○ 看護師等養成所の運営や施設・設備の整備に対する支援 

      ○ 新人看護職員の資質向上や早期離職防止の観点からの研修の実施に対する支援 

      ○ 看護職員の資質向上のための研修の実施に対する支援 

      ○ 看護管理者に対する看護職員の負担軽減に資する看護補助者の活用も含めた研修

の実施に対する支援 

      ○ 看護師宿舎の整備に対する支援 

      ○ 看護職員の就労環境改善（多様な勤務形態の導入や職場風土の改善に関する研修

の実施など）に対する支援 

      ○ 看護職員の勤務環境改善のための施設整備（病院のナースステーションや仮眠室

などの拡張・新設）に対する支援 

      ○ 看護職員をはじめとする医療従事者の離職防止や再就業を促進するための病院内

保育所の運営や整備に対する支援 

      ○ 医療勤務環境改善支援センターの運営 

４．地域医療構想の達成に向けた取組の推進 
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○ 妊産婦の多様なニーズに応えるための院内助産・助産師外来の施設・設備整備

院内助産や助産師外来を開設しようとする産科を有する病院・診療所の増改築・改修や、体制整備に必要な備品の設置に
対する支援を行う。

地域医療介護総合確保基金で実施する主な看護関係事業（例）について

( 1 ) 病床の機能分化・連携

( 2 ) 在宅医療（歯科・薬局を含む）の推進

○ 在宅医療推進協議会の設置・運営

県内の在宅医療の推進を図るため、在宅医療関係者等で構成する多職種協働による「在宅医療推進協議会」の設置。訪問
看護に関する課題、対策等を検討するため訪問看護関係者で構成する「訪問看護推進協議会」を設置し、保健所における圏
域連携会議の開催を促進する。
上記協議会を開催するための会議費、諸謝金等に対する支援を行う。

○ 訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施

訪問看護の安定的な提供体制を整備するための機能強化型訪問看護ステーションの設置支援等、訪問看護の人材育成及び
人材確保を推進するための退院調整研修や人事交流派遣支援等、訪問看護の認知度を高め、訪問看護の役割を地域に浸透さ
せるための講演会等を実施する。
上記の研修等の実施に必要な経費に対する支援を行う。

○ 特定行為に係る看護師の研修制度の推進のための事業の実施

訪問看護における特定行為を実施した事例の収集、効果・課題等の検証に係る経費や、訪問看護ステーションに所属する
看護師の特定行為研修の受講に係る経費など、地域における特定行為に係る看護師の研修制度の普及を推進するための経費
に対する支援を行う。

○ 看護師等養成所における教育内容の向上を図るための
体制整備
看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任

教員の配置や実習経費など養成所の運営に対する支援を行う。

○ 新人看護職員の質の向上を図るための研修の実施
看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点

から、新人看護職員に対する臨床研修実施のための経費に
対する支援を行う。

○ 看護職員の負担軽減に資する看護補助者の活用も
含めた看護管理者の研修の実施
看護管理者向けに看護管理者の活用も含めた看護サービス

管理能力の向上のための研修を実施するための経費に対する
支援を行う。

○ 看護職員の就労環境改善のための体制整備
短時間正規雇用など多様な勤務形態等の導入や総合相談
窓口の設置、看護業務の効率化や職場風土改善の研修等を
行うための経費に対する支援を行う。

( 3 ) 医療従事者等の確保・養成

○ 看護師等養成所の施設・設備整備
看護師等養成所の新築・増改築に係る施設整備や、開設

に伴う初度設備整備、在宅看護自習室の新設に係る備品購
入、修業年限の延長に必要な施設整備に対する支援を行う。

○ 看護職員の資質の向上を図るための研修の実施
看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等を

開催するための経費に対する支援を行う。

○ 看護職員の定着促進のための宿舎整備
看護職員の離職防止対策の一環として、看護師宿舎の

整備に対する支援を行う。

○ 看護職員の勤務環境改善のための施設整備
病院のナースステーション、仮眠室、処置室、カンファ

レンスルーム等の拡張や新設により看護職員が働きやすい
合理的な病棟づくりとするために必要な施設整備に対する
支援を行う。

○ 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援（院内保育所整備・運営等）

計画的に勤務環境の改善を行う医療機関に対して、医療クラーク・看護補助者の配置などの医療従事者の働き方・休み方
の改善に資する取組、専門アドバイザーによる助言指導、業務省力化・効率化など勤務環境改善に資するICTシステムの
導入、院内保育所の整備・運営などの働きやすさ確保のための環境整備など、改善計画を進める医療機関の取組を支援する。

○ 医療勤務環境改善支援センターの運営

医師・看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目指し、PDCAサイクルを活用して勤務環境改善に向け
た取組を行うための仕組みを活用して勤務環境改善に取り組む各医療機関に対して総合的・専門的な支援を行うために設置
される「医療勤務環境改善支援センター」を都道府県が運営するための経費に対する支援を行う。
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７．「看護の日」等について 

 

（１）「看護の日」及び「看護週間」について 

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」は、看護師等の養成、処遇

の改善、資質の向上、就業の促進等について、看護に対する国民の関心

と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずること等を目的

としている。 

これに関連し、厚生労働省では、５月１２日を「看護の日」、５月１２

日を含む１週間を「看護週間」として、全国的に一日看護体験などの行

事を開催し、看護の普及啓発に取り組んでいるところである。 

○ ２０１９年度の中央事業は、「忘れられない看護エピソード」の表彰

式を東京都で開催する予定である。 

 広報等についてご協力をお願いしたい。 

○ また、各都道府県におかれても、看護の普及啓発に関する事業への

積極的な取り組みをお願いしたい。 

 

テーマ 「看護の心をみんなの心に」 

日 程 「看護の日」：２０１９年５月１２日（日） 

    「看護週間」：２０１９年５月１２日（日）～１８日（土） 

主 催 厚生労働省及び日本看護協会 

後 援 文部科学省、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会及び全国

社会福祉協議会 

協 賛 日本病院会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本助産師

会、全日本病院協会、全国自治体病院協議会、日本精神科看護協会、

日本訪問看護財団及び全国訪問看護事業協会等 

中央行事 「忘れられない看護エピソード」の募集 

・表彰式（受賞作品発表、表彰等） 

日 時：２０１９年５月１１日（土） 

     場 所：日本看護協会ビルＪＮＡホール（渋谷区神宮前） 
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経 済 課 
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１．医薬品・医療機器産業の振興について

現状等

○ 医薬品・医療機器産業は、国民の保健医療水準の向上に資するだけでなく、高付加

価値・知識集約型産業であり、資源の乏しい日本にとって、経済成長を担う重要な産

業として大きく期待されている。

【医薬品産業の振興】

○ 平成 29 年 12 月、「医薬品産業強化総合戦略」の改訂を行った。この戦略は、AI の

開発やがんゲノム医療の進展などの治療や開発アプローチの変化を捉え、低コストで

効率的な創薬を実現できる環境整備を進めることで、海外市場にも展開する「創薬大

国」の実現を目指すものであり、その実現のため、平成 31 年度予算では約 570 億円の

関連予算を計上し、医療情報データベースを活用した創薬の支援や、AMED を通じた研

究開発への支援などに取り組むこととしている。

○ また、平成 31 年度税制改正大綱では、研究開発投資に積極的な企業に対し法人税等

を優遇する「研究開発税制」について、税額控除の上限を法人税等の最大 45％（現状

40％）に引き上げるとともに、研究開発における「オープンイノベーション」に対す

る優遇を充実させるなどの見直しを行うこととされた。医薬品産業においても、本税

制の積極的な活用が期待される。

○ 平成 30 年度に行われた薬価制度改革については、医薬品産業等への影響を検証の

上、次期薬価制度改革に向けて、中央社会保険医療協議会において検討が行われる。

○ こうした取組に加えて、審査の迅速化・質の向上や医薬品製造の生産性向上等に取

り組むことで、医薬品の研究から上市に至る過程を一貫して支援し、医薬品産業の振

興を着実に推進していく。

【医療機器産業の振興】

○ 医療機器については、臨床現場での使用を通じて製品の改良・改善が絶えず行われ

る等の特性を有していることを十分に踏まえて、臨床研究や承認審査に関する体制及

び制度を整備していくことが重要である。

政府全体では、関係府省が連携して、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）

を中心に「オールジャパンでの医療機器開発プロジェクト」を推進するとともに、国
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立研究開発法人産業技術総合研究所や国立医薬品食品衛生研究所などの専門支援機関、

地域の商工会議所などの地域支援機関等が連携して「医療機器開発支援ネットワーク」

を構築し、開発初期段階から事業化に至るまで切れ目ないワンストップ支援を行って

いる。

厚生労働省としては、「医療機器開発支援ネットワーク」の関係機関と連携・協力を

進め、医療機器の研究開発を行う全国 15 カ所程度の医療機関で、医療機器を開発する

企業人材を受け入れて研修等を実施し、開発人材の育成等を推進することで、医療機

器の実用化の支援を着実に推進していきたいと考えている。

○ 2014 年６月 27 日に公布・施行された「国民が受ける医療の質の向上のための医療

機器の研究開発及び普及の促進に関する法律」第７条の規定に基づく「国民が受ける

医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及のための基本計画」が 2016 年 5

月 31 日に閣議決定された。本基本計画については、地方公共団体における医療機器産

業の振興方策を検討する際の参考資料になるものと考えている。

【医療系ベンチャーの育成支援】

○ 我が国において、アカデミア等で発見された優れたシーズの実用化を促進するため

には、医療系ベンチャーを育てる好循環（エコシステム）を確立する必要があること

から、厚生労働大臣の私的懇談会である「医療のイノベーションを担うベンチャー企

業の振興に関する懇談会」において、そのための課題と対応方策について議論が行わ

れ、平成 28 年７月にその報告書がとりまとめられ、具体的な施策推進に当たっての提

言がなされた。

○ これを踏まえて、平成 29 年４月に、ベンチャー企業等の支援策の企画立案などの業

務を行う「ベンチャー等支援戦略室」を医政局経済課に設置するなど、体制整備を進

めている。

○ また、医療系ベンチャーが事業・開発のパートナーとのマッチングを行うためのイ

ベントである「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2018」を昨年 10 月に開

催するとともに、研究開発から実用化に至る各段階で生じた様々な課題などにきめ細

かな相談・支援を行うことができる体制を構築するための「ベンチャートータルサポ

ート事業」（MEDISO）を実施するなどの取組みを進めている。
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都道府県で対応頂く事項（依頼）

○ 今後とも国際競争力のある医薬品・医療機器産業の振興に向けて、施策の着実な推進

を図っていくこととしているので、都道府県においても、必要に応じてご協力をお願い

する。

また、医療系ベンチャーの振興については、従来より経済産業省や文部科学省などの

国の機関のほか、地方公共団体の商工担当部局や地域振興担当部局等において、取組が

進められているところである。

都道府県薬務主管課においても、医療系ベンチャーの更なる振興に向けて、関係部局

との連携を図りながら、引き続き積極的な対応をお願いする。なお、個別の企業からの

相談があった場合には、必要に応じて経済課をご紹介いただきたい。
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１．医薬品・医療機器産業の振興について

医薬品市場規模：約10.3兆円（H28年）＊１、世界市場の約６％（H29年）＊２

産業構造（H28年度）：資本金１億円以上の企業が全体の半数を占めている。
医療用医薬品売上高の集中度は、上位５社で約46％、上位10社で約60％、
上位30社で約85％を占めている。＊３

企業規模（H29年）：医薬品売上高で日本最大の武田薬品工業は世界20位。＊４＊５

海外進出：大手企業は海外進出を進めており、海外売上高比率が60％を超える企業もでてきている。＊６

研究開発：医薬品の研究開発には９～17年を要し、成功確率は約26000分の１。＊７

医薬品市場規模：約10.3兆円（H28年）＊１、世界市場の約６％（H29年）＊２

産業構造（H28年度）：資本金１億円以上の企業が全体の半数を占めている。
医療用医薬品売上高の集中度は、上位５社で約46％、上位10社で約60％、
上位30社で約85％を占めている。＊３

企業規模（H29年）：医薬品売上高で日本最大の武田薬品工業は世界20位。＊４＊５

海外進出：大手企業は海外進出を進めており、海外売上高比率が60％を超える企業もでてきている。＊６

研究開発：医薬品の研究開発には９～17年を要し、成功確率は約26000分の１。＊７

医療機器市場規模：約2.9兆円（H28年）＊１、世界市場の約7％（H28年）＊2

産業構造（H27年度）：資本金１億円未満の企業が60％近くを占めており、
資本金200億円以上の企業は約６%である。＊３

診断系機器と治療系機器に大きく分けると、一般的に治療系機器の方が市場規模が大きい。
a. 分野別市場規模（H28年）＊１：診断系機器 約5,958億円 治療系機器 約16,644億円
b. 平均成長率（H24年～28年）＊１：診断系機器 約-0.2％ 治療系機器 約5.9％

企業規模（H29年）：医療機器売上高で日本最大のオリンパスは世界19位

医療機器市場規模：約2.9兆円（H28年）＊１、世界市場の約7％（H28年）＊2

産業構造（H27年度）：資本金１億円未満の企業が60％近くを占めており、
資本金200億円以上の企業は約６%である。＊３

診断系機器と治療系機器に大きく分けると、一般的に治療系機器の方が市場規模が大きい。
a. 分野別市場規模（H28年）＊１：診断系機器 約5,958億円 治療系機器 約16,644億円
b. 平均成長率（H24年～28年）＊１：診断系機器 約-0.2％ 治療系機器 約5.9％

企業規模（H29年）：医療機器売上高で日本最大のオリンパスは世界19位

医薬品産業の現状医薬品産業の現状

医療機器産業の現状医療機器産業の現状

＊１ 厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」 ＊２ IQVIA ＊３ 厚生労働省「医薬品産業実態調査報告書」 ＊４ EvaluatePharma
＊５ 平成31年１月にアイルランドのシャイアーを買収したことにより、武田薬品工業は世界10位以内の規模に拡大 ＊６価証券報告書 ＊７ 日本製薬工業協会（2018年度）

＊１ 厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」 ＊２ Espicom ＊３ 厚生労働省「医薬品産業実態調査報告書」 ＊４ MPO Magazine

経済財政運営と改革の基本方針2017
～人材への投資を通じた生産性向上～（抄）

平成29年６月９日閣議決定

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（平成28年12月20日）に基づき、効能追加等に伴う市場拡大への
対応、毎年薬価調査・薬価改定、新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度のゼロベースでの抜本的見直し、費用
対効果評価の本格導入などの薬価制度の抜本改革等に取り組み、「国民皆保険の持続性」と「イノベーションの推
進」を両立し、国民が恩恵を受ける「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現する。（中略）
メーカーが担う安定供給などの機能や後発医薬品産業の健全な発展・育成に配慮しつつ、後発医薬品の価格帯を
集約化していくことを検討し、結論を得る。また、薬価調査について、個別企業情報についての機微情報に配慮しつつ、
卸売業者等の事業への影響を考慮した上で、公表範囲の拡大を検討する。安定的な医薬品流通が確保されるよう、
経営実態に配慮しつつ、流通の効率化を進めるとともに、流通改善の推進、市場環境に伴う収益構造への適切な対
処を進める。

これらの取組等について、その工程を明らかにしながら推進する。また、競争力の強い医薬品産業とするため、「医薬
品産業強化総合戦略」 の見直しを行う。（中略）

2020年（平成32年）９月までに、後発医薬品の使用割合を80％とし、できる限り早期に達成できるよう、更
なる使用促進策を検討する。バイオ医薬品及びバイオシミラーの研究開発支援方策等を拡充しつつ、バイオシミラー
の医療費適正化効果額・金額シェアを公表するとともに、2020年度（平成32年度）末までにバイオシミラーの品
目数倍増（成分数ベース）を目指す。

⑦薬価制度の抜本改革、患者本位の医薬分業の実現に向けた調剤報酬の見直し、薬剤の適正使用等

- 348-



医薬品産業強化総合戦略の主な改訂内容

● 我が国の医薬品産業について、長期収載品に依存するモデルから、より高い創薬力を持つ産業構造に転換するため、
「医薬品産業強化総合戦略」を見直し、革新的バイオ医薬品等の研究開発支援やベンチャー企業への支援、流通
改善に向けた取組を進める。

１ 日本発のシーズが生まれる研究開発環境の改善
○ がんゲノム医療推進コンソーシアムの構築による革新的な医薬品等の開発推進
○ データベース情報の解析を踏まえた戦略的な革新的シーズ開発の推進
○ 臨床研究・治験の患者向け公開データベースの整備

２ 薬事規制改革等を通じたコスト低減と効率性向上
○ 審査プロセスの予測性の高い開発支援型の「条件付き承認制度」や「さき
がけ審査指定制度」を制度化

○ ＡＩの活用による医薬品研究開発支援
○ リアルワールドデータの利活用促進（医療情報データベース（MID-
NET）を活用した医薬品安全対策の促進）

○ PMDAの体制整備

○ 新生産技術に対応した効率的な品質管理等のルールの策定
○ バイオ医薬品に関する人材の育成とＰMDAの体制整備

３ 医薬品の生産性向上（バイオシミラーを含む）と
製造インフラの整備

４ 適正な評価の環境・基盤整備
○ 最適使用推進等の各種臨床ガイドラインの整備
○ バイオシミラーの科学的評価、品質等の情報発信を含む、バイオシミラーの
使用促進

５ 日本発医薬品の国際展開の推進

○ 国際規制調和戦略の推進（日本規制の海外展開、途上国への規制ト
レーニングの提供）

○ 医薬品等の国際展開に向けた環境整備のための人材育成

６ 創薬業界の新陳代謝を促すグローバルなベンチャーの創出
○ 医療系ベンチャー相談等による規制と開発・評価の連携した支援
○ 医療系ベンチャー企業の人材育成、各種機関とのマッチング推進
○ ベンチャー創出に向けた金融市場の整備

７ 医療用医薬品の流通改善への一層の対応
○ 流通改善ガイドラインに基づく取組の推進

59.2億円（平成30年度49.1億円）

25.2億円（平成30年度23.1億円）

18.5億円（一部再掲）（平成30年度18.4億円）

2.5億円（一部再掲）（平成30年度2.8億円）

19.5億円（一部再掲）（平成30年度19.3億円）

5.8億円（平成30年度5.8億円）

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（研究開発税制）の延長・拡充
（所得税、法人税、法人住民税）

研究開発税制について、次の見直しを行う。研究開発税制について、次の見直しを行う。

１．大綱の概要

２．見直しの内容

上乗せ措置
（時限措置）

本体（恒久措置）

① 控除率について、試験研究費の増加インセンティブを強化
② 試験研究費割合が10％を超える企業について、控除率を上乗せする仕組みの創設【２年間時限】
③ スタートアップベンチャー企業（※）について、控除上限を40％（現行25％）に引上げ
（※）設立後10年以内の法人のうち、当期において翌期繰越欠損金額を有するもの

【Ａ 総額型】 控除額 ＝ 試験研究費の総額×６～14％

【Ｂ オープンイノベーション型】控除額 ＝ 特別試験研究費の額×20～30％

【控除上限】

B:５％→10%

【控除額】

A:25%
（40％）

① 総額型の控除上限の上乗せ措置を２年間延長
（※）売上高に対する試験研究費割合が10％を超える場合、控除上限を最大10％上乗せできる仕組み
② 高水準型を総額型に統合（２年間の時限、Ａ②参照）

【Ａ’ 】

■ 法人税額から試験研究費の一部を控除できる制度
■ 法人税額の最大40％→最大45％（スタートアップベンチャーは最大60％）

Ａ’ :10%
（上乗せ）

（※）大企業への委託研究の要件
イ．委託に基づき行う業務が、受託者において試験研究に
該当すること

ロ．委任契約等において、成果を委託法人が取得することと
していること

ハ．委託する試験研究が基礎研究又は応用研究に該当
するか、受託者の知的財産等を利用するものであること

ニ．委任契約等において、試験研究の類型等一定の事項
が定められていること

① 大企業に対する委託研究（※）を対象に追加（控除率20％）
② 研究開発型ベンチャー企業との共同・委託研究について、控除率を25％
（現行20％）に引上げ

③ 控除上限を10％（現行５％）に引上げ
④ 薬機法改正を前提に、特定用途医薬品等に関する試験研究を対象に追加
⑤ 大学等との共同研究について、研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者
の人件費の適用を明確化

（総額型の見直し（①）と新たな上乗せ措置（②））

（総額型の控除上限の上乗せ措置）
・上乗せできる割合＝（試験研究費割合-10）×２
試験研究費
割合

11％ 12％ 13％ 14％ 15％
上乗せ分 2％ 4％ 6％ 8％ 10％
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薬価制度の抜本改革

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（Ｈ２８.１２）に基づき、「国民皆保険の持続性」と「イ
ノベーションの推進」を両立し、 「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現。

薬価制度の抜本改革に係る影響額は、国費３００億円程度。

新薬創出等加算の抜本的見直し

新 薬新 薬

・対象品目：革新性・有用性に着目して絞り込み（約920品目*→約540品目）

・企業指標：企業指標（革新的新薬の開発等）の達成度に応じた加算
* 現行制度が継続した場合

効能追加等による市場拡大への速やかな対応
・対象：350億円以上*

・頻度：年４回（新薬収載の機会）
* 市場拡大再算定ルールに従い薬価引下げ

外国平均価格調整の見直し

・米国参照価格リスト
：メーカー希望小売価格 → 公的制度の価格リスト

費用対効果評価の導入
・試行的実施

：対象13品目の価格調整を平成30年4月実施

・本格実施
：技術的課題を整理し平成30年度中に結論

長期収載品・後発品長期収載品・後発品

長期収載品の薬価の見直し
・対象：後発品の上市後、10年を経過した長期収載品

・見直し方法：後発品の薬価を基準に段階的に引下げ
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後発品価格の集約化
・対 象：上市から12年が経過した後発品

・価格体数：１価格帯を原則

新薬のイノベーション評価の見直し
・加算対象範囲（類似薬のない新薬）

：営業利益への加算 → 薬価全体への加算
（製造原価の内訳の開示度に応じた加算率の設定）
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厚生労働省の医療系ベンチャー企業の振興方策について
医薬品・医療機器分野のベンチャー（医療系ベンチャー）を育てる好循環（ベンチャーのエコシステム）の確立に向
け、「医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談会」を2015年12月より開催し、2016年７月
に報告書が取りまとめられた。

報告書における提言内容を実行するため、体制の整備や予算等の措置を行い、医療系ベンチャーを支援するための
各種の取り組みを推進している。

エコシステムを醸成する制度づくり エコシステムを構成する人材育成と
交流の場づくり

「オール厚労省」でのベンチャー
支援体制の構築

革新的医療機器の早期承認制度を
施行（平成29年7月）
革新的医薬品の早期承認制度の導
入を施行（平成29年10月）
H30年度薬価制度改革において、ベ
ンチャー企業の特性を踏まえたイノベー
ション評価等を導入
革新的医療機器・再生医療等製品
の承認申請にかかる相談料・審査手
数料に係る減免措置を実施

平成29年度以降、予算事業として、
以下を実施

• 大手企業等のキーパーソンとベン
チャーのマッチングに資するイベント
「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サ
ミット」 を開催

• ベンチャー企業等からの相談応需
の事業（ベンチャートータルサポート
事業）を実施

医政局経済課にベンチャー等支援戦
略室を設置（平成29年４月）
ＰＭＤＡにイノベーション実用化支
援業務調整役（部長級）を配置
支援施策について検証するとともに、よ
り効果的な事業のあり方について意見
を聴取し、今後の施策に反映させるた
め、 「医療系ベンチャー振興推進会
議」を開催 等

報告書における振興方策のための３つの柱と、具体的な取り組み

振興方策を強化するための取組

平成29年度より行う「ベンチャートータルサポート事業」を拡充し、新たに、有望なシーズに関する市場性調査を実施するとともに、知的
財産の保護方法等に関する研修プログラムの策定等により、実用化のための事業戦略づくりを支援する。
また、医療系ベンチャー振興推進会議において、施策効果の検証等を行い、次年度以降の施策立案につなげていく。

2

・ ベンチャー振興において、エコシステム（好循環）の形成はもっとも重要な課題。

・ 特に医療系ベンチャーにとっては、大手製薬・医療機器企業等の事業・開発のパートナーを獲得する

ことは死活問題。

・ しかし、日本の現状では、医療系ベンチャーに関わる人的ネットワークが分散しているという課題が

ある。

・ 大手企業、金融機関、研究機関、医療機関等のキーパーソンとベンチャーのマッチングに

資するイベント「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット」を開催する。

今年度は、「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット２０１８」を１０月１０日（水）～１２日（金）にパシフィコ横浜
にて開催。

ベンチャー企業、アカデミア等による出展（８０ブース、１０５団体）やシンポジウム、ミートアップなどのイベント
を実施。

同時開催の 「Bio Japan2018」「再生医療ジャパン2018」と合わせて、３日間で延べ１６，０３９人が来場。

課

題

対
応

医療系ベンチャーサミットの開催について
平成３１年度予算案

１２９，２６４千円（１２３，３１０千円）
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「MEDISO」 総合ポータルサイト

医療系ベンチャー企業等にアドバイスを行うメンターとなる人材（以下、サポーターと称する）と各ベンチャー企業のニーズに応じたマッチ
ングの推進は、ベンチャー育成のためのエコシステムの確立に向けて大変重要となる。そのため、多様な分野の専門家を「サポーター」とし
て登録し、医療系ベンチャー企業等からの相談対応・支援体制を構築する。
相談対応窓口となるオフィスを「日本橋ライフサイエンスビルディング」に開設。専用のポータルサイト「MEDISO」を構築し、相談の受付
や情報提供などを実施する。相談案件は常勤サポーターが精査した上で、ケースによってサポーター面談設定やマッチング、支援計画作
成、VC等へのプレゼン資料作成支援等、あらゆる相談に対してワンストップで支援。フォローアップも行う。

医療系ベンチャー・トータルサポート事業 事務局
相談受付

「MEDISO」 総合
ポータルサイトを通じ
て相談を受付
（電話・メールも活用）

相談受付、
情報提供等
※詳細は後述

常勤サポーターによ
る相談内容精査

支援対象となる
ベンチャー企業
等

相談カルテに
整理

サポーター面談、
マッチング

非常勤サポーター（法規制対
応、マーケティング、事業計画、
資金調達、経営戦略、知財戦
略、国際展開等の専門家）

事務局の機能
相談受付、内容の精査
支援計画作成、面談設定、マッチ
ング、プレゼン資料作成支援
有望なシーズに対する市場調査、
知財調査等

相談

情報提供

支援対象
発掘

総合的な
支援 ベンチャー企業等に対しワンストップで総合的な支援を実施

プレゼン資料
作成支援

ケースにより
面談等に
対応

医療機器開発支援ネットワーク（ＭＥＤＩＣ）、医療系ベンチャー振興推進会議等と連携

医療系ベンチャー・トータルサポート事業事務局における相談対応・総合的支援の概要

医療系ベンチャー・トータルサポート事業 平成３１年度予算案
４４２，１７６千円（４４２，１７６千円）

https://mediso.mhlw.go.jp/

Copyright (C) MEDISO Medical Innovation Support Office

相談者 件数

ベンチャー企業 91件

アカデミア 20件

その他
（アカデミアを除く個人等）

29件

合計 140件

製品等 件数

医薬品 43件

医療機器 62件

再生医療等製品 20件

その他
（CRO等）

25件

合計 150件

相談者属性内訳 相談製品内訳

相談実績と相談事例（2018年2月5日～2018年12月31日）

STEP のべ件数

STEP1.問合受付 150件

STEP2.事前面談 116件

STEP3.サポーター面談 62件

STEP4.フォローアップ 62件

STEP別件数内訳

（集計期間：2018年2月5日~12月31日）

（集計期間：2018年2月5日~ 12月31日）

（集計期間：2018年2月5日~ 12月31日）

受付年月 相談事例1（2018年8月） 相談事例2（2018年8月）

相談者属性 ベンチャー企業 ベンチャー企業

相談製品種別 医療機器 医薬品

相談内容分類 法規制対応、保険収載 法規制対応、マーケティング、保険収載、事業計画

相談内容 • 開発を進める上での薬事戦略
• 承認のために必要な実験データについて

• ライセンスアウトするまでの全体の事業戦略
• 医師主導治験を実施するうえでの注意点について

支援内容 • 該当するクラス分類がないため、新医療機器として新たに機
能区分を設ける薬事戦略が必要と助言。早期のRS戦略相談
を提言。今後、RS戦略相談の為の準備を支援予定。

• 新素材であるため、安全性、毒性データが求められると考えら
れ、併用する薬剤の種類のあらゆる組み合わせでの安全性
の証明を要求される可能性が高いことを助言。

• Target Product Profile（TPP）を明確にしておくことの重要性を助
言。TPPに含める内容を助言。

• ライセンスアウト先の企業例、必要な準備、アプローチ方法等に
ついて助言。

• 医師主導治験につき、デメリットや医師を選定する上での注意点
につき、助言。

（MHLW）
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出前相談会・地域サポーター募集会の開催

開催地 連携パートナー
北海道 ノーステック財団と共催（次年度開催予定）
宮城県 臨床研究中核病院（東北大学病院）と共催予定（3/9）
愛知県 中小企業基盤整備機構等の協力 （12/12：実施済）
京都府 KRP（京都リサーチパーク）の後援で開催（8/1：実施済）
大阪府 関西広域連合と共催、大阪府協力（11/26：実施済）
岡山県 臨床研究中核病院（岡山大学病院）と共催予定（1/31）
福岡県 福岡県の協力（11/20：実施済)
沖縄県 沖縄県の協力（3月上旬で調整中）

11 全国で連携パートナーとの共催を想定全国で連携パートナーとの共催を想定

時間 プログラム 内容

180分
（各60分）

企業相談
（事前予約制）

6企業程度を想定（2ブース×3回転）
各回60分程度

60分～
120分

企業相談
（飛び込み枠）

4～8企業程度を想定（2ブース×2～4回
転） 各回30分程度

22 出前相談会・サポーター募集会プログラム案出前相談会・サポーター募集会プログラム案

２つの相談ブースを設け、常勤・非常勤サポーターを配置。1企業

あたり60分相談×3企業で、6企業分の相談対応（事前予約制）。

可能であれば当日飛び込み相談枠を確保。

加えて地方在住の非常勤サポーター発掘のために、相談事例紹

介と募集のための説明会を実施。

各地方でのネットワーキングの強化のため、自治体・臨床研究中

核病院など、連携パートナーとの共催を想定。

全国複数箇所でアカデミア・ベンチャー企業等を対象とした「出前相談会」を開催し、地方発シーズの実用化を支援。
各地の支援機関等と連携し、地域の実態を踏まえた支援と課題解決を行う。
さらに地域の新規サポーターを発掘し、地域の支援体制を充実させる。

時間 プログラム 内容

20分 事業概要説明 医療系ベンチャー・トータルサポート事業
の事業内容等の説明

10分 サポーター募集案
内・説明

地方在住サポーター発掘のため、サ
ポーター応募情報提供

【出前相談会】

【サポーター募集関連】

（MHLW）

Copyright (C) MEDISO Medical Innovation Support Office

ベンチャートータルサポート事業の拡充案（H31年度～） ： ベンチャーへの人材交流の推進

医療系ベンチャー振興のボトルネック ＝ 医療系ベンチャーへの人材流動を阻む壁

課
題

医療系の主要ベンチャーキャピタルからの意見（抜粋）

医療系ベンチャー企業への短期交流を実施することにより、有用な人材を確保
① 大学から医療系ベンチャーへのインターン制度の構築、マッチングの場の提供、ガイドラインや啓発資料の作成とメンタリングの実施

② 大企業から医療系ベンチャーへの短期間の出向のための調整（給与は大企業が負担）、マッチングの場の提供、出向者へのメンタリング

解
決
策

メリット

社員のセカンドキャリアに向けた準備

新事業ヒント

医療系

ベンチャー
企業

メリット

経験豊富な人材の確保

マンパワーの確保

業界コネクション、知見の入手

インターン

出向

メリット
キャリア考察

製品化への知見還流

②大企業

経営人材、専門人材（薬事等）

①アカデミア

学生（医歯薬看護系・その他）

医療従事者、教員・研究者

（出所）「医療系ベンチャー・トータルサポート事業に対する調査等」調査結果より抜粋

「ベンチャー企業では医療系の知識を持った人材確保が難しい」
「ベンチャーで活躍できる人材が大企業には多数いるが、企業の中核を任されていることが多く、なかなか外に出てこない」
「大企業には社内に必要な人員を絞っていただき、医療系ベンチャー企業へ人材を流して欲しい」
「医薬業界内部の人材を対象に、ベンチャー企業への転職を促すような政策を行って欲しい」

医療系のアカデミア／支援機関等からの意見（抜粋）

「ベンチャー企業に必要なプロジェクトマネジメントのできる経営人材、再生医療等専門人材の確保が難しい」
「ベンチャー企業には業界とのネットワークを構築し、自社の価値をプレゼンテーションできる能力が必要である」
「アカデミアのオープンポジション（学外に出ることが可能なポジション）が少ないことにより、人材流動性が乏しい」
「起業や産業界での経験をアカデミックキャリアとして評価し、アカデミアと産業界におけるキャリアパスの複線化を促してほしい」

（MHLW）
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２．後発医薬品の使用促進について

現状等

○ 後発医薬品の使用促進については、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資する

ものであり、極めて重要な施策である。

○ 後発医薬品の数量シェア目標については、平成 27 年６月の骨太の方針 2015 におい

て、2020 年度（平成 32 年）末までの間のなるべく早い時期に 80％以上とするとされ

ていたところ、この目標の達成時期については、平成 29 年６月の骨太方針 2017 にお

いて、2020 年（平成 32 年）９月までと決定された。

○ 後発医薬品の数量シェアについては、これまでの取組によって、医薬品価格調査（薬

価本調査）の速報値では、2018 年（平成 30 年）９月に 72.6％に到達しており、着実

に上昇してきているが、地域によるばらつきが見られる。

○ このため、平成 31 年度予算案においては、「後発医薬品の安心使用促進のための協

議会」（都道府県協議会）の運営や「汎用後発医薬品リスト」の作成などに関する事

業を実施するとともに、特に後発医薬品の使用促進が進んでいない都道府県を重点地

域として指定し、各地域における個別の問題点の調査・分析などを行うための経費を

引き続き計上した。

※ 都道府県協議会等の都道府県向け委託費

平成 30 年度予算 180 百万円 → 平成 31 年度予算案 183 百万円

都道府県で対応頂く事項（依頼）

○ 後発医薬品の更なる使用促進のためには、地域の実状に応じたきめ細かな取組が重

要であり、都道府県においては、引き続き、都道府県協議会を中心に、使用促進に向

けた取組を進めていただくようお願いする。

○ その際、地域の医師会や薬剤師会等との連携に加え、医療費適正化に関わる関係

者との連携も重要となるため、都道府県協議会と保険者協議会を合同で開催するなど

関係者の連携をお願いする。（都道府県協議会を休止している都県においても、保険

者協議会との合同開催など、地域の実状に合わせた活動再開をお願いする。）

○ 特に、①市区町村又は保健所単位レベルでの協議会の設置、②「汎用後発医薬品リ

- 354-



スト」（※）の作成については、地域の実状に応じた取組が進むことが期待されるこ

とから、積極的な取組をお願いする。

※ 地域の医療機関や薬局における後発医薬品の採用に資するよう、地域の中核的な

役割を果たす医療機関で採用されている後発医薬品をまとめたリスト

○ また、日本ジェネリック製薬協会の協力を得て体制を構築している医師等を対象と

する後発医薬品の工場視察については、後発医薬品の品質に関する医師の理解促進策

の一つとして極めて有意義と考えられることから、本枠組を活用した積極的な取組を

お願いする。

○ このほか、後発医薬品の更なる使用促進を図るためには、地域における後発医薬品

の使用割合を決定する要因を分析し、その課題を明確化するなど、きめ細やかな対応

を行うことが必要であると考えられることから、保険者等と連携して、保険者の保有

する分析ツールを活用するなど、積極的な取組をお願いする。
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注）「使用割合」とは、後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の使用割合をいう。

後発医薬品の使用割合の推移と目標

⑦薬価制度の抜本改革、患者本位の医薬分業の実現に向けた調剤報酬の見直し、薬剤の適正使用等
2020年（平成32 年）９月までに、後発医薬品の使用割合を80％とし、できる限り早期に達成できるよう、

更なる使用促進策を検討する。

「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）（抄）

32.5%
34.9% 35.8% 39.9%

46.9%

56.2%
65.8%

72.6%

20%

40%

60%

80%

H17.9 H19.9 H21.9 H23.9 H25.9 H27.9 H29.9 H30.9 H31 H32.9

目標
80%

厚生労働省調べ

２．後発医薬品の使用促進について

注１） 保険薬局で、レセプト電算処理システムで処理された調剤レセプトのデータをもとに分析したものであり、院内処方（入院、院内調
剤）及び紙レセプトを含まない数値である （出典：「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省保険局調査課）） 。

注２） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注３） 新指標とは、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を分母とした後発医薬品の数量シェア（「後発医薬品のさらなる使用
促進のためのロードマップ」で定められた目標に用いた指標）。
旧指標とは、全医療用医薬品を分母とした後発医薬品の数量シェア（平成19年に「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラ
ム」で定められた目標に用いた指標）。
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【年度別推移】

「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」における後発医薬品割合
（数量ベース）

【月別推移】
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「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」における都道府県別後発医薬品割合
（平成３０年８月）
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注１） 保険薬局で、レセプト電算処理システムで処理された調剤レセプトのデータをもとに分析したものであり、院内処方（入院、院内調剤）及び紙レ

セプトを含まない数値である （出典：「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省保険局調査課）） 。

注２） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注３） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注４） 後発医薬品の数量シェア（置換え率）＝〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）

（数量ベース）

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進のための取組
（平成31年度予算案）

○後発医薬品の使用促進対策費（医政局） ２１２百万円 （２１２百万円）
後発医薬品の使用を促進するため、都道府県協議会において後発医薬品使用促進に係る具体的な事業を検討・実施す
るとともに、パンフレットの作成等による普及啓発活動や「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」のモニタリ
ングを実施するとともに、後発医薬品の使用促進が進んでいない都道府県10カ所を重点地域として指定、各地域における
問題点を抽出、それらの解決方策を検討・実施する。

○後発医薬品品質情報提供等推進費（医薬・生活衛生局） ９７百万円 （ ９６百万円）
後発医薬品の品質の信頼性の向上を図るため、「ジェネリック医薬品品質情報検討会」において、学会等での発表・研究

論文や（独）医薬品医療機器総合機構のジェネリック医薬品相談窓口に寄せられた医療関係者等からの後発医薬品の品質
に関する意見・質問・情報等について、品質確認検査の実施方針の決定や検査結果等の学術的評価を一元的に実施し、有
効成分ごとに品質情報を体系的にまとめた情報集（ブルーブック）等を公表することにより、医療関係者における後発医薬品
の品質に対する懸念の解消を図る。

○後発医薬品品質確保対策費（医薬・生活衛生局） ２２６百万円 （２１７百万円）
後発医薬品の品質の信頼性の向上を図るため、市場に流通する後発医薬品の品質確認検査を実施し、その検査結果を

積極的に公表する。また、バイオシミラーについても、今後新たな製品が上市されることや品質に対する信頼性の向上の必
要性から、本事業の対象とする。

○診療内容及び薬剤使用状況調査費（保険局） ４百万円 （ ４百万円）
欧米諸国における後発医薬品の使用に関する医療保険制度の実態や動向等の調査研究を行う。

○後発医薬品使用状況調査経費（保険局） １３百万円 （ １３百万円）
厚生労働省が行う後発医薬品の使用促進策により、保険医療機関における後発医薬品の使用状況や医師の処方、保険
薬局に おける後発医薬品の調剤状況などがどのように変化したか等を調査するとともに、医師、薬剤師及び患者の後発
医薬品に対する意識の調査等を行う。

計 ５．５億円（５．４億円）
※ （ ）内金額はH30’予算額。
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※ うち、都道府県協議会等の都道府県向け委託費 １８２，８８９千円 （１８０，２５７千円）

○協議会運営経費
・都道府県協議会の設置・運営に関する経費

○普及啓発等事業実施経費
・後発医薬品の工場視察、地域の実状に応じた普及啓発に関する経費

○採用基準・汎用後発医薬品リスト普及経費
・中核的な役割を果たす医療機関で採用されている後発医薬品をまとめたリストの作成に関する経費

○地区協議会事業経費
・地区協議会の設置・運営、普及啓発に関する経費

○重点地域使用促進強化事業経費
・重点地域における問題点の調査・分析、モデル事業の実施に関する経費

○後発医薬品の使用促進対策費
後発医薬品の使用を促進するため、都道府県協議会において後発医薬品使用促進に係る具体的な事業を検

討・実施するとともに、パンフレットの作成等による普及啓発活動や「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマッ
プ」のモニタリング等を引き続き実施する。また、平成３２年９月までに後発医薬品シェア８０％目標を達成するた
め、さらなる後発医薬品の使用促進策の強化として、これまで実施してきた取組に加え、特に後発医薬品の使用促進
が進んでいない都道府県を重点地域として指定し、各地域における問題点を抽出、それらの解決方策を検討・実施な
どにより使用促進を図る。

後発医薬品の使用促進対策費
平成３１年度予算案２１１，９３４千円 （２１１，７３５千円）

日本ジェネリック製薬協会 工場見学候補

この他にも、個別に対応が可能な場合もあるので、日本ジェネリック製薬協会にご相談ください。
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３．医療用医薬品・医療機器の流通改善について

現状等

○ 医療用医薬品の流通については、自由かつ公正な競争の確保とともに、公的医療保

険制度下における取引の透明性・公正性を図る観点から、長期にわたる未妥結・仮納

入や総価契約などの取引慣行の改善に向けて、関係者による取組が行われてきたとこ

ろである。

○ これまで「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」（流改懇）において、平成19

年９月に「医療用医薬品の流通改善について（緊急提言）」、平成27年９月に「医療

用医薬品の流通改善の促進について（提言）」を取りまとめ、その内容に沿って一次

売差マイナスの解消、未妥結・仮納入の改善、単品単価取引の推進といった課題の改

善に向け、取組を進めている。

○ さらには、平成 29 年 12 月に中医協で了承された「薬価制度の抜本改革について 骨

子」では、毎年薬価調査、毎年薬価改定が実施される平成 33 年度（2021 年度）に向

けて、安定的な医薬品流通が確保されるよう、国が主導して流通改善に取り組むこと、

また、流通改善に向けた改革の方向性として、流通関係者が取り組むべきガイドライ

ンを作成し、遵守を求めていくとともに、診療報酬上の対応を検討するとされた。

○ これを受けて、昨年１月に、国が主導して流通改善の取組を加速するため、「医療

用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」（流通改善ガイ

ドライン）を発出し、昨年４月から適用している。流通改善ガイドラインに則した取

組の推進により、今年度上期においては、一次売差マイナスの縮小や単品単価契約率

の増加など、流通上の課題について一定の改善が見られたところである。

○ 医療機器の流通については、「医療機器の流通改善に関する懇談会」で取りまとめ

た「医療機器のコード化に関するとりまとめ」（平成23年６月）の更なる推進など、

流通の効率化に引き続き取り組んでいく。

〇 また、新元号の施行に伴う10連休における医療提供体制を確保するため、都道府県

知事宛ての通知を本年１月15日付けで発出し、連休中の医療提供体制を把握するとと

もに、医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して周知するよう依頼した。
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都道府県で対応頂く事項（依頼）

○ 現行薬価制度は、薬価調査によって市場実勢価を的確に把握することを前提に成り

立っており、医薬品の価値に見合った価格が医薬品ごとに決定されることが重要であ

る。都道府県においては、引き続き、所管する病院に伝達いただくとともに、病院か

ら相談があった場合に対応いただくなど、早期妥結、単品単価契約の推進等に向けた

取組への働きかけをお願いする。

○ また、管区内の市区町村に対しても、運営する病院に早期妥結、単品単価契約の推

進等に向けた取組を周知いただくようお願いする。

〇 10連休における医療提供体制の確保については、１月に発出した通知の通り、地域

内の医療提供体制に関する情報の把握や、医療関係者、卸関係者、住民等への周知な

どによる、10連休中の医療提供体制の確保に向けた取組をお願いする。
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医療用医薬品の流通改善について
○流通改善の必要性
●公的医療保険で使用する医薬品の償還価格である薬価は、医薬品の価値に見合った市場実勢価格を反映させること

を前提として、適正な市場実勢価格の形成が必要。

※現行薬価制度においては、医療保険から医療機関／保険薬局に支払われる際の医薬品の価格が、「薬価基準」と
して銘柄別に定められている。この薬価基準で定められた価格は、卸が医療機関／保険薬局に対して販売する価
格（市場実勢価格）を調査（薬価調査）し、その結果に基づき改定される。

●このため、薬価調査（市場実勢価格）の信頼性の確保（＝未妥結・仮納入の是正）、銘柄別薬価収載の趣旨を踏まえた
個々の医薬品の価値に見合った合理的な価格が形成されること（＝総価取引の是正）が必要。

【川上の問題】 【川下の問題】

仕切価が高い
割戻・アローアンスが大きい

一次売差マイナス
（納入価＜仕切価）

仕切価・割戻の提示が遅い
アローアンスが期末に提示される

価格未妥結・仮納入

総価取引

製造販売業者 卸売業者 医療機関/保険薬局

流通改善の必要性

３．医療用医薬品・医療機器の流通改善について

薬価制度の抜本改革について 骨子（抄）

平 成 2 9 年 1 2 月 2 0 日
中央社会保険医療協議会
了 承

２．毎年薬価調査、毎年薬価改定
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、２年
に１度の薬価改定の間の年度（薬価改定年度）において、全ての医薬
品卸から、大手事業者を含め調査対象を抽出し、全品目の薬価調査を
実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。

○ 対象品目の範囲については、平成33年度（2021年度）に向けて※、
安定的な医薬品流通が確保されるよう、国が主導し、単品単価契約、
早期妥結、一次売差マイナスの是正等を積極的に推進し、流通改善に
取り組むことにより、薬価調査が適切に実施される環境整備を図りつ
つ、国民負担の軽減の観点から、できる限り広くすることが適当であ
る。

※ 平成31年（2019年）は、消費税率の引上げが予定されており、全品目の薬価改定が
行われるため、薬価改定年度の最初の年は平成33年度（2021年度）となる。
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＜ガイドラインに係る事項＞

○ 流通改善の取組を加速するため、まずは、医薬品メーカー、卸売業者、医療機関、
保険薬局が取り組むべきガイドラインを作成し、遵守を求めていくこととし、当該
ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入れるなど、診療報酬等に
おける対応を検討する。

＜保険制度以外の総合的な取組＞

○ 安定的な医薬品流通を確保するため、バーコード表示の推進、共同配送の促進、
医薬品メーカー・卸売業者・医療機関等との間のモデル契約書の作成等、流通の効
率化をさらに進めていく。

医療用医薬品の流通改善への対応

改革の方向性

平成29年12月20日
中医協薬価専門部
会 資 料 （ 抜 粋 ）

○ ２年に１回行われる薬価調査の間の年に調査・薬価改定を行うことを考慮すれば、これまで
以上の流通改善の推進、調査のための環境整備が必要。
○ これまで流通改善については流通当事者間の取組として進めていたが、今後は国が主導し、
流通改善の取組を加速するため、関係者が取り組むガイドラインを作成し、遵守を求めていく。

○ 医療用医薬品製造販売業者と卸売業者との関係
において留意する事項
・ 一次売差マイナスの解消に向けた適正な最終原価の
設定

○ 卸売業者と医療機関・保険薬局との関係において
留意する事項
・ 早期妥結と単品単価契約の推進
・ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉の是正

○ 流通当事者間で共通して留意する事項
・ 返品条件について事前に当事者間で契約を締結

○ 流通の効率化と安全性の確保
・ 頻回配送・急配等について当事者間で契約を締結

○ 厚生労働省の関与
• 相談窓口を設置し、主な事例を流改懇に報
告及びウェブサイトに掲載

• 特に安定的な医薬品流通に悪影響を及ぼす
ような事案については、直接、ヒアリング等を実施

○ 単品単価契約の状況確認
• 流改懇に報告を行うとともに、中医協に報告

○ 未妥結減算制度の見直し
• 本ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結
減算制度」に取り入れる診療報酬上の対
応などを検討

医療用医薬品流通関係者が留意する事項 実効性確保のための取組

経 緯

医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン 概要
平成30年１月23日 医政局長・保険局長 連名通知
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未妥結減算の見直し

第１ 基本的な考え方
薬価調査が適切に実施される環境整備を図るため、「流通改善ガイドライン」を踏まえ、

初診料、再診料及び調剤基本料等に係る未妥結減算制度を見直す。

第２ 具体的な内容
１．妥結率が低い保険薬局及び許可病床数 200 床以上の病院における、初診料、再診料

及び調剤基本料等の減算の取扱いを以下のとおり見直す。

(1) 「流通改善ガイドライン」に基づき、①原則として全ての品目について単品単価契約と
することが望ましいこと、②医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉を慎むことを理
念として明記する。

(2) 保険薬局及び許可病床数 200 床以上の病院に対し、「単品単価契約率」及び「一律値
引き契約に係る状況」等に係る報告を求め、報告を行わなかった場合の減算を設ける。

(3) 妥結率の報告に係る取扱いについて、保険薬局及び病院の負担軽減の観点から、厚
生局への報告時期を現在の10 月の1 ヶ月間から10～11 月の２ヶ月間に変更する。

２．保険薬局の調剤基本料等について、簡素化も考慮し、未妥結減算及びかかりつけ薬
剤師・薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない場合の減算を統合する。

平成30年1月24日
中医協総会
総－１抜粋

（流通改善ガイドライン第１の２（１）関係）
○ 一次売差マイナスの解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療
機関・保険薬局との川下取引の妥結価格（市場実勢価）水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原
価を設定すること。

○ 割戻し（リベート）については流通経費を考慮した卸機能の適切な評価、アローアンスのうち仕切価を修正するよう
なものについては仕切価への反映による整理を行うとともに、契約により運用基準を明確化すること。

○平成30年度上期において、仕切価の水準は上昇、割戻し等の水準は縮小。納入価の水準の上昇により、
一次売差マイナスは縮小。

一次売差マイナスの解消、適切な仕切価・割戻し等の設定
平成30年12月7日

流改懇（第28回）資料１
（抜粋）
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24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
上期

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
上期

82.9% 99.0% 97.4% 99.6% 99.2% 99.8% 92.3% 49.1% 92.4% 94.2% 100.0% 93.5% 100.0% 95.9%

200床以上の病院 調剤薬局チェーン

（20店舗以上）
全品総価（一律値引） 3.3 3.0 2.0 1.4 1.6 1.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
全品総価（除外有） 6.8 10.5 8.1 7.3 5.6 4.9 2.5 12.6 6.2 2.5 3.5 2.9 2.3 0.3
単品総価（品目ごと値引） 28.5 33.1 36.8 38.7 35.1 37.6 12.8 25.1 30.3 38.0 33.6 36.5 35.3 3.2
単品単価 61.4 53.4 53.1 52.6 57.7 56.2 84.4 62.2 63.3 59.4 62.8 60.6 62.3 96.5

61.4 53.4 53.1 52.6 57.7 56.2 84.4 62.2 63.3 59.4 62.8 60.6 62.3 96.5 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

※妥結率は、各
年度の3月末
（30年度は９月
末）の 妥結状
況調査結果

※５卸売業者の
売上高による加
重平均値

（単位：％）

(妥結率)

単品単価取引の状況

24.6%

43.5%

49.6%

81.5%
65.1%

73.5% 72.6%

98.4%

24.0%

92.6%

76.2%

97.4%

64.0%

97.1%

76.9%

99.8%

20.5%

93.1%

67.9%

97.8%

59.3%

97.7%

71.5%

99.9%

15.0%

91.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

6月 9月 12月 翌年3月 翌年6月 翌年9月 翌年12月 翌々年3月

平成24年改定 平成26年改定

平成28年改定 平成30年改定

データ
厚生労働省

妥結率の推移
（平成24-25 , 26-27 , 28-29 , 30-31年度）

SKUVT
テキスト ボックス
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医療機関設置主体別価格妥結状況（200床以上の病院） （単位：％）

価格妥結状況調査結果概要（平成３０年度９月取引分まで）

設 置 者

妥 結 率

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

H27.6 H27.9 H27.12 H28.3 H28.6 H28.9 H28.12 H29.3 H29.6 H29.9 H29.12 H30.3 H30.6 H30.9 H30.12 H31.3

病 院 (2,631) 37.8 95.5 56.5 99.6 19.7 95.3 45.5 99.2 32.2 97.1 49.5 99.8 10.0 92.3 

1 国（厚生労働省）(10) 100.0 100.0 100.0 100.0 83.9 100.0 45.1 100.0 35.4 100.0 30.6 100.0 36.8 99.6 

2 国（(独)国立病院機構）(132) 98.1 100.0 98.5 100.0 96.2 100.0 17.4 100.0 16.6 100.0 75.8 100.0 6.4 99.8 

3 国（国立大学法人）(42) 36.5 95.8 43.9 100.0 26.5 98.1 37.5 100.0 26.7 97.8 29.8 100.0 13.6 97.4 

4 国（(独)労働者健康安全機構）(30) 80.8 100.0 93.3 99.4 65.1 99.4 15.7 100.0 15.2 100.0 70.0 100.0 5.3 99.3 

5 国（国立高度専門医療研究ｾﾝﾀｰ）(8) 97.6 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 4.5 100.0 4.9 100.0 76.0 100.0 4.6 100.0 

6 国（(独)地域医療機能推進機構）(36) 98.5 99.2 98.2 100.0 91.5 99.3 99.3 100.0 99.3 100.0 99.8 100.0 92.4 99.9 

7 国（その他）(6) 57.3 100.0 54.9 100.0 51.7 100.0 55.9 100.0 40.7 99.7 60.6 100.0 38.8 100.0 

8 都道府県 (110) 37.1 99.4 48.8 100.0 29.4 94.9 46.5 99.7 36.4 99.3 41.0 100.0 24.8 97.3 

9 市町村 (243) 21.6 95.8 45.3 98.6 12.4 96.7 40.6 99.8 21.4 97.4 37.4 99.7 8.1 96.3 

10 地方独立行政法人 (74) 20.5 92.4 42.2 100.0 18.2 93.7 36.8 100.0 24.3 95.0 34.3 100.0 10.8 88.0 

11 日 赤 (69) 10.4 95.7 28.9 98.9 2.3 94.6 22.5 97.9 12.2 96.7 20.6 99.3 2.4 91.3 

12 済生会 (48) 11.3 98.1 38.7 97.2 3.1 97.2 38.3 99.7 14.0 98.0 31.5 100.0 2.0 92.1 

13 北海道社会事業協会 (5) 27.9 100.0 69.4 100.0 56.9 100.0 73.1 100.0 46.2 100.0 73.6 100.0 8.1 100.0 

14 厚生連 (74) 5.1 85.3 22.4 100.0 1.3 91.5 16.9 100.0 5.2 90.7 14.5 100.0 0.6 72.0 

15 健保組合・その連合会 (3) 44.5 75.5 52.6 100.0 28.3 86.4 58.7 100.0 57.6 78.7 72.5 100.0 27.7 83.8 

16 共済組合・その連合会 (33) 68.6 97.7 79.0 100.0 3.5 97.6 84.8 100.0 65.3 98.1 67.8 100.0 1.9 96.7 

17 国民健康保険組合 (1) 0.1 82.2 95.3 100.0 0.0 98.6 94.4 100.0 55.7 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 

18 公益法人 (126) 46.3 98.2 65.3 99.6 10.3 96.2 65.7 99.1 39.5 98.3 59.8 99.5 12.0 93.7 

19 医療法人 (1,327) 60.5 98.4 75.6 99.8 12.8 96.0 76.5 99.7 66.4 97.9 78.5 99.5 10.6 94.2 

20 学校法人 (80) 18.4 94.3 57.5 100.0 4.6 94.6 43.8 98.1 24.4 98.3 52.9 99.8 2.8 91.2 

21 会 社 (17) 38.9 90.4 61.0 99.8 9.1 83.7 61.0 97.3 40.7 85.4 55.8 100.0 11.5 81.4 

22 その他の法人 (139) 39.0 83.4 55.3 98.9 9.4 86.3 44.5 95.5 41.5 92.2 55.3 99.9 9.6 78.8 

23 個 人 (20) 87.6 99.7 87.3 100.0 20.6 100.0 96.7 100.0 91.3 100.0 94.4 100.0 24.3 98.9 

１．販売包装単位におけるGS1－１２８コードによるバーコード表示の徹底
医療機器のバーコード表示割合：販売包装単位 96.5%（H23.9）→97.7%（H29.9）

：個装単位 79.4%（H23.9）→84.1%（H29.9）

２．MEDIS-DCデータベースへの迅速で正確な登録と信頼性の向上
データベース登録：MEDIS-DCデータベース 80.5%（H23.9）→80.5%（H29.9）

：歯科用医療機器データベース 74.8%（H23.9）→99.8%（H29.9）

３．ＥＤＩ（電子商取引）の推進
メーカーと卸間のＥＤＩ利用状況 1.8億度数（H23年度）→2.8億度数（H27年度）

※度数：取引ごとにデータ量（発注データ、仕切データなど）が異なるため、128バイト（128文字）を１度数としてカウント

４．本体表示の推進
特定保守管理医療機器に対する 20.1%（H23.9）→42.1%（H29.9)
本体直接表示の割合

（注）【１．２．４．のデータ】医療機器等における情報化進捗状況調査（平成29年９月末と平成23年９月末の比較）より
【３．のデータ】医療機器のコード化に関する取組（平成28年９月30日 第８回機器流改懇（資料１））より

「医療機器のコード化に関する取りまとめ」
（H23.6 医療機器の流通改善に関する懇談会）の推進状況
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１．平成 30 年度予算及び平成 31 年度予算の執行について 

 
（１）平成 30 年度予算の執行について（交付額の確定関係） 

平成 30 年度予算については交付決定に係る作業を終了し、今後、交付額の確

定（精算払い）に関する作業を実施していくこととなる。 

制度上、国の出納整理期は４月末までであり、期間内に支払いまで完了させ

る必要がある。よって、次のスケジュールにより精算払いが必要な事業につい

て精算処理を進めていく予定である。 

 

 ・実績報告書の受領期限：平成 31 年４月 10 日（水） 

 ・決裁完了（最終）日：平成 31 年４月 19 日（金） 

 ・AD A M S 処 理 最 終 日：平成 31 年４月 22 日（月） 

 

期限を過ぎると国からの支出ができなくなることから、各都道府県におかれ 

ては、確実に４月 10 日（水）までに事業実績報告書が提出できるよう補助事 

業者に早期の提出を促す等、準備をお願いする。 

また、運営費等補助金（一部事業を除く）や設備整備費補助金、施設整備費

補助金、医療提供体制施設整備交付金（ハード交付金）、医療提供体制推進事業

費補助金（統合補助金）など大部分の補助金は概算払いであるため、平成 31 年

３月末までに国庫から都道府県の口座へ、必要な額を受入れる必要がある。 

例年、年度内の「受入れ漏れ」のため、概算払いができない事態が生じてい

るため、都道府県内部の関係各課への周知の徹底をお願いする。 

ただし、平成 31 年度へ繰越を行う事業分については、当該年度の国庫財源と

して活用することから、受入れをしないようご留意いただきたい。繰越手続に

ついては、各都道府県に事務委任されているところであり、各財務局への協議

について遺漏なきようお願いする。 

なお、決算関係作業に伴い、不用・繰越が発生している場合には、その理由

等に関して調査を行うので、ご協力をお願いする。 

 
（２）平成 31 年度予算の執行について 

    各補助事業において、要望額が予算額を超過した場合は、平成 30 年度と同

様に限られた財源の中で執行することとなり、調整の結果、要望に添えない場

合もあるので予めご了知願いたい。 

なお、一部の都道府県において書類の提出が遅延すると、結果として全体の

作業スケジュールが遅れることになるので、各都道府県におかれては作業の進

捗状況を適切に管理し、事業計画書、交付申請書等の提出期限を厳守いただき

早期執行に協力をお願いする。 
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（３）平成 31 年度医療提供体制施設整備交付金（ハード交付金）の執行について 

    本交付金については、昨年６月の行政事業レビュー公開プロセスの結果を踏

まえ、以下のとおり平成 31 年度より事業メニューの見直しを予定している。 

○医療施設近代化施設整備事業 

 一般病棟の整備について、地域医療構想に基づいた整備を要件として、

「地域医療介護総合確保基金」で実施することにより、事業の一部廃止を

行う。 

○不足病床地区病院施設整備事業 

○病児・病後児保育施設施設整備事業 

○内視鏡訓練施設施設整備事業 

 事業の廃止を行う。 

 

また、平成 31 年度予算においては、防災・減災、国土強靱化のための３ヶ

年緊急対策として、災害拠点病院等の耐震整備事業、給水設備強化、非常用自

家発電装置の整備について約 75 億円、その他の事業として約 28 億円計上して

いるため、積極的な活用をお願いする。 

    例年の執行状況を精査すると、内示後、交付申請の段階で事業の取り下げや、

大幅な事業計画の変更を行うケースが見受けられ、予算が不足しているにも関

わらず不用額が生じる事態となっており、交付金の効果的な執行という観点か

ら問題があると考えている。 

    補助事業者が確実に事業を実施できる状況にあるか否かについても、十分精

査の上、優先順位付け等で考慮の上、事業計画を提出いただくようお願いする。 

なお、やむを得ない事情により事業の取り下げ等を行う事案が発生した場合

は、速やかに医政局医療経理室あて連絡いただきたい。 

 
（４）有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 

平成 31 年度予算においては、約 52 億円を計上し、平成 30 年度二次補正予算

においても約 20 億円計上しているほか、平成 30 年度予算として約 180 億円の

執行残額が出ている。 
このため、スプリンクラーの設置義務の猶予期間は平成 37 年 6 月 30 日まで

と猶予はあるが、平成 31 年度に予算確保されている予算について、改めて医療

機関への周知を行うなどにより、積極的な活用をお願いする。 
 

（５）平成 31 年度医療提供体制推進事業費補助金（統合補助金）の執行について 

平成31年度予算は対前年度約1億円増の約230億円計上しているところであ

る。 

（参考）平成 30 年度 予算額約 229 億円、要望額約 307 億円 

 

事業計画を提出いただく際には、要望額を十分に精査し、事業費の過大な見
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積もり等により補助事業の効率的な執行が妨げられることのないよう、真に必

要な事業に特化して要望するようお願いする。 

また、事業計画と交付申請書の内容が著しく異なることがないようにすると

ともに、特に今年度においては、内示額を下回る交付申請をした事例があった

ため、かかる事態が生じないように精査願いたい。 

各都道府県からの要望額が予算額を超過した場合は、今年度と同様に予算の 

範囲内で調整することとしているのでご了知願いたい。その際には、限られた 

財源の中で事業費がより有効に活用されるよう事業調整をお願いする。 

 

 
 

- 369-



２．行政手続の簡素化について 

 
（１）行政手続の簡素化の背景等 

    平成 29 年度規制改革実施計画（平成 29 年６月９日 閣議決定）及び「行政

手続部会取りまとめ～行政手続コストの削減に向けて～」（平成 29 年３月 29

日規制改革推進会議行政手続部会決定）を踏まえ、民間事業者が行う行政手続

コスト（時間コスト）を 2020 年（平成 32 年）までに 20％削減するため、各省

庁が各分野において行政手続コスト削減のための基本計画を策定することと

なっている。 

    「補助金の手続き」についても取り組みの重点分野として位置づけられてい

ることから、厚生労働省医政局においてもその趣旨に沿った計画を策定し、今

年度から取り組んでいる。平成 31 年度においても、行政手続コスト削減に平

成 30 年度同様、医療施設等施設整備費補助金、医療施設等設備整備費補助金、

医療提供体制推進事業費補助金については交付申請に合わせて補助事業者か

らのアンケートを実施する予定であるので協力をお願いする。 

 

（２）補助金分野（厚生労働省医政局）の取組み 

例年、補助事業者からの事業計画書や交付申請書において、単純な計算ミス

や基準額算出の誤りなどが多発しており、修正や差し替えに非常に多くの時間

を要していることも踏まえ、次の見直しを平成 30 年度から行っている。 

①様式の見直し（事業計画書、交付申請書、実績報告書等） 

   ・様式を表計算ソフト形式に統一することで、補助事業者の利便性向上を図る 

   ・計算式やプルダウンの活用、項目の削減により、入力作業時間の短縮を図る 

  ②添付資料の見直し 

・補助事業者の判断となっていた「その他参考となるべき資料」の表現をやめ、

必要な資料を具体的に記載する 

・工事設計図や契約書などの添付資料は、変更がない限り、提出は１回とする 

・実績報告書に添付する写真の枚数を必要最小限とする 

・必要性の低い資料の添付を不要とする（建物竣工時の検査済証等） 

  ③詳細な記載例の作成 

   ・書類の作成が円滑に進むよう、記載例等を充実させる 

   
（３）補助金申請システムについて 

現在、補助金の電子申請に向けて、経済産業省において「補助金申請システ

ムの構築・本格化」の検討がなされている。このシステムについては、他省庁

の補助金でも利用できるよう、本年 4 月頃に実現可能性や申請業務の見直しを

行う FS（フィージビリティスタディ）調査が行われることとなっている。この

調査対象補助金として「臨床研修費補助金」が選定されているため、調査への

御理解と御協力をお願いする。  
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１．医療安全対策について

厚生労働省においては、平成１４年４月に医療安全対策検討会議において取

りまとめた「医療安全推進総合対策」及び平成１５年１２月の「厚生労働大臣

医療事故対策緊急アピール」に基づき、医療安全対策に係る各般の取組みを進

めてきた。

さらに、平成１７年６月に医療安全対策検討会議において、一層の対策の強

化と新たな課題への対応のため、「今後の医療安全対策について」が取りまと

められ、この報告書に基づき、平成１８年の医療法改正においては、全ての医

療機関に対し医療安全の確保を義務付けるとともに都道府県等が設置する医療

安全支援センターについて同法に規定するなど、総合的な取組みを進めている

ところである。

また、平成２６年６月には、医療事故調査制度を医療法に位置づける内容を

盛り込んだ｢地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律｣が成立し、平成２７年１０月に施行されたところ

である。

（１）医療機関における医療安全の確保

医療機関における組織的な医療安全の確保を図るため、平成１９年４月施

行の改正医療法においては、全ての医療機関に対して、安全に関する職員の

研修の実施などを義務付け、その充実強化を図ったところである。

各都道府県等におかれては、医療機関への立入検査等を通じて、管下医療

機関における医療安全の確保について適切な指導をお願いしたい。

（２）医療安全支援センターの設置

医療安全支援センターについては、平成１６年５月に全ての都道府県での

設置を完了しているところであるが、二次医療圏及び保健所設置市区の一部

ではまだ設置されていない状況であるため、早期設置に向けた積極的な取組

みをお願いしたい。

なお、本センター設置に係る経費については、医療に関する相談は地域住

民に身近な事業であること、地方自治体における主体的・自主的な取組みを

推進する必要があることなどから、本センターに係る人件費、基本運営費、

協議会の設置・運営、各種研修の実施、相談事例の収集・情報提供等に係る

経費について、平成１５年度より地方財政措置を講じている。

また、厚生労働省においては、各都道府県等における本センターの設置・

運営が円滑に進められるよう、相談職員等に対する研修、相談事例等の収集

・分析・情報提供などの総合的な支援として、「医療安全支援センター総合

支援事業」を引き続き実施することとしているが、平成３０年度から事業の

実施主体が一般社団法人医療の質・安全学会（平成２９年度までは国立大学
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法人東京大学）へ変更されたので、ご承知いただきたい。

（３）医療安全対策に関する情報の提供

現在、医療事故等の事例に関しては、特定機能病院や大学病院等に対して

日本医療機能評価機構への報告を義務付け、同機構において収集・分析し、

分析結果を提供する事業を行っているところである。

さらに、平成１８年１２月から、同機構において収集された事例のうち、

繰り返し報告されている事例や特に注意が必要な事項について、「医療安全

情報」として医療機関等に毎月発信しているところである。

これらの情報を各医療機関等が活用し、効果的な取組みがなされるよう、

各都道府県等におかれても、引き続き管下医療機関等への周知をお願いした

い。

（４）医療安全推進週間の実施

（平成３１年度は１１月２４日から１１月３０日までの１週間）

厚生労働大臣提唱の「患者の安全を守るための共同行動」（ＰＳＡ：Patient
Safety Action）の一環として、当該週間を中心に、医療安全に関するワークシ
ョップ等を開催することとしている。

各都道府県等におかれても、引き続き、当該週間に合わせて様々な事業を

実施することにより、関係者の意識啓発を図っていただきたい。

（５）産科医療補償制度について

産科医療補償制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環とし

て、

① 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速や

かに補償し、

② 事故原因を分析し、将来の同種事故の防止に資する情報提供を行い、

③ これらにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図る

ことを目的とし、平成２１年１月から、（公財）日本医療機能評価機構にお

いて運営が行われている。

厚生労働省としても、制度創設時から普及啓発や制度加入促進の取組み等

を推進し、その周知を図ってきたところである。

この制度の申請期限は児の満５歳の誕生日であり、期限までに申請がされ

ないことによる補償漏れを防止する観点から、各都道府県等におかれては、

本制度の趣旨を御理解いただき、貴管下医療機関等への周知徹底について、

引き続き御協力を御願いする。

（参考資料）

・産科医療補償制度案内資料

- 374-



（６）医療事故調査制度について

本制度は、医療法の「第３章 医療の安全の確保」に位置づけられている

とおり、医療の安全を確保するための措置として、医療事故が発生した医療

機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関が収集・分

析することで再発防止に繋げるための仕組みである。具体的には、①医療事

故（病院、診療所又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、

又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該病院等の管理者が死亡

又は死産を予期しなかったもの）が発生した場合、病院等はあらかじめ遺族

に説明し、医療事故調査・支援センターへ報告すること、②病院等において、

自ら医療事故調査を実施し、その結果を、あらかじめ遺族へ説明し、医療事

故調査・支援センターへ報告すること、③当該医療事故について、病院等や

遺族からの依頼があった場合は、医療事故調査・支援センターが調査を行う

こと、④医療事故調査・支援センターが調査を行った場合、その結果を遺族

や病院等へ報告すること、⑤医療事故調査・支援センターは、院内調査の結

果等を整理・分析し、再発防止に係る普及啓発を行うこととなっている。

本制度の対象となる医療事故の考え方や医療事故調査に関する事項などに

ついて、平成２７年５月８日付け｢地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行（医療事故

調査制度）について｣（医政発０５０８第１号）に加え、制度の運用の改善

を図るため、平成２８年６月２４日付け「医療法施行規則の一部を改正する

省令の施行について」（医政発０６２４第３号）及び「医療法施行規則の一

部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」（医政総発０６２４第

１号）を発出しているので、引き続き、貴管下医療機関等への周知徹底につ

いてご協力をお願いしたい。

（参考資料）

・｢地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律の一部の施行（医療事故調査制度）について｣

（医政発０５０８第１号）

・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（医政発０６２４

第３号）

・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等につい

て」（医政総発０６２４第１号）
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産科医療補償制度のご案内
妊産婦、ご家族の皆様へ

産科医療補償制度のご案内

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、
原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・
早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。

産科医療補償制度とは

補償対象

補償内容

補償申請期間

この制度に加入している分娩機関の管理下で2015年１月以降に出生し、以下の①〜③の基準を
すべて満たすお子様が補償対象となります。

2015年1月以降使用

看護・介護を行うための基盤整備のために

準備一時金　600万円
看護・介護費用として、毎年定期的に給付

補償分割金　総額　2,400万円
〈年間120万円を20回〉

補償対象となった場合、準備一時金と補償分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。

補償申請できる期間は、お子様の満１歳の誕生日から満５歳の誕生日までです。
ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後６ヶ月から補償申請を行うことができます。

① 在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
② 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

③ 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

※生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。

◎�先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らか
でない場合は、補償対象となります。

◎�補償対象の認定は、制度専用の診断書および診断基準によって行います。
　身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。

産科ご案内パンフ新基準.indd   1 16/09/21   11:28
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補償対象となる基準の詳細や補償申請にかかる具体的な手続きなどについては、出産した分娩機関または下記お問い合わせ先までご連絡ください。

◎この制度は分娩機関が加入する制度です。従いまして、補償に向けた掛金は分娩機関が支払います。
◎加入分娩機関で出産された場合（22週以降の分娩）には出産育児一時金等に掛金相当額が加算されます。

※1：運営組織が定めた標準補償約款を使用して補償の約束をします。
※2：�運営組織にて補償対象と認定されますと、運営組織が加入分娩機関の代わりに保険会社に保険金を請求し、保険金が

補償金として支払われます。

補償の機能

原因分析・再発防止の機能

補償の約束※1

掛　金 保険料登録証

分娩費

補償金（保険金）※2

損
害
保
険
会
社

［（
公
財
）日
本
医
療

機
能
評
価
機
構
］

運
営
組
織

分
娩
機
関

妊
産
婦（
お
子
様
）

広く一般に
公表

事例情報
の蓄積

原因分析
医学的観点から原因分析を行い、
報告書を作成し、保護者と分娩機
関に送付します。

再発防止
複数事例の分析から、再発防止策
等を提言します。

産科医療の
質の向上

産科医療補償制度専用コールセンター

   0120-330-637　受付時間：午前9時〜午後5時（土日祝除く）

産科医療補償制度ホームページ　 産科医療  検索
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

このマークは
産科医療補償制度の
シンボルマークです

お問い合わせ先

◎�2014年12月31日までに出生したお子様と2015年1月1日以降に出生したお子様では補償
対象となる基準が異なります。
◎�分娩機関から損害賠償金が支払われる場合、補償金と損害賠償金を二重に受け取ることはできません。

◎�この制度に加入している分娩機関では、妊産婦の皆様にこの
制度の対象となることを示す「登録証」を交付します。必要
事項を必ずご記入いただきますよう、お願いいたします。
（裏面に補償約款が印字されています）

◎�「登録証」（妊産婦用（控））は、母子健康手帳にはさみ込む
などして、出産後5年間は大切に保管してください。 妊産婦用（控） 補償約款

妊産婦の皆様へのお願い

A111（8）16.10（改）0

制度の仕組み

その他注意事項

産科ご案内パンフ新基準.indd   2 16/09/21   11:28
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このマークは
産科医療補償制度の
シンボルマークです

お問い合わせ先

産科医療補償制度専用コールセンター 産科医療補償制度ホームページ
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/0120-330-637 受付時間：午前９時～午後５時（土日祝除く）

●補償対象と認定されると、補償金が支払われるとともに、脳性まひ発症の原因分析が行われます。
●詳細については、出産した分娩機関または下記お問い合わせ先までご相談ください。

補償対象 次の①～③の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。

※生後６ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
※2014年12月31日までに出生したお子様の場合と2015年1月1日以降に出生したお子様の場合では、在胎週数28週以上の「所定の要件」が異なります。

先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ②

身体障害者手帳１・２級相当の脳性まひ③

産科医療補償制度の申請期限は
重度脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

満５歳の誕生日までです

在胎週数33週以上で出生体重2,000g以上、
または在胎週数28週以上で所定の要件

在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、
または在胎週数28週以上で所定の要件

①
2015年1月1日以降に
出生したお子様の場合

2014年12月31日までに
出生したお子様の場合
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補償対象となる基準の詳細や、補償申請にかかる具体的な手続きなどについては、出産した分娩機関または下記お問い合わせ先までご連絡ください。

産科医療補償制度専用コールセンター

    0120-330-637 受付時間：午前9時～午後5時（土日祝除く）

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、
原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期
解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

■ 補償
● 補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。

■ 原因分析・再発防止
● 医学的観点から原因分析を行い、報告書を保護者と分娩機関へ送付します。

● 原因分析された複数の事例をもとに再発防止に関する報告書などを作成し、分娩機関や関係
　 学会、行政機関等に提供します。

産科医療補償制度とは

● 先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかで
ない場合は、補償対象となります。

● 補償対象の認定は、制度専用の診断書および診断基準によって行います。
身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。

補償対象について

このマークは
産科医療補償制度の
シンボルマークです

お問い合わせ先

申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
※例として、2012年1月1日生まれのお子様は、2017年1月1日が申請期限となります。

申請期間について

A402（3）16.03（増） 600000

産科医療補償制度ホームページ
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
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医政発０５０８第１号 

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ８ 日 

 

各都道府県知事  殿 

 

                          厚 生 労 働 省 医 政 局 長  

                    （公 印 省 略） 

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律 

の整備等に関する法律の一部の施行（医療事故調査制度）について 

 

平成２６年６月２５日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）により、医療法（昭和２３年法律第２０５号）の一部が改正されたと

ころである。このうち、改正後の医療法における医療事故調査及び医療事故調

査・支援センターに関する規定については、平成２７年１０月１日から施行さ

れることとされているところである。 

その施行に当たり、「医療事故調査制度の施行に係る検討について」（平成

２７年３月２０日医療事故調査制度の施行に係る検討会）に沿って、医療法施

行規則の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第１００号。以下「改

正省令」という。）が本年５月８日付けで公布されたところである。 

本改正の要点は別添のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺憾のな

いよう特段の御配慮をいただくとともに、管下政令指定都市、保健所設置市、

医療機関、関係団体等に対し周知願いたい。 

なお、併せて、改正後の医療法第６条の１１第２項に規定する「医療事故調

査等支援団体」になることを希望する団体は厚生労働省医政局総務課に照会し

ていただくよう、管下の医療機関、関係団体等に対して周知願いたい。 
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
0

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
病

院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
（
当
該
病
院
等

に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又

は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
つ
て
、
当
該

管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
医
療
事
故
の
日
時
、

場
所
及
び
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を

第
6
条
の
1
5
第
1
項
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
省
令
事
項
な
し

○
「
医
療
」
に
含
ま
れ
る
も
の
は
制
度
の
対
象
で
あ
り
、
「
医

療
」
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
手
術
、
処
置
、
投
薬

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
医
療
行
為
（
検
査
、
医
療
機
器
の
使

用
、
医
療
上
の
管
理
な
ど
）
が
考
え
ら
れ
る
。

○
施
設
管
理
等
の
「
医
療
」
に
含
ま
れ
な
い
単
な
る
管
理
は

制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

○
医
療
機
関
の
管
理
者
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
は
判
断
の
支
援
の
た
め
の
考
え
方
を
示
す
。

※
次
頁
参
照
：
「
医
療
に
起
因
す
る
（
疑
い
を
含
む
）
」
死
亡
又
は
死
産

の
考
え
方

医
療
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
も
の

-1
-

１
．
医
療
事
故
の
定
義
に
つ
い
て

○
医
療
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
も
の

（
別

添
）
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「医
療
」
（下
記
に
示
し
た
も
の
）に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡

又
は
死
産
（①
）

①
に
含
ま
れ
な
い
死
亡
又
は
死
産
（②
）

○
診
察

-
徴
候
、
症
状
に
関
連
す
る
も
の

○
検
査
等
（経
過
観
察
を
含
む
）

-
検
体
検
査
に
関
連
す
る
も
の

-
生
体
検
査
に
関
連
す
る
も
の

-
診
断
穿
刺
・検
体
採
取
に
関
連
す
る
も
の

-
画
像
検
査
に
関
連
す
る
も
の

○
治
療
（経
過
観
察
を
含
む
）

-
投
薬
・注
射
（輸
血
含
む
）に
関
連
す
る
も
の

-
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
も
の

-
処
置
に
関
連
す
る
も
の

-
手
術
（分
娩
含
む
）に
関
連
す
る
も
の

-
麻
酔
に
関
連
す
る
も
の

-
放
射
線
治
療
に
関
連
す
る
も
の

-
医
療
機
器
の
使
用
に
関
連
す
る
も
の

○
そ
の
他

以
下
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
が
医
療
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と

疑
わ
れ
る
も
の
と
判
断
し
た
場
合

-
療
養
に
関
連
す
る
も
の

-
転
倒
・転
落
に
関
連
す
る
も
の

-
誤
嚥
に
関
連
す
る
も
の

-
患
者
の
隔
離
・身
体
的
拘
束
／
身
体
抑
制
に
関
連
す
る
も
の

左
記
以
外
の
も
の

＜
具
体
例
＞

○
施
設
管
理
に
関
連
す
る
も
の

-
火
災
等
に
関
連
す
る
も
の

-
地
震
や
落
雷
等
、
天
災
に
よ
る
も
の

-
そ
の
他

○
併
発
症

（提
供
し
た
医
療
に
関
連
の
な
い
、
偶
発
的
に
生
じ
た
疾
患
）

○
原
病
の
進
行

○
自
殺
（本
人
の
意
図
に
よ
る
も
の
）

○
そ
の
他

-
院
内
で
発
生
し
た
殺
人
・傷
害
致
死
、
等

「
医
療
に
起
因
す
る
（
疑
い
を
含
む
）
」
死
亡
又
は
死
産
の
考
え
方

※
１
医
療
の
項
目
に
は
全
て
の
医
療
従
事
者
が
提
供
す
る
医
療
が
含
ま
れ
る
。

※
２
①
、
②
へ
の
該
当
性
は
、
疾
患
や
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
特
性
・
専
門
性
に
よ
っ
て
異
な
る
。

「
当
該
病
院
等
に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
っ
て
、
当
該
管
理
者
が

当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
っ
た
も
の
」
を
、
医
療
事
故
と
し
て
管
理
者
が
報
告
す
る
。

-2
-
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
0

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
病

院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
（
当
該
病
院
等

に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又

は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
つ
て
、
当
該

管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
医
療
事
故
の
日
時
、

場
所
及
び
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を

第
6
条
の
1
5
第
1
項
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
当
該
死
亡
又
は
死
産
が
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と

し
て
、
以
下
の
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
管
理
者

が
認
め
た
も
の

一
管
理
者
が
、
当
該
医
療
の
提
供
前
に
、
医
療
従
事
者

等
に
よ
り
、
当
該
患
者
等
に
対
し
て
、
当
該
死
亡
又
は
死

産
が
予
期
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
た
と
認
め
た
も

の
二
管
理
者
が
、
当
該
医
療
の
提
供
前
に
、
医
療
従
事
者

等
に
よ
り
、
当
該
死
亡
又
は
死
産
が
予
期
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
診
療
録
そ
の
他
の
文
書
等
に
記
録
し
て
い
た
と
認
め

た
も
の

三
管
理
者
が
、
当
該
医
療
の
提
供
に
係
る
医
療
従
事
者

等
か
ら
の
事
情
の
聴
取
及
び
、
医
療
の
安
全
管
理
の
た

め
の
委
員
会
（
当
該
委
員
会
を
開
催
し
て
い
る
場
合
に

限
る
。
）
か
ら
の
意
見
の
聴
取
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
医

療
の
提
供
前
に
、
当
該
医
療
の
提
供
に
係
る
医
療
従
事

者
等
に
よ
り
、
当
該
死
亡
又
は
死
産
が
予
期
さ
れ
て
い
る

と
認
め
た
も
の

○
左
記
の
解
釈
を
示
す
。

省
令
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
は
、
一

般
的
な
死
亡
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
説
明
や
記
録
で

は
な
く
、
当
該
患
者
個
人
の
臨
床
経
過
等
を
踏
ま
え
て
、

当
該
死
亡
又
は
死
産
が
起
こ
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説

明
及
び
記
録
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

患
者
等
に
対
し
当
該
死
亡
又
は
死
産
が
予
期
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
説
明
す
る
際
は
、
医
療
法
第
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
な
説
明
を
行
い
、
医
療

を
受
け
る
者
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

参
考
）
医
療
法
第
一
条
の
四
第
二
項

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
の
担
い

手
は
、
医
療
を
提
供
す
る
に
当
た
り
、
適
切
な
説
明
を
行
い
、
医

療
を
受
け
る
者
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
っ
た
も
の

１
．
医
療
事
故
の
定
義
に
つ
い
て

○
当
該
死
亡
ま
た
は
死
産
を
予
期
し
な
か
っ
た
も
の
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
0

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
病

院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
（
当
該
病
院
等

に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又

は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
つ
て
、
当
該

管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
医
療
事
故
の
日
時
、

場
所
及
び
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を

第
6
条
の
1
5
第
1
項
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
省
令
事
項
な
し

○
死
産
に
つ
い
て
は
「医
療
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑

わ
れ
る
、
妊
娠
中
ま
た
は
分
娩
中
の
手
術
、
処
置
、
投
薬

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
医
療
行
為
に
よ
り
発
生
し
た
死
産
で

あ
っ
て
、
当
該
管
理
者
が
当
該
死
産
を
予
期
し
な
か
っ
た
も

の
」
を
管
理
者
が
判
断
す
る
。

○
人
口
動
態
統
計
の
分
類
に
お
け
る
｢人
工
死
産
｣は
対
象

と
し
な
い
。

死
産
に
つ
い
て

１
．
医
療
事
故
の
定
義
に
つ
い
て

○
死
産
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１
．
医
療
事
故
の
定
義
に
つ
い
て

○
医
療
事
故
の
判
断
プ
ロ
セ
ス

法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
0

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
病

院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
（
当
該
病
院
等

に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又

は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
つ
て
、
当
該

管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
医
療
事
故
の
日
時
、

場
所
及
び
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を

第
6
条
の
1
5
第
1
項
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
省
令
事
項
な
し

○
管
理
者
が
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
医
療
事
故
に

関
わ
っ
た
医
療
従
事
者
等
か
ら
十
分
事
情
を
聴
取
し
た
上

で
、
組
織
と
し
て
判
断
す
る
。

○
管
理
者
が
判
断
す
る
上
で
の
支
援
と
し
て
、
医
療
事
故
調

査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び
支
援

団
体
は
医
療
機
関
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
体
制
を
設

け
る
。

○
管
理
者
か
ら
相
談
を
受
け
た
セ
ン
タ
ー
又
は
支
援
団
体
は
、

記
録
を
残
す
際
等
、
秘
匿
性
を
担
保
す
る
こ
と
。

第
6
条
の
1
1

３
医
療
事
故
調
査
等
支
援
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支

援
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
医
療
事
故
調
査
に
必
要
な
支
援

を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
6
条
の
1
6

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を

行
う
も
の
と
す
る
。

五
医
療
事
故
調
査
の
実
施
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
情
報
の
提
供
及
び
支
援
を
行
う
こ
と
。

医
療
機
関
で
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
0

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
（
当
該
病

院
等
に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起

因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ

つ
て
、
当
該
管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な

か
つ
た
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該

医
療
事
故
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
を
第
6
条
の
1
5
第
1
項
の
医
療
事
故

調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

書
面

W
e
b
上
の
シ
ス
テ
ム

○
病
院
等
の
管
理
者
が
セ
ン
タ
ー
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
。

法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
項

日
時
/
場
所

医
療
事
故
の
状
況

省
令
で
定
め
る
事
項

連
絡
先

医
療
機
関
名
/
所
在
地
/
管
理
者
の
氏
名

患
者
情
報
（
性
別
/
年
齢
等
）

医
療
事
故
調
査
の
実
施
計
画
の
概
要

そ
の
他
管
理
者
が
必
要
と
認
め
た
情
報

○
以
下
の
う
ち
、
適
切
な
方
法
を
選
択
し
て
報
告
す
る
。

書
面

W
e
b
上
の
シ
ス
テ
ム

○
以
下
の
事
項
を
報
告
す
る
。

日
時
/
場
所
/
診
療
科

医
療
事
故
の
状
況

・
疾
患
名
/
臨
床
経
過
等

・
報
告
時
点
で
把
握
し
て
い
る
範
囲

・
調
査
に
よ
り
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、

そ
の
時
点
で
不
明
な
事
項
に
つ
い
て
は
不
明
と
記
載

す
る
。

連
絡
先

医
療
機
関
名
/
所
在
地
/
管
理
者
の
氏
名

患
者
情
報
（
性
別
/
年
齢
等
）

調
査
計
画
と
今
後
の
予
定

そ
の
他
管
理
者
が
必
要
と
認
め
た
情
報

○
個
別
の
事
案
や
事
情
等
に
よ
り
、
医
療
事
故
の
判
断

に
要
す
る
時
間
が
異
な
る
こ
と
か
ら
具
体
的
な
期
限
は

設
け
ず
、
「
遅
滞
な
く
」
報
告
と
す
る
。

※
な
お
、
「
遅
滞
な
く
」
と
は
、
正
当
な
理
由
無
く
漫
然
と
遅
延
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
当
該
事
例
ご
と
に
で
き
る
限
り
す
み
や

か
に
報
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
。

２
．
医
療
機
関
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ
の
事
故
の
報
告
に
つ
い
て

○
医
療
機
関
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
方
法

○
医
療
機
関
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
事
項

○
医
療
機
関
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限

セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
方
法
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
事
項
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
0

２
病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る

に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
医
療
事
故
に
係
る
死
亡
し
た

者
の
遺
族
又
は
医
療
事
故
に
係
る
死
産
し
た
胎
児
の
父
母

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
単
に
「
遺
族
」
と
い
う
。
）に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
死
亡
し
た
者
の
遺
族
に
つ
い
て

法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
項

死
亡
し
た
者
の
遺
族

②
死
産
し
た
胎
児
の
遺
族
に
つ
い
て

法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
項

死
産
し
た
胎
児
の
父
母

省
令
で
定
め
る
事
項

死
産
し
た
胎
児
の
祖
父
母

○
「
遺
族
」
の
範
囲
に
つ
い
て

同
様
に
遺
族
の
範
囲
を
法
令
で
定
め
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
他

法
令
（
死
体
解
剖
保
存
法
な
ど
）
の
例
に
な
ら
う
こ
と
と
す
る
。

○
「
死
産
し
た
胎
児
」
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
事
故

に
よ
り
死
産
し
た
胎
児
の
父
母
、
祖
父
母
と
す
る
。

○
遺
族
側
で
遺
族
の
代
表
者
を
定
め
て
も
ら
い
、
遺
族
へ
の

説
明
等
の
手
続
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
て
行
う
。

「遺
族
」の
範
囲
に
つ
い
て

３
．
医
療
事
故
の
遺
族
へ
の
説
明
事
項
等
に
つ
い
て

○
遺
族
の
範
囲
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
0

２
病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る

に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
医
療
事
故
に
係
る
死
亡
し
た

者
の
遺
族
又
は
医
療
事
故
に
係
る
死
産
し
た
胎
児
の
父
母

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
単
に
「
遺
族
」
と
い
う
。
）に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
遺
族
へ
の
説
明
事
項
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
。

医
療
事
故
の
日
時
、
場
所
、
状
況

制
度
の
概
要

院
内
事
故
調
査
の
実
施
計
画

解
剖
又
は
死
亡
時
画
像
診
断
（
Ａ
ｉ）
が
必
要
な
場
合

の
解
剖
又
は
死
亡
時
画
像
診
断
（
Ａ
ｉ）
の
同
意
取
得

の
た
め
の
事
項

○
遺
族
へ
は
、
「
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
事
項
」の
内
容
を
遺
族
に

わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

○
遺
族
へ
は
、
以
下
の
事
項
を
説
明
す
る
。

医
療
事
故
の
日
時
、
場
所
、
状
況

•
日
時
/
場
所
/
診
療
科

•
医
療
事
故
の
状
況

・
疾
患
名
/
臨
床
経
過
等

・
報
告
時
点
で
把
握
し
て
い
る
範
囲

・
調
査
に
よ
り
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、

そ
の
時
点
で
不
明
な
事
項
に
つ
い
て
は
不
明
と
説
明

す
る
。

制
度
の
概
要

院
内
事
故
調
査
の
実
施
計
画

解
剖
又
は
死
亡
時
画
像
診
断
（
Ａ
ｉ）
が
必
要
な
場
合
の

解
剖
又
は
死
亡
時
画
像
診
断
（
Ａ
ｉ）
の
具
体
的
実
施
内

容
な
ど
の
同
意
取
得
の
た
め
の
事
項

血
液
等
の
検
体
保
存
が
必
要
な
場
合
の
説
明

３
．
医
療
事
故
の
遺
族
へ
の
説
明
事
項
等
に
つ
い
て

○
遺
族
へ
の
説
明
事
項

遺
族
へ
の
説
明
事
項
に
つ
い
て -8

-
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
1

病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
速
や
か
に
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
調
査
（以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
医
療
事
故
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

○
病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
調
査
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
以
下
の
調
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
医
療

事
故
調
査
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
選
択
し
、

そ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
、
当
該
医
療
事
故
の
原
因
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
情
報
の
収
集
及
び
整
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

・
診
療
録
そ
の
他
の
診
療
に
関
す
る
記
録
の
確
認

・
当
該
医
療
従
事
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

・
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

・
解
剖
又
は
死
亡
時
画
像
診
断
（
A
i)
の
実
施

・
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
設
備
等
の
確
認

・
血
液
、
尿
等
の
検
査

○
本
制
度
の
目
的
は
医
療
安
全
の
確
保
で
あ
り
、
個
人
の
責
任
を
追
及

す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

○
調
査
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
当
該
医
療
従
事
者
を
除
外
し
な
い
こ
と
。

○
調
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
中
か
ら
必
要
な
範
囲
内
で
選
択
し
、

そ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
、
情
報
の
収
集
、
整
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

※
調
査
の
過
程
に
お
い
て
可
能
な
限
り
匿
名
性
の
確
保
に
配
慮
す
る
こ
と
。

・
診
療
録
そ
の
他
の
診
療
に
関
す
る
記
録
の
確
認

例
）
カ
ル
テ
、
画
像
、
検
査
結
果
等

・
当
該
医
療
従
事
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

※
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
は
内
部
資
料
と
し
て
取
り
扱
い
、
開
示
し
な
い
こ
と
。
(法
的

強
制
力
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
)と
し
、
そ
の
旨
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
象
者
に
伝
え
る
。

・
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

※
遺
族
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
。

・
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
設
備
等
の
確
認

・
解
剖
又
は
死
亡
時
画
像
診
断
（
A
i)
に
つ
い
て
は
解
剖
又
は
死
亡
時

画
像
診
断
（
A
i)
の
実
施
前
に
ど
の
程
度
死
亡
の
原
因
を
医
学
的
に

判
断
で
き
て
い
る
か
、
遺
族
の
同
意
の
有
無
、
解
剖
又
は
死
亡
時
画

像
診
断
（
A
i)
の
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
情
報
の
重
要

性
な
ど
を
考
慮
し
て
実
施
の
有
無
を
判
断
す
る
。

・
血
液
、
尿
等
の
検
体
の
分
析
・
保
存
の
必
要
性
を
考
慮

○
医
療
事
故
調
査
は
医
療
事
故
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
。

※
原
因
も
結
果
も
明
確
な
、
誤
薬
等
の
単
純
な
事
例
で
あ
っ
て
も
、
調
査
項
目
を
省

略
せ
ず
に
丁
寧
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。

○
調
査
の
結
果
、
必
ず
し
も
原
因
が
明
ら
か
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に

留
意
す
る
こ
と
。

○
再
発
防
止
は
可
能
な
限
り
調
査
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

が
、
必
ず
し
も
再
発
防
止
策
が
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す

る
こ
と
。

４
．
医
療
機
関
が
行
う
医
療
事
故
調
査
に
つ
い
て

○
医
療
機
関
が
行
う
医
療
事
故
調
査
の
方
法
等

医
療
事
故
調
査
の
方
法
等
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法
律

告
示

通
知

第
6
条
の
1
1

２
病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
学
医
術
に
関
す
る
学
術
団
体

そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
団
体
（
法
人
で
な
い
団

体
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の

に
限
る
。
次
項
及
び
第
6
条
の
2
2
に
お
い
て
「
医
療
事
故
調

査
等
支
援
団
体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
医
療
事
故
調
査
を
行
う

た
め
に
必
要
な
支
援
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３
医
療
事
故
調
査
等
支
援
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支

援
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
医
療
事
故
調
査
に
必
要
な
支
援

を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
6
条
の
1
6

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を

行
う
も
の
と
す
る
。

五
医
療
事
故
調
査
の
実
施
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
情
報
の
提
供
及
び
支
援
を
行
う
こ
と
。

◆
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
附
帯
決
議
（
２
医
療
事
故

調
査
制
度
に
つ
い
て
）

イ
院
内
事
故
調
査
及
び
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
の

調
査
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
医
療
事
故
調
査
等
支
援
団

体
に
つ
い
て
は
、
地
域
間
に
お
け
る
事
故
調
査
の
内
容
及
び

質
の
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
も
、
中
立
性
・

専
門
性
が
確
保
さ
れ
る
仕
組
み
の
検
討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

事
故
調
査
が
中
立
性
、
透
明
性
及
び
公
正
性
を
確
保
し
つ

つ
、
迅
速
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

○
支
援
団
体
は
別
途
告
示
で
定
め
る
。

○
医
療
機
関
の
判
断
に
よ
り
、
必
要
な
支
援
を
支
援
団
体
に

求
め
る
も
の
と
す
る
。

○
支
援
団
体
と
な
る
団
体
の
事
務
所
等
の
既
存
の
枠
組
み

を
活
用
し
た
上
で
団
体
間
で
連
携
し
て
、
支
援
窓
口
や
担
当

者
を
一
元
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

○
そ
の
際
、
あ
る
程
度
広
域
で
も
連
携
が
と
れ
る
よ
う
な
体
制

構
築
を
目
指
す
。

○
解
剖
・
死
亡
時
画
像
診
断
に
つ
い
て
は
専
用
の
施
設
・
医

師
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
あ
る
。

５
．
支
援
団
体
の
在
り
方
に
つ
い
て

○
支
援
団
体

○
支
援
内
容

支
援
団
体
に
つ
い
て
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
1

４
病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
調
査
を
終
了

し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
結
果
を
第
6
条
の
1
5
第
1
項
の

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

○
病
院
等
の
管
理
者
は
、
院
内
調
査
結
果
の
報
告
を

行
う
と
き
は
次
の
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
セ
ン

タ
ー
に
提
出
し
て
行
う
。

日
時
/
場
所
/
診
療
科

医
療
機
関
名
/
所
在
地
/
連
絡
先

医
療
機
関
の
管
理
者
の
氏
名

患
者
情
報
（
性
別
/
年
齢
等
）

医
療
事
故
調
査
の
項
目
、
手
法
及
び
結
果

○
当
該
医
療
従
事
者
等
の
関
係
者
に
つ
い
て
匿
名
化
す
る
。

○
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も

の
と
す
る
。
書
面
又
は
W
e
b
上
の
シ
ス
テ
ム

○
本
制
度
の
目
的
は
医
療
安
全
の
確
保
で
あ
り
、
個
人
の
責
任
を
追

及
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
報
告
書
冒
頭
に
記
載
す
る
。

○
報
告
書
は
セ
ン
タ
ー
へ
の
提
出
及
び
遺
族
へ
の
説
明
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
載
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
そ
れ
以
外

の
用
途
に
用
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
医
療
従

事
者
へ
教
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

○
セ
ン
タ
ー
へ
は
以
下
の
事
項
を
報
告
す
る
。

日
時
/
場
所
/
診
療
科

医
療
機
関
名
/
所
在
地
/
連
絡
先

医
療
機
関
の
管
理
者
の
氏
名

患
者
情
報
（
性
別
/
年
齢
等
）

医
療
事
故
調
査
の
項
目
、
手
法
及
び
結
果

•
調
査
の
概
要
（
調
査
項
目
、
調
査
の
手
法
）

•
臨
床
経
過
（
客
観
的
事
実
の
経
過
）

•
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査
の
結
果

※
必
ず
し
も
原
因
が
明
ら
か
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

•
調
査
に
お
い
て
再
発
防
止
策
の
検
討
を
行
っ
た
場
合
、
管
理

者
が
講
ず
る
再
発
防
止
策
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
。

•
当
該
医
療
従
事
者
や
遺
族
が
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
意

見
が
あ
る
場
合
等
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

○
医
療
上
の
有
害
事
象
に
関
す
る
他
の
報
告
制
度
に
つ
い
て
も
留
意

す
る
こ
と
。
（
別
紙
）

○
当
該
医
療
従
事
者
等
の
関
係
者
に
つ
い
て
匿
名
化
す
る
。

○
医
療
機
関
が
報
告
す
る
医
療
事
故
調
査
の
結
果
に
院
内
調
査
の

内
部
資
料
は
含
ま
な
い
。

セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
方
法
に
つ
い
て

６
．
医
療
機
関
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ
の
調
査
結
果
報
告
に
つ
い
て

○
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
事
項
・
報
告
方
法

セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
事
項
・報
告
方
法
に
つ
い
て
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
1

５
病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る

に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
遺
族
に
対
し
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

遺
族
が
な
い
と
き
、
又
は
遺
族
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
「
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
事
項
」
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
と

す
る
。

○
現
場
医
療
者
な
ど
関
係
者
に
つ
い
て
匿
名
化
す
る
。

○
遺
族
へ
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
口
頭
（
説
明
内
容
を
カ
ル

テ
に
記
載
）
又
は
書
面
（
報
告
書
又
は
説
明
用
の
資
料
）
若

し
く
は
そ
の
双
方
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
。

○
調
査
の
目
的
・
結
果
に
つ
い
て
、
遺
族
が
希
望
す
る
方
法

で
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
左
記
の
内
容
を
示
す
。

○
現
場
医
療
者
な
ど
関
係
者
に
つ
い
て
匿
名
化
す
る
。

遺
族
へ
の
説
明
事
項
に
つ
い
て

遺
族
へ
の
説
明
方
法
に
つ
い
て

７
．
医
療
機
関
が
行
っ
た
調
査
結
果
の
遺
族
へ
の
説
明
に
つ
い
て

○
遺
族
へ
の
説
明
方
法
・説
明
事
項

-1
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８
．
セ
ン
タ
ー
の
指
定
に
つ
い
て

法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
5

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
事
故
調
査
を
行
う

こ
と
及
び
医
療
事
故
が
発
生
し
た
病
院
等
の
管

理
者
が
行
う
医
療
事
故
調
査
へ
の
支
援
を
行
う

こ
と
に
よ
り
医
療
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財

団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を

適
切
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
医
療
事
故
調

査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
医
療
事
故
調
査
・
支
援

セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在

地
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
名

称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
厚
生

労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
6
条
の
2
7

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
事
故

調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

○
セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

調
査
等
業
務
を
行
お
う
と
す
る
主
た
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

調
査
等
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

○
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

申
請
者
が
次
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

調
査
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画

調
査
等
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

○
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
者

○
厚
生
労
働
大
臣
は
、
セ
ン
タ
ー
の
指
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
条
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

調
査
等
業
務
を
行
う
こ
と
を
当
該
法
人
の
目
的
の
一
部
と
し
て
い
る
こ
と
。

調
査
等
業
務
を
全
国
的
に
行
う
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
活
動
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

調
査
等
業
務
を
全
国
的
に
、
及
び
適
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

調
査
等
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
。

調
査
等
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
調
査
等
業
務
の
運
営
が

不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

役
員
の
構
成
が
調
査
等
業
務
の
公
正
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

調
査
等
業
務
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
又
は
識
見
を
有
す
る
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を
有
す
る
こ
と
。

前
号
に
規
定
す
る
委
員
が
調
査
等
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
。

公
平
か
つ
適
正
な
調
査
等
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
手
続
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

○
通
知
事
項
な
し
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９
．
セ
ン
タ
ー
業
務
に
つ
い
て
①

○
セ
ン
タ
ー
が
行
う
、
院
内
事
故
調
査
結
果
の
整
理
・分
析
と
そ
の
結
果
の
医
療
機
関
へ
の
報
告

法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
6

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
第
6
条
の
1
1
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
よ
り
収
集

し
た
情
報
の
整
理
及
び
分
析
を
行
う
こ
と
。

二
第
6
条
の
1
1
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
病
院

等
の
管
理
者
に
対
し
、
前
号
の
情
報
の
整
理
及
び
分
析

の
結
果
の
報
告
を
行
う
こ
と
。

○
省
令
事
項
な
し

○
報
告
さ
れ
た
事
例
の
匿
名
化
・一
般
化
を
行
い
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
、
類
型
化
す
る
な
ど
し
て
類
似
事
例
を
集
積
し
、

共
通
点
・
類
似
点
を
調
べ
、
傾
向
や
優
先
順
位
を
勘
案
す

る
。

○
個
別
事
例
に
つ
い
て
の
報
告
で
は
な
く
、
集
積
し
た
情
報

に
対
す
る
分
析
に
基
づ
き
、
一
般
化
・
普
遍
化
し
た
報
告
を

す
る
こ
と
。

○
医
療
機
関
の
体
制
・
規
模
等
に
配
慮
し
た
再
発
防
止
策

の
検
討
を
行
う
こ
と
。

報
告
さ
れ
た
院
内
事
故
調
査
結
果
の
整
理
・分
析
、

医
療
機
関
へ
の
分
析
結
果
の
報
告
に
つ
い
て

個
別
事
例
類
別
化

分
析
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
7

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
医
療
事
故
が
発
生

し
た
病
院
等
の
管
理
者
又
は
遺
族
か
ら
、
当
該
医
療
事
故

に
つ
い
て
調
査
の
依
頼
が
あ
つ
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
調
査
に
つ

い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
管
理
者
に
対
し
、

文
書
若
し
く
は
口
頭
に
よ
る
説
明
を
求
め
、
又
は
資
料
の
提

出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
第
1
項
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー

か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
拒

ん
で
は
な
ら
な
い
。

４
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
1
項
の
管
理
者

が
第
2
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
省
令
事
項
な
し

○
医
療
事
故
が
発
生
し
た
医
療
機
関
の
管
理
者
又
は
遺
族

は
、
医
療
機
関
の
管
理
者
が
医
療
事
故
と
し
て
セ
ン
タ
ー
に

報
告
し
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
調
査
の

依
頼
が
で
き
る
。

○
院
内
事
故
調
査
終
了
後
に
セ
ン
タ
ー
が
調
査
す
る
場
合

は
、
院
内
調
査
の
検
証
が
中
心
と
な
る
が
、
必
要
に
応
じ
て

セ
ン
タ
ー
か
ら
調
査
の
協
力
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の

で
病
院
等
の
管
理
者
は
協
力
す
る
こ
と
。

○
院
内
事
故
調
査
終
了
前
に
セ
ン
タ
ー
が
調
査
す
る
場
合

は
院
内
調
査
の
進
捗
状
況
等
を
確
認
す
る
な
ど
、
医
療
機

関
と
連
携
し
、
早
期
に
院
内
事
故
調
査
の
結
果
が
得
ら
れ

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
院
内
事
故
調
査
の
結

果
を
受
け
て
そ
の
検
証
を
行
う
こ
と
。
各
医
療
機
関
に
お
い

て
は
院
内
事
故
調
査
を
着
実
に
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応

じ
て
セ
ン
タ
ー
か
ら
連
絡
や
調
査
の
協
力
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
で
病
院
等
の
管
理
者
は
協
力
す
る
こ
と
。

○
セ
ン
タ
ー
調
査
（
・
検
証
）
は
、
「医
療
機
関
が
行
う
調
査

の
方
法
」
で
示
し
た
項
目
に
つ
い
て
行
う
。
そ
の
際
、
当
該

病
院
等
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
お
こ
な
う
こ
と
。

○
セ
ン
タ
ー
は
医
療
機
関
に
協
力
を
求
め
る
際
は
、
調
査
に

必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
で
協
力
依
頼
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

１
０
．
セ
ン
タ
ー
業
務
に
つ
い
て
②

○
セ
ン
タ
ー
が
行
う
調
査
の
依
頼

○
セ
ン
タ
ー
が
行
う
調
査
の
内
容

セ
ン
タ
ー
調
査
の
依
頼
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
調
査
の
実
施
及
び
セ
ン
タ
ー
調
査
へ
の
医
療
機

関
の
協
力
に
つ
い
て
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１
０
．
セ
ン
タ
ー
業
務
に
つ
い
て
②

○
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
調
査
の
医
療
機
関
と
遺
族
へ
の
報
告

法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
7

５
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
1
項
の
調
査
を

終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
同
項
の
管
理
者
及

び
遺
族
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
省
令
事
項
な
し

○
セ
ン
タ
ー
は
調
査
終
了
時
に
以
下
事
項
を
記
載
し
た
調

査
結
果
報
告
書
を
、
医
療
機
関
と
遺
族
に
対
し
て
交
付
す
る
。

日
時
/
場
所
/
診
療
科

医
療
機
関
名
/
所
在
地
/
連
絡
先

医
療
機
関
の
管
理
者

患
者
情
報
（
性
別
/
年
齢
等
）

医
療
事
故
調
査
の
項
目
、
手
法
及
び
結
果

•
調
査
の
概
要
（
調
査
項
目
、
調
査
の
手
法
）

•
臨
床
経
過
（
客
観
的
事
実
の
経
過
）

•
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査
の
結
果

※
調
査
の
結
果
、
必
ず
し
も
原
因
が
明
ら
か
に
な
る
と
は
限

ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

※
原
因
分
析
は
客
観
的
な
事
実
か
ら
構
造
的
な
原
因
を
分

析
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
責
任
追
及
を
行
う
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

•
再
発
防
止
策

※
再
発
防
止
策
は
、
個
人
の
責
任
追
及
と
な
ら
な
い
よ
う
に

注
意
し
、
当
該
医
療
機
関
の
状
況
及
び
管
理
者
の
意
見

を
踏
ま
え
た
上
で
記
載
す
る
こ
と
。

○
セ
ン
タ
ー
が
報
告
す
る
調
査
の
結
果
に
院
内
調
査
報
告

書
等
の
内
部
資
料
は
含
ま
な
い
。

セ
ン
タ
ー
調
査
の
遺
族
及
び
医
療
機
関
へ
の
報
告
方
法
・

報
告
事
項
に
つ
い
て
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１
０
．
セ
ン
タ
ー
業
務
に
つ
い
て
②

○
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
調
査
の
結
果
の
取
扱
い

法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
7

５
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
1
項
の
調
査
を

終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
同
項
の
管
理
者
及

び
遺
族
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
6
条
の
2
1

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
員
若
し
く
は
職
員

又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
調

査
等
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

○
省
令
事
項
な
し

○
本
制
度
の
目
的
は
医
療
安
全
の
確
保
で
あ
り
、
個
人
の

責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
セ
ン
タ
ー
は
、

個
別
の
調
査
報
告
書
及
び
セ
ン
タ
ー
調
査
の
内
部
資
料
に

つ
い
て
は
、
法
的
義
務
の
な
い
開
示
請
求
に
応
じ
な
い
こ
と
。

※
証
拠
制
限
な
ど
は
省
令
が
法
律
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
立
法
論
の
話
で

あ
る
。

○
セ
ン
タ
ー
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ

た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
調
査
等
業
務
に
関
し
て
知
り

得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
調
査
結
果
報
告
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
6

四
医
療
事
故
調
査
に
従
事
す
る
者
に
対
し
医
療
事
故

調
査
に
係
る
知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ

と
。

○
省
令
事
項
な
し

○
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
別
に
以
下

の
研
修
を
行
う
。

①
セ
ン
タ
ー
の
職
員
向
け
：
セ
ン
タ
ー
の
業
務
（
制
度
の

理
解
、
相
談
窓
口
業
務
、
医
療
機
関
へ
の
支
援
等
）

を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
研
修

②
医
療
機
関
の
職
員
向
け
：科
学
性
・
論
理
性
・
専
門
性

を
伴
っ
た
事
故
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
研
修

③
支
援
団
体
の
職
員
向
け
：専
門
的
な
支
援
に
必
要
な

知
識
等
を
学
ぶ
研
修

○
研
修
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
既
存
の
団
体
等
が
行
っ
て

い
る
研
修
と
重
複
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

○
研
修
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
一
定
の
費
用
徴
収
を
行
う

こ
と
と
し
、
そ
の
収
入
は
本
制
度
の
た
め
に
限
定
し
て
使
用

す
る
。

セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
に
つ
い
て

１
１
．
セ
ン
タ
ー
業
務
に
つ
い
て
③

○
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
6

六
医
療
事
故
の
再
発
の
防
止
に
関
す
る
普
及
啓
発
を

行
う
こ
と
。

○
省
令
事
項
な
し

○
集
積
し
た
情
報
に
基
づ
き
、
個
別
事
例
で
は
な
く
全
体
と
し

て
得
ら
れ
た
知
見
を
繰
り
返
し
情
報
提
供
す
る
。

○
誤
薬
が
多
い
医
薬
品
の
商
品
名
や
表
示
の
変
更
な
ど
、

関
係
業
界
に
対
し
て
の
働
き
か
け
も
行
う
。

○
再
発
防
止
策
が
ど
の
程
度
医
療
機
関
に
浸
透
し
、
適
合

し
て
い
る
か
調
査
を
行
う
。

セ
ン
タ
ー
が
行
う
普
及
啓
発
に
つ
い
て

１
２
．
セ
ン
タ
ー
業
務
に
つ
い
て
④

○
セ
ン
タ
ー
が
行
う
普
及
啓
発

-1
9-
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
8

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
6
条
の
1
6
各
号

に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
調
査
等
業
務
」と
い
う
。
）
を
行
う
と

き
は
、
そ
の
開
始
前
に
、
調
査
等
業
務
の
実
施
方
法
に
関

す
る
事
項
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ

い
て
調
査
等
業
務
に
関
す
る
規
程
（
次
項
及
び
第
6
条
の

2
6
第
1
項
第
三
号
に
お
い
て
「業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定

め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
業
務
規
程
が

調
査
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
つ

た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

調
査
等
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

調
査
等
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

調
査
等
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

セ
ン
タ
ー
の
役
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

調
査
等
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

調
査
等
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
及
び

保
存
に
関
す
る
事
項

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
他
、
調
査
等
業
務
に
関
し
必

要
な
事
項

○
セ
ン
タ
ー
は
、
業
務
規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
業
務
規
程
を
添

え
て
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

○
セ
ン
タ
ー
は
、
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

変
更
の
内
容

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

変
更
の
理
由

○
通
知
事
項
な
し

１
３
．
セ
ン
タ
ー
が
備
え
る
べ
き
規
定
に
つ
い
て

-2
0-
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
1
9

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
毎
事
業
年
度
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
等
業
務
に
関
し

事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大

臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
、
調
査
等
業
務

に
関
し
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
セ
ン
タ
ー
は
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
の
一
月
前
ま

で
に
（
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
申
請
書
に
事
業
計
画

書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
セ
ン
タ
ー
は
、
事
業
計
画
書
又
は
収
支
予
算
書
の
変
更

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
の
内

容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
セ
ン
タ
ー
は
、
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
毎
事

業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
貸
借
対
照
表
を
添
え
て
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
通
知
事
項
な
し

１
４
．
セ
ン
タ
ー
の
事
業
計
画
等
の
認
可
に
つ
い
て

１
５
．
セ
ン
タ
ー
の
事
業
報
告
書
等
の
提
出
に
つ
い
て

-2
1-
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法
律

省
令

通
知

第
6
条
の
2
0

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
調
査
等
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
6
条
の
2
3

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、
調
査
等
業
務
に
関
し

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
セ
ン
タ
ー
は
、
調
査
等
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又

は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
休
止
し
、

又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
調
査
等
業
務
の
範
囲

休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う

と
す
る
場
合
は
そ
の
期
間

休
止
又
は
廃
止
の
理
由

○
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、

こ
れ
を
最
終
の
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

病
院
等
か
ら
医
療
事
故
調
査
の
結
果
の
報
告
を
受
け
た

年
月
日

前
号
の
報
告
に
係
る
医
療
事
故
の
概
要

第
1
号
の
報
告
に
係
る
整
理
及
び
分
析
結
果
の
概
要

○
通
知
事
項
な
し

１
６
．
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
に
つ
い
て

１
７
．
セ
ン
タ
ー
が
備
え
る
帳
簿
に
つ
い
て

-2
2-
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別紙 
 

医療上の有害事象に関する報告制度 
 
 

１．医薬品・医療機器等安全性情報報告制度 

根拠 医薬品・医療機器等法第６８条の 10 第２項 

目的 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用による副作用、感染症又

は不具合の発生（医療機器及び再生医療等製品の場合は、健康被害が発

生するおそれのある不具合も含む。）について、保健衛生上の危害の発生

又は拡大の防止。 

報告者 医療関係者（薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の

開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬

関係者） 

報告する情報 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用による副作用、感染症又

は不具合の発生（医療機器及び再生医療等製品の場合は、健康被害が発

生するおそれのある不具合も含む。）について、保健衛生上の危害の発生

又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断した情報（症例）。 

報告の窓口 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 安全第一部 情報管理課 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 
ＦＡＸ：0120-395-390 
電子メール：anzensei-hokoku@pmda.go.jp 
※ 郵送、ＦＡＸ又は電子メールで受付 

 
 
２．予防接種法に基づく副反応報告制度 

根拠 予防接種法第 12 条第 1 項 

目的 予防接種後に生じる種々の身体的反応や副反応について情報を収集

し、ワクチンの安全性について管理・検討を行い、以て広く国民に情報

を提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資すること。 

報告者 病院若しくは診療所の開設者又は医師 

報告する情報 定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたこと

によるものと疑われる症状として厚生労働省令（注１）で定めるものを

呈している旨。 
注１：予防接種法施行規則第 5 条に規定する症状 

報告の窓口 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部情報管理課 
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

FAX：0120-176-146  
※ ＦＡＸのみの受付 
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３．医療事故情報収集等事業 

根拠 医療事故情報収集・分析・提供事業：医療法施行規則第 9 条の 23､第 12 条  
ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業：厚生労働省補助事業 

目的  特定機能病院等や事業参加登録申請医療機関から報告された、事故そ

の他の報告を求める事案（以下｢事故等事案｣という。）に関する情報又は

資料若しくはヒヤリ･ハット情報を収集し、及び分析し、その他事故等事

案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該

調査研究の成果を事業参加医療機関及び希望医療機関に提供すること。 

報告者 医療事故情報収集・分析・提供事業 
特定機能病院等の報告義務対象医療機関（義務） 
参加登録申請医療機関（任意参加） 

ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業 
参加登録申請医療機関（任意参加） 

報告する情報 医療事故情報収集・分析・提供事業 
① 誤った医療または管理を行なったことが明らかであり、その行っ

た医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の

障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたもの

を上回る処置その他の治療を要した事例。 
② 誤った医療または管理を行なったことは明らかでないが、行った

医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障

害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを

上回る処置その他の治療を要した事例（行った医療又は管理に起因

すると疑われるものを含み、当該事例の発生を予期しなかったもの

に限る）。 
③ ①及び②に揚げるもののほか、医療機関内における事故の発生の

予防及び再発の防止に資する事例。 
ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業 
① 医療に誤りがあったが、患者に実施される前に発見された事例。 
② 誤った医療が実施されたが、患者への影響が認められなかった事

例または軽微な処置・治療を要した事例。ただし、軽微な処置・治

療とは、消毒、湿布、鎮痛剤投与等とする。 
③ 誤った医療が実施されたが、患者への影響が不明な事例。 

報告の窓口 日本医療機能評価機構のホームページ（http://jcqhc.or.jp/）から、Web
システムを用いて報告。 
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４．薬局ヒヤリ･ハット事例収集･分析事業 

根拠 厚生労働省補助事業 

目的  薬局から報告されたヒヤリ・ハット事例等を収集・分析し、提供するこ

とにより、広く薬局が医療安全対策に有用な情報を共有するとともに、国

民に対して情報を提供することを通じて、医療安全対策の一層の推進を図

ること。 

報告者 参加登録申請薬局（任意参加） 

報告する情報 以下のうち、本事業において収集対象とする事例は医薬品または特定保

険医療材料が関連した事例であって、薬局で発生または発見された事例 
 ① 医療に誤りがあったが、患者に実施される前に発見された事例。 
 ② 誤った医療が実施されたが、患者への影響が認められなかった事例

または軽微な処置・治療を要した事例。但し、軽微な処置・治療とは、

消毒、湿布、鎮痛剤投与等とする。 
 ③ 誤った医療が実施されたが、患者への影響が不明な事例。 

報告の窓口 日本医療機能評価機構のホームページ（http://jcqhc.or.jp/）から、Web シ

ステムを用いて報告。 
 
 
５．消費者安全調査委員会への申出 

根拠 消費者安全法第 28 条 

目的 消費者安全調査委員会の事故等原因調査等のきっかけの一つとして、

消費者庁から報告される事故等情報だけでは抽出できない事故等につい

て、必要な事故等原因調査等につなげるためのしくみを構築することに

より、調査等の必要な事故の漏れや事故等原因調査等の盲点の発生を防

ぎ、必要な事故の再発・拡大防止対策につなげていくこと。 

申出者 制限なし 

申出の内容 消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等について、被害の発

生又は拡大の防止を図るため、事故等原因の究明が必要だと思料する場

合に、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調

査等を行うよう求めることができる。 

申出の窓口 消費者庁 消費者安全課 事故調査室 
 〒100-6178 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー6 階 
 専用電話番号 03－3507－9268 （受付時間 10：00～17：00)  
  ＦＡＸ番号 03－3507－9284 
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医政発 0624 第３号 

平成 28 年６月 24 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長    

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について 

 

 

平成 26 年６月 25 日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83

号）により、医療法（昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。）の一部が

改正されたところである。このうち、改正後の法における医療事故調査及び医

療事故調査・支援センターに関する規定については、平成 27 年 10 月１日から

施行されているところであるが、今般、医療事故調査制度の運用の改善を図る

ため、医療法施行規則の一部を改正する省令（平成 28年厚生労働省令第 117号。

以下「改正省令」という。）を本日付けで公布したところである。 

改正省令による改正の要点は下記のとおりであるので、御了知の上、その運

用に遺憾のないよう特段の御配慮をいただくとともに、管下政令指定都市、保

健所設置市区、医療機関、関係団体等に対し周知願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。 

 

 

記 

 

 

第一 病院等の管理者が行う医療事故の報告関係 

病院等の管理者は、法第６条の 10第１項の規定による報告を適切に行うた

め、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保する

ものとすること。（医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号）第１条の 10

の２第４項関係） 
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第二 医療事故調査等支援団体による協議会の設置関係 

１ 法第６条の 11第２項に規定する医療事故調査等支援団体（以下「支援団

体」という。）は、同条第３項の規定による支援（以下「支援」という。）

を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会（以下「協議会」

という。）を組織することができるものとすること。（医療法施行規則第１

条の 10の５第１項関係） 

２ 協議会は、１の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第６条の 10

第１項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の

情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとすること。（医療法施行規則

第１条の 10の５第２項関係） 

３ 協議会は、２の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、以下の事項

を行うものとすること。（医療法施行規則第１条の 10の５第３項関係） 

（１）病院等の管理者が行う法第６条の 10第１項の報告及び医療事故調査

並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施 

（２）病院等の管理者に対する支援団体の紹介 

 

 

以上 
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医政総発 0624 第１号 

平成 28 年６月 24 日 

 

各都道府県医務主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省医政局総務課長   

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について 

 

 

平成 26 年６月 25 日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83

号）により、医療法（昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。）の一部が

改正されたところです。このうち、改正後の法における医療事故調査及び医療

事故調査・支援センターに関する規定については、平成 27 年 10 月１日から施

行されているところですが、今般、医療事故調査制度の運用の改善を図るため、

医療法施行規則の一部を改正する省令（平成 28年厚生労働省令第 117号。以下

「改正省令」という。）を本日付けで公布したところです。 

これらの改正内容については、別添の「医療法施行規則の一部を改正する省

令の施行について」（平成 28 年６月 24 日付け医政発 0624 第３号）により、厚

生労働省医政局長から各都道府県知事宛てに通知されたところですが、改正省

令の施行に伴う留意事項等については下記のとおりですので、貴職におかれま

しては、その内容を御了知の上、その運用に遺憾のないよう特段の御配慮をい

ただくとともに、管下政令指定都市、保健所設置市区、医療機関、関係団体等

に対し周知をお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

 

記 

 

第一 支援団体等連絡協議会について 

１ 改正省令による改正後の医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）

第１条の 10の５第１項の規定に基づき組織された協議会（以下「支援団体
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等連絡協議会」という。）は、地域における法第６条の 11 第２項に規定す

る支援（以下「支援」という。）の体制を構築するために地方組織として各

都道府県の区域を基本として１か所、また、中央組織として全国に１か所

設置されることが望ましいこと。 

２ 各都道府県の区域を基本として設置される地方組織としての支援団体等

連絡協議会（以下「地方協議会」という。）には、当該都道府県に所在する

法第６条の 11第２項に規定する医療事故調査等支援団体（支援団体を構成

する団体を含む。以下「支援団体」という。）が、全国に設置される中央組

織としての支援団体等連絡協議会（以下「中央協議会」という。）には、全

国的に組織された支援団体及び法第６条の 15第１項の規定により厚生労働

大臣の指定を受けた医療事故調査・支援センター（以下「医療事故調査・

支援センター」という。）が参画すること。 

３ 法第６条の 11第２項の規定による、医療事故調査（同条第１項の規定に

より病院等の管理者が行う、同項に規定する医療事故調査をいう。以下同

じ。）を行うために必要な支援について、迅速で充実した情報の共有及び意

見の交換を円滑かつ容易に実施できるよう、専門的事項や個別的、具体的

事項の情報の共有及び意見の交換などに際しては、各支援団体等連絡協議

会が、より機動的な運用を行うために必要な組織を設けることなどが考え

られること。 

４ 各支援団体等連絡協議会は、法第６条の 10第１項に規定する病院等（以

下「病院等」という。）の管理者が、同項に規定する医療事故（以下「医療

事故」という。）に該当するか否かの判断や医療事故調査等を行う場合に参

考とすることができる標準的な取扱いについて意見の交換を行うこと。 

なお、こうした取組は、病院等の管理者が、医療事故に該当するか否か

の判断や医療事故調査等を行うものとする従来の取扱いを変更するもので

はないこと。 

５ 改正省令による改正後の医療法施行規則第１条の 10の５第３項第１号に

掲げる病院等の管理者が行う報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う

支援の円滑な実施のための研修とは、地方協議会又は中央協議会が、それ

ぞれ病院等の管理者及び当該病院等で医療事故調査に関する業務に携わる

者並びに支援団体の関係者に対して実施することを想定していること。 

６ 改正省令による改正後の医療法施行規則第１条の 10の５第３項第２号に

掲げる病院等の管理者に対する支援団体の紹介とは、地方協議会が、各都

道府県内の支援団体の支援窓口となり、法第６条の 10第１項の規定による

報告を行った病院等の管理者からの求めに応じて、個別の事例に応じた適

切な支援を行うことができる支援団体を紹介することをいうこと。 
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７ その他、支援団体等連絡協議会の運営において必要な事項は、各支援団

体等連絡協議会において定めることができること。 

 

第二 医療事故調査・支援センターについて 

１ 医療事故調査・支援センターは、中央協議会に参画すること。 

２ 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査制度の円滑な運用に資す

るため、支援団体や病院等に対し情報の提供及び支援を行うとともに、医

療事故調査等に係る優良事例の共有を行うこと。 

なお、情報の提供及び優良事例の共有を行うに当たっては、報告された

事例の匿名化を行うなど、事例が特定されないようにすることに十分留意

すること。 

３ 医療事故調査・支援センターは、第一の５の研修を支援団体等連絡協議

会と連携して実施すること。 

４ 遺族等からの相談に対する対応の改善を図るため、また、当該相談は病

院等が行う院内調査等への重要な資料となることから、医療事故調査・支

援センターに対して遺族等から相談があった場合、法第６条の 13第１項に

規定する医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じ

て、相談の内容等を病院等の管理者に伝達すること。 

５ 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査報告書の分析等に基づく

再発防止策の検討を充実させるため、病院等の管理者の同意を得て、必要

に応じて、医療事故調査報告書の内容に関する確認・照会等を行うこと。 

なお、医療事故調査・支援センターから医療事故調査報告書を提出した

病院等の管理者に対して確認・照会等が行われたとしても、当該病院等の

管理者は医療事故調査報告書の再提出及び遺族への再報告の義務を負わな

いものとすること。 

 

第三 病院等の管理者について 

１ 改正省令による改正後の医療法施行規則第１条の 10の２に規定する当

該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制とは、当該病

院等における死亡及び死産事例が発生したことが病院等の管理者に遺漏

なく速やかに報告される体制をいうこと。 

２ 病院等の管理者は、支援を求めるに当たり、地方協議会から支援団体

の紹介を受けることができること。 

３ 遺族等から法第６条の 10第１項に規定される医療事故が発生したので

はないかという申出があった場合であって、医療事故には該当しないと

判断した場合には、遺族等に対してその理由をわかりやすく説明するこ
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と。 

 

第四 医療安全支援センターについて 

医療安全支援センターは、医療事故に関する相談に対しては、「医療安全

支援センター運営要領について」（平成 19 年３月 30 日付け医政発 0330036

号）の別添「医療安全支援センター運営要領」４（２）④「相談に係る留

意事項」に留意し、対応すること。 

以上 
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２．特定機能病院の医療安全管理体制の確保について 

 

＜医療安全に関する承認要件見直しに係る経過措置について＞ 

○ 大学附属病院等において医療安全に関する重大事案が相次いで発生した

ことから、大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース等での

審議を経て、医療安全の観点から特定機能病院の承認要件の見直しを行い、

平成 28年６月に改正省令等を公布、施行通知を発出した。 

  

○ 省令改正の施行時期に経過措置を設けているが、平成 31年４月時点で有

効な経過措置は、医療安全管理部門における専従の医師・薬剤師・看護師

配置に係るもの（※）のみである。当該経過措置についても、平成 32年３

月までの間のものであることにご留意をいただきたい。 

※ 医療安全管理部門には専従（就業時間の８割以上を当該業務に従事している

場合）の医師、薬剤師、及び看護師を置くこととされているが、平成 32年３

月までの間、時限的取扱いとして、常勤職員であって、その就業時間の５割

以上を当該業務に従事する者を同職種で複数名配置している場合は、当該職

種の専従職員を置いているものとみなすとされている。 

 

＜ガバナンスに関する承認要件見直しの施行について＞ 

○ 平成 28年 2月に「大学附属病院等のガバナンスに関する検討会」を設置

し、病院としての適切な意思決定を行うための体制、管理者の資質や選任

方法などについて検討を行い、同年 12月に報告をとりまとめた。 

 

○ これらの議論を踏まえ、平成 29年に次のとおり医療法の改正を行い、平

成 30年６月に施行されている。 

  

・ 特定機能病院は、高度かつ先端的な医療を提供する使命を有してお

り、患者がそうした医療を安全に受けられるよう、より一層高度な医

療安全管理体制の確保が必要であることを法的に位置付け 

 

・ 特定機能病院の管理者は、合議体の決議に基づき管理運営業務を遂

行することを義務付け 

 

・ 特定機能病院の開設者は、管理者が病院の管理運営業務を適切に遂

行できるよう、管理者権限の明確化、管理者の選任方法の透明化、監

査委員会の設置などの措置を講ずることを義務付け 
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特定機能病院の承認要件の見直し等について

特定機能病院の医療安全管理に関する承認要件の見直しの概要

「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース」のとりまとめを踏まえ、平成28年６月10日に医療法施行規則を
改正し、特定機能病院の承認要件に医療安全管理責任者の配置、専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置、
監査委員会による外部監査等の項目を加えた（同日施行。項目ごとに一定期間の経過措置を設定。）。
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専従に係る経過措置 （1/2）

医療安全管理部門に専従の医師等を配置しなければならない

医療安全管理部門の業務に８割以上を従事していることを「専従」とする

通知
（平成５年
通知）

５割以上従事する者を複数
配置した場合、「専従の医師
等の配置」を満たすこととする

医療安全管理部門に専従の医師等を
配置するよう努めることとする

（やむを得ず速やかな配置ができない場
合で、配置計画を提出したとき）

５割以上従事する者を１名
配置した場合、「専従の医師等
の配置」を満たすこととする

省令本則

省令附
則

（第４条）

平成30年4月

3

平成32年4月

専従に係る経過措置 （2/2）
○専従に係る経過措置 （附則第４条）

• やむを得ない事情がある場合で、配置計画を提出した場合に限り、
平成３０年３月３１日までの間は適用しない。

• 上記の場合、特定機能病院の管理者は、平成３０年３月３１日ま
での間、次に掲げる措置を講ずる。

• 医療安全管理部門に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置する
よう努める。

• 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置する。

○専従に係る経過措置 （平成５年通知ク）

• 「専従」とは、医療安全管理部門の業務に専ら従事していることを
いうものとし、常勤で雇用されている職員において、就業時間の８
割以上を当該業務に従事している場合とする。

• 平成３２年３月までの間については、時限的取扱いとして、常勤職
員であって、就業時間の５割以上を当該業務に従事する者を同職
種で複数名（平成３０年３月３１日までの間、配置計画を提出した
病院については、１名で可とすること。）配置している場合は、当
該職種の専従職員を置いているものとみなす。
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特定機能病院

特定機能病院のガバナンスに関する改正事項

特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする（4条の2､16条の3）

開
設
者
（理
事
会
等
）

管理者（病院長）

管理者の選任方法（医療法第10条の
２、医療法施行規則第７条の３）

・必要な能力・経験を有する者を管
理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審査

（省令で、選考基準の設定、選考
結果の公表等を規定）

病院運営に関する合議体（法第16条
の３第２項、施行規則第９条の23）
・管理者は管理運営上の重要事項を
合議体の決議に基づき実施

5

医療安全管理責任者
（副院長）

医療安全管理委員会医療安全管理部門

専従の医師、薬剤師、
看護師の配置を義務化

管理者の選任方法の透明化

管理者権限の明確化（法第19条
の２、施行規則第15条の４第１号）

統括

医療安全管理体制の強化のための取組
・ 全死亡例報告の義務化
・ 高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等

業務監督、法令遵守等の体制
整備
（法第19条の２第３号、施行規則第15条
の４第３号）

医療安全に関する監査委
員会（開設者が設置）

医師だけでなく法律家や一
般の立場の者も含め構成

特定機能病院の
相互ピアレビュー

地方厚生局による
立入検査

・厚生労働省による業務報告書の確認
・都道府県知事等による開設者の立入検査

・医療機関の運営が著しく不適切である場合
等において、都道府県知事等による改善命令、
業務停止命令等が可能

※ 青字は平成28年６月の承認要件見直しの内容
※ 赤字は改正医療法で新設された内容

（法第19条の２第２号、施行
規則第15条の４第２号）
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３．検体検査の精度の確保について 

＜改正の背景＞ 

○ 遺伝子検査の普及等、検体検査の高度化・多様化が進む中、安全で適切な医療の確

保のため、医療法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 57 号）により、医療機

関及び助産所（以下「医療機関等」という。）における検体検査の精度の確保のため

の基準等が新たに定められた。 

○ 同法のうち検体検査の精度の確保に係る箇所は、平成 30 年 12 月１日に施行され

た。 

 

＜医療機関等において検体検査を行う場合の制度の確保に係る基準（概要※１）＞ 

※１ 詳細については、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省令の整備に関する
省令（平成 30 年厚生労働省令第 93 号）及び「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生
労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」（平成 30 年８月 10 日付け医政発 0810 第１号厚
生労働省医政局長通知）を参照されたい。 

 

（１）管理組織関係 

・ 検体検査の制度の確保に係る責任者を配置すること。 

・ 遺伝子関連・染色体検査を実施する場合は、遺伝子関連・染色体検査の精度の

確保に係る責任者を配置すること。 

（２）標準作業書、作業日誌及び台帳関係 

・ 検査機器保守管理標準作業書及び測定標準作業書を常備すること。 

・ 検査機器保守管理作業日誌及び測定作業日誌を作成すること。 

・ 試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳※２及び外部精度管理台帳※２を作成する

こと。 ※２ 内部精度管理を実施した場合又は外部精度管理調査を受検した場合。 

（３）内部精度管理及び外部精度管理調査並びに研修関係（遺伝子関連・染色体検査

を実施する場合※３） 

・ 内部精度管理を実施すること。 

・ 外部精度管理調査を受検に努めること。※４ 

・ 検査業務の従事者に必要な研修を受講させること。 

※３ 遺伝子関連・染色体検査を行わない場合は、内部精度管理の実施、外部精度管理調査の受検

に努め、検査業務の従事者に必要な研修を受講させるよう努めなければならない。 

※４ 外部精度管理調査の体制が整っていない遺伝子関連・染色体検査の項目については、自施設

以外の検査実施機関と連携して相互に検査結果を比較するなどの方法により、精度の確保に努

めること。 

 

＜留意事項＞ 

○ 「医療機関、衛生検査所等における検体検査に関する擬擬解釈資料（Q&A）の送付

について」（平成 30 年 11 月 29 日付け事務連絡）の内容も踏まえ、貴管下の医療機

関等に対する適切な指導監督をお願いする。 
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平成31年1月1日現在

主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分

北光記念病院

救急医療

時計台記念病院

救急医療

へき地医療

函館渡辺病院

精神科救急医療

北斗病院

救急医療

釧路孝仁会記念病院

救急医療

北海道大野記念病院

知床らうす国民健康保険診療所

札幌第一病院

星が浦病院

へき地医療

札幌禎心会病院

救急医療

友愛会恵愛病院

精神科救急医療

日鋼記念病院

救急医療

災害医療

小児救急医療

天使病院

周産期医療

西岡病院

三和医院

へき地医療

恵佑会札幌病院

へき地医療

北広島病院

へき地医療

大塚眼科病院

へき地医療

札幌中央病院

救急医療

あつた中央クリニック

へき地医療

網走脳神経外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

救急医療

道東脳神経外科病院

へき地医療

製鉄記念室蘭病院

救急医療

北海道循環器病院

へき地医療

札幌北楡病院

へき地医療

札幌しらかば台病院

へき地医療

札幌里塚病院

へき地医療

高橋病院

へき地医療

中村記念病院

中村記念南病院

救急医療

クラーク病院

へき地医療

項番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

13

19

20

21

北海道登別市
鷲別町２丁目３２番地１

平成22年3月1日

社会医療法人 明生会
北海道網走市
桂町４丁目１番７号

平成23年3月1日

平成23年3月1日

平成23年9月1日

平成23年3月1日

平成24年9月1日

平成24年9月1日

平成20年7月10日

都道府
県別
項番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

13

平成22年9月1日

平成22年9月1日

17

18

19

平成23年9月1日

平成23年9月1日

北 海 道

17

18

20

21

北海道北広島市
中央６丁目２番地２

北海道札幌市豊平区
西岡４条４丁目１番５２号

北海道室蘭市
知利別町１丁目４５番地

社会医療法人 医仁会

北海道札幌市北区
北１６条西４丁目２番１７号

社会医療法人 孝仁会
北海道釧路市
芦野１丁目２７番１号

北海道札幌市白石区
本通１４丁目北１番１号

北海道札幌市中央区
南１条西１４丁目２９１番地１９０

社会医療法人 恵佑会

社会医療法人社団 三草会

社会医療法人 北海道循環器病院

社会医療法人 蘭友会

北海道札幌市中央区
南２７条西１３丁目１番３０号

北海道札幌市東区
本町２条４丁目８番２０号

社会医療法人 友愛会

北海道札幌市白石区
東札幌６条６丁目５番１号

社会医療法人 高橋病院

認定年月日

平成20年11月1日

平成23年9月1日

平成21年3月1日

平成22年9月1日

平成23年3月1日

平成22年3月1日

平成22年3月1日

法人名

社会医療法人社団 カレスサッポロ

社会医療法人 製鉄記念室蘭病院

北海道札幌市東区
北４４条東８丁目１番６号

社会医療法人 即仁会

社会医療法人 鳩仁会

社会医療法人 禎心会

社会医療法人 母恋

社会医療法人 秀眸会

社会医療法人 恵和会

北海道札幌市中央区北１条
東１丁目２番５号カレスサッポ
ロビル８階

社会医療法人 函館博栄会

北海道室蘭市
新富町１－５－１３

北海道帯広市
稲田町基線７番地５

３．社会医療法人の認定状況について

都 道 府 県

社会医療法人 北斗

社会医療法人 康和会

北海道函館市
湯川町１－３１－１

平成23年9月1日

北海道札幌市中央区南９条
西１０丁目１番５０号

北海道札幌市豊平区
月寒東２条１８丁目７番２６号

北海道札幌市清田区
美しが丘１条６丁目１番５号

北海道函館市
元町３２番１８号

平成21年3月1日

社会医療法人 北楡会
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

平岸病院

精神科救急医療

洞爺湖温泉診療所

へき地医療

西成病院

へき地医療

札幌清田整形外科病院

へき地医療

札幌トロイカ病院

精神科救急医療

札幌清田病院

へき地医療

札幌南三条病院

札幌南一条病院

へき地医療

耳鼻咽喉科麻生病院

へき地医療

手稲いなづみ病院

へき地医療

西堀病院

へき地医療

愛心メモリアル病院

へき地医療

札幌白石記念病院

へき地医療

西岡第一病院

へき地医療

松田整形外科記念病院

へき地医療

石狩病院

へき地医療

社会医療法人こぶし植苗病院

精神科救急医療

社会医療法人朋仁会整形外科
北新東病院

へき地医療

苫小牧東病院

へき地医療

坂泌尿器科病院

へき地医療

おんねゆ診療所

へき地医療

南部病院

救急医療

松平病院

精神科救急医療

盛岡観山荘病院

精神科救急医療

未来の風せいわ病院

精神科救急医療

花北病院

精神科救急医療

総合南東北病院

救急医療

中嶋病院

救急医療

中通総合病院

救急医療

横手興生病院

精神科救急医療

本荘第一病院

へき地医療

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

38

39

1

2

平成26年9月1日

平成24年9月1日

平成26年9月1日

35

36

37

38

39

42

43

44

45

46

47

48

40

41

49

50

51

32

33

34

33

平成28年9月1日

平成28年9月1日

平成26年9月1日

平成26年9月1日

平成25年9月1日

平成23年12月1日

平成21年4月1日

平成27年9月1日

岩手県北上市村崎野16地割
89番地１

社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生
北海道札幌市東区北
４０条東１丁目１番７号

社会医療法人 朋仁会

社会医療法人 平成醫塾

北海道札幌市白石区菊水元
町３条３丁目１番１８号

北海道苫小牧市明野新町５
丁目１番３０号

北海道札幌市東区北２７条東
１丁目１番１５号

社会医療法人 松田整形外科記念病
院

北海道札幌市北区北１８条西
４丁目１番３５号

社会医療法人 ピエタ会
北海道石狩市花川北三条三
丁目６番地１

北海道函館市中道２丁目
６番１１号

岩 手 県

青 森 県

社会医療法人社団 花北病院

1

2

3

1

2

1

2

3

社会医療法人 将道会

22

23

24

25

26

27

31

秋田県由利本荘市
岩渕下１１０番地

社会医療法人 北海道恵愛会

社会医療法人 慈恵会
北海道虹田郡洞爺湖町
高砂町３７番地

宮 城 県

社会医療法人 青嵐会

社会医療法人 明和会

社会医療法人 興生会

社会医療法人 札幌清田病院
北海道札幌市清田区新栄
１条１丁目１番１号

宮城県岩沼市里の杜
１丁目２番５号

社会医療法人 みやま会

社会医療法人 札幌清田整形外科病
院

北海道札幌市手稲区前田
３条４丁目２番６号

秋 田 県

北海道札幌市白石区本通８
丁目南１番１０号

秋田県秋田市
南通みその町３番１５号

社会医療法人 医翔会

岩手県盛岡市高松
４丁目２０番４０号

28

29

30 社会医療法人 アルデバラン

社会医療法人 こぶし

社会医療法人 共栄会

社会医療法人 延山会

北海道札幌市中央区南
１条西１３丁目３１７番地

北海道札幌市白石区
川下５７７番地８

宮城県仙台市宮城野区
大梶１５番２７号

社会医療法人 松平病院

社会医療法人 博進会

青森県八戸市大字新井田
字出口平１７番地

北海道札幌市北区
新川西３条２丁目１０番１号

社会医療法人 智徳会
岩手県盛岡市
手代森9地割70‐1

社会医療法人社団 愛心館

社会医療法人 仁生会

北海道苫小牧市字植苗５２番
地２

北海道札幌市清田区
清田１条４丁目１番５０号

平成20年12月1日

平成25年1月1日

平成25年9月1日

平成27年9月1日

平成25年9月1日

平成27年9月1日

平成21年2月1日

平成24年9月1日

平成26年7月9日

平成27年2月1日

平成23年12月1日

秋田県横手市
根岸町８番２１号

北海道赤平市
平岸新光町２丁目１番地

北海道札幌市豊平区西岡３
条６丁目８番１号

青森県三戸郡南部町大字
沖田面字千刈３６番地２

社会医療法人 康陽会

平成23年12月1日

社会医療法人 博友会

平成29年8月1日

平成26年9月1日

平成29年3月1日

平成29年9月1日

平成29年9月1日

社会医療法人 仁陽会

40

41

社会医療法人 北腎会
北海道札幌市北区北３０条西
１４丁目３番１号

平成30年9月1日

社会医療法人 雄俊会
北海道北見市留辺蘂町温根
湯温泉４４０番地１－２

平成30年9月1日
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

佐藤病院

精神科救急医療

山形さくら町病院

精神科救急医療

みゆき会病院

へき地医療

福島第一病院

救急医療

一陽会病院

精神科救急医療

あづま脳神経外科病院

へき地医療

社会医療法人 あさかホスピタル

精神科救急医療

ひたち医療センター

救急医療

つくばセントラル病院

救急医療

菅間記念病院

救急医療

黒須病院

救急医療

宇都宮記念病院

救急医療

沼田脳神経外科循環器科病院

救急医療

へき地医療

関越病院

救急医療

行田総合病院

救急医療

小児救急医療

さいたま市民医療センター

救急医療

小児救急医療

圏央所沢病院

救急医療

赤心堂病院

救急医療

坂戸中央病院

救急医療

原田病院

救急医療

入間川病院

救急医療

堀ノ内病院

救急医療

5

6

7

8

69

70

71

72

73 9

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

1

2

3

1

2

3

4

1

3

4

1

2

2

1

2

3

平成22年1月1日

平成20年11月1日

社会医療法人 秀公会
福島県福島市大森字
柳下１６番地の１

埼 玉 県

社会医療法人 入間川病院

埼玉県さいたま市西区
大字島根２９９－１

社会医療法人 壮幸会

社会医療法人 至仁会

社会医療法人 さいたま市民医療セン
ター

社会医療法人 公徳会
山形県南陽市椚塚
９４８番地の１

社会医療法人 二本松会

埼玉県鶴ヶ島市
大字脚折１４５－１

社会医療法人 輝城会

山形県山形市桜町
２番７５号

茨城県日立市
鮎川町二丁目８番１６号

埼玉県入間市豊岡一丁目１３
番３号

茨城県牛久市
柏田町１５８９番地３

社会医療法人 福島厚生会

埼玉県川越市脇田
本町２５番地１９

社会医療法人 恵生会

社会医療法人 若竹会

社会医療法人 愛宣会

平成21年1月1日

平成21年4月1日

平成24年4月1日

山 形 県

茨 城 県

福 島 県

群 馬 県

栃 木 県

社会医療法人 みゆき会

1

山形県上山市弁天
２丁目２番１１号

埼玉県所沢市東狭山ケ丘
四丁目２６９２番地１

栃木県宇都宮市
大通り１丁目３番１６号

福島県福島市北沢又字
成出１６番地の２

埼玉県行田市
持田３７６番地

社会医療法人 博愛会

福島県福島市
八島町１５番２７号

平成29年11月1日

平成23年4月1日

平成26年4月1日

平成23年4月1日

平成29年4月1日

平成25年9月1日

平成23年5月1日

平成21年7月1日

平成23年10月1日

平成25年10月1日

埼玉県新座市堀ノ内二丁目９
番３１号

社会医療法人 中山会

平成26年9月19日

福島県郡山市安積町笹川字
経坦４５番地

栃木県那須塩原市
大黒町２番５号

社会医療法人 あさかホスピタル

社会医療法人社団
新都市医療研究会〔関越〕会

社会医療法人 東明会

社会医療法人社団 堀ノ内病院

栃木県さくら市
氏家２６５０番地

社会医療法人 刀仁会

平成28年10月1日

平成26年4月1日

平成21年10月1日

平成22年4月1日

群馬県沼田市
栄町８

埼玉県坂戸市南町３０番８号

平成27年4月1日

埼玉県狭山市祗園１７番２号

平成27年4月1日

社会医療法人 一陽会

社会医療法人社団 尚篤会
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

習志野第一病院

救急医療

千葉西総合病院

救急医療

船橋二和病院

救急医療

小児救急医療

千葉健生病院

救急医療

木更津病院

精神科救急医療

袖ヶ浦さつき台病院

精神科救急医療

千葉脳神経外科病院

救急医療

名戸ケ谷病院

救急医療

宍倉病院

救急医療

東大和病院

武蔵村山病院

救急医療

立川相互病院

救急医療

河北総合病院

救急医療
小児救急医療

牧田総合病院

救急医療

南町田病院

花と森の東京病院

救急医療

等潤病院

救急医療

大田病院

救急医療

いずみ記念病院

救急医療

森山記念病院

救急医療

水野記念病院

救急医療

江東病院

救急医療

第一病院

総合守谷第一病院

救急医療

中野共立病院

救急医療

木村病院

救急医療

長汐病院

武南病院

救急医療

久米川病院

救急医療

76 3
社会医療法人社団 千葉県勤労者医
療協会

千葉県千葉市花見川区
幕張町４丁目５２４番地の２

平成22年8月26日

社会医療法人社団 大成会
東京都豊島区池袋一丁目
５番８号

平成28年4月1日

91

92

93

94

95

97

96 15

82 1

83 2

3

4

5

6

7

8

9

74

75

77

5

6

7

8

78

79

80

89

90

81

1

2

4

千葉県松戸市
金ヶ作１０７番地の１

東京都立川市錦町
１丁目１６番１５号

平成27年4月1日

平成30年4月1日

平成25年1月1日

社会医療法人社団 正朋会

10

11

12

13

14

16

84

85

86

87

88

平成26年10月1日

平成26年4月1日

平成26年4月1日

平成26年4月1日

社会医療法人社団 森山医会

社会医療法人財団 城南福祉医療協会

社会医療法人社団 光仁会

社会医療法人社団 健友会

社会医療法人社団 健脳会

社会医療法人社団 蛍水会

平成21年4月1日

社会医療法人社団 愛有会

東京都足立区一ツ家
４丁目３番４号

社会医療法人 河北医療財団

東京都足立区西新井
６丁目３２番１０号

社会医療法人財団 大和会

社会医療法人社団 慈生会

社会医療法人社団 一成会

東 京 都

平成25年6月1日

平成21年9月1日

平成25年4月1日

平成24年4月1日

千 葉 県

社会医療法人社団 同仁会

社会医療法人社団 菊田会

社会医療法人社団 正志会

社会医療法人社団 医善会

社会医療法人社団 昭愛会

平成23年10月1日

社会医療法人社団 順江会

東京都荒川区町屋２丁目３番
７号

平成22年8月26日

平成22年4月1日

平成23年4月1日

平成22年8月26日

東京都町田市
鶴間４丁目4番1号

東京都東村山市萩山町三丁
目3番地10

平成27年10月1日

社会医療法人社団 木下会

千葉県木更津市
岩根２丁目３番１号

千葉県千葉市稲毛区
長沼原町４０８番地

千葉県茂原市高師
６８７番地

東京都東大和市
南街１丁目１３番地の１２

東京都葛飾区東金町
４丁目２番１０号

東京都大田区
大森東４丁目４番１４号

東京都大田区大森北
１丁目３４番６号

東京都江東区大島
６丁目８番５号

東京都足立区
本木１丁目３番７号

千葉県習志野市
津田沼５－５－２５

東京都杉並区
阿佐谷北１丁目７番３号

平成22年4月1日

東京都江戸川区
北葛西４丁目３番１号

平成23年4月1日

平成22年10月1日

社会医療法人社団 健生会

東京都中野区中野
５丁目４４番３号

千葉県袖ヶ浦市長浦駅前
５丁目２１番地

社会医療法人社団 さつき会

千葉県柏市
名戸ケ谷６８７番地の４

社会医療法人財団 仁医会

平成25年4月1日
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

東名厚木病院

救急医療

海老名総合病院

東埼玉総合病院

救急医療

川崎幸病院

埼玉石心会病院

救急医療

大船中央病院

救急医療

中央林間病院

救急医療

三之町病院

救急医療

桑名病院

救急医療

下越病院

災害医療

新潟臨港病院

新潟万代病院

へき地医療

新潟中央病院

救急医療

恵寿総合病院

救急医療

松原病院

精神科救急医療

加納岩総合病院

救急医療

災害医療

相澤病院

救急医療

菅平高原クリニック

へき地医療

城西病院

精神科救急医療

丸の内病院

周産期医療

諏訪共立病院

救急医療

飯田病院

精神科救急医療

松本協立病院

救急医療

健和会病院

救急医療

小児救急医療

木沢記念病院

救急医療

松波総合病院

救急医療

養南病院

精神科救急医療

鷲見病院

救急医療

聖十字病院

精神科救急医療

市之瀬診療所

へき地医療

122

124

1

2

3

4

1

123 5

103 1

104

105

106

2

3

4

3

4

5

6

7

118 8

121

119

120

1

111

112

113

114

115

116

117

1

2

109

110

1

2

3

4

5

98

99

100

101

102

山梨県山梨市
上神内川１３０９

新潟県新潟市東区桃山町１
丁目１１４番地３

神奈川県鎌倉市
大船６－２－２４

新潟県新潟市中央区新光町
１番地18

岐阜県美濃加茂市
古井町下古井５９０

平成21年4月1日

1

2

平成23年4月1日

平成30年11月1日

平成22年4月1日

107 5

108

平成26年9月1日

平成26年4月1日

平成24年10月1日

新 潟 県

平成21年11月1日

平成28年4月1日

石 川 県

平成21年4月1日

平成20年12月1日

平成21年4月1日

平成21年11月1日

静岡県焼津市大覚寺二丁目
30番地の１

長 野 県

社会医療法人財団 松原愛育会

社会医療法人 仁愛会

社会医療法人社団 三思会

社会医療法人 厚生会

社会医療法人 駿甲会

社会医療法人 栗山会

社会医療法人 南信勤労者医療協会

社会医療法人 蘇西厚生会

社会医療法人 中信勤労者医療協会

神奈川県川崎市幸区
都町３９番地１

社会医療法人財団 互恵会

社会医療法人財団 石心会

社会医療法人 三栄会

社会医療法人 白鳳会

社会医療法人 新潟臨港保健会

社会医療法人 健和会

社会医療法人 城西医療財団

社会医療法人 抱生会

社会医療法人 加納岩

山 梨 県

神 奈 川 県

石川県金沢市
石引４丁目３番５号

岐阜県海津市南濃町
津屋１５０８番地

岐阜県羽島郡笠松町
田代２５７番地の３

長野県松本市
渚１丁目７番４５号

長野県飯田市鼎中平
１９３６番地

平成20年10月1日

社会医療法人 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ

平成25年4月1日

平成25年4月1日

岐阜県郡上市白鳥町
白鳥２番地の１

平成27年4月1日

社会医療法人 新潟勤労者医療協会

平成21年11月1日

新潟県新潟市東区
河渡甲１４０番地

長野県松本市
本庄２－５－１

長野県松本市
城西１丁目５番１６号

長野県松本市
巾上９－２６

長野県佐久市
中込１丁目１７番地８

平成20年11月1日

神奈川県大和市中央林間 ４
丁目１４番１８号

平成24年9月1日

平成23年4月1日

長野県飯田市
大通１－１５

社会医療法人 恵仁会

社会医療法人財団 慈泉会

神奈川県厚木市
船子２３２番地

社会医療法人 桑名恵風会

新潟県三条市本町
五丁目２番３０号

社会医療法人財団 董仙会

社会医療法人 緑峰会

平成21年4月1日

平成27年10月1日

平成23年12月1日

平成26年10月1日

平成23年10月1日

平成20年10月1日

長野県諏訪郡
下諏訪町２１４番地

新潟県新潟市秋葉区
東金沢１４５９-1

神奈川県海老名市
河原口１３２０

社会医療法人 嵐陽会

社会医療法人 聖泉会
岐阜県土岐市泉町久尻2431
番地の160

石川県七尾市
富岡町９４番地

岐 阜 県

静 岡 県
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

一宮西病院

救急医療

八千代病院

救急医療

成田記念病院

救急医療

名古屋記念病院

救急医療

小児救急医療

大同病院

救急医療

小児救急医療

総合大雄会病院

救急医療

小児救急医療

災害医療

総合犬山中央病院

救急医療

総合上飯田第一病院

救急医療

総合心療センターひなが

精神科救急医療

鈴鹿回生病院

救急医療

岡波総合病院

救急医療

草津総合病院

救急医療

災害医療

京都岡本記念病院

救急医療

災害医療

堀川病院

救急医療

太秦病院

救急医療

大島病院

救急医療

133 1

2

3

134

135

136 1

137

138

139

140

1

2

3

4

125

126

127

128

129

130

131

132

1

2

3

4

5

6

7

8

平成23年4月1日

愛知県一宮市奥町
字下口西８９番地１

三重県四日市市日永
５０３９番地

平成21年4月1日

平成21年4月1日

愛知県豊橋市
羽根井本町１３４

京都府京都市伏見区
京町９丁目５０番地

愛知県犬山市
大字五郎丸字二夕子塚６

京都府京都市右京区太秦安
井西沢町４番地１３

三重県鈴鹿市国府町
字保子里１１２番地の１

愛知県名古屋市北区上飯田
通２丁目３７番地

平成23年4月1日

平成22年3月5日

京都府京都市上京区
堀川通今出川上ル
北舟橋町８６５番地

平成26年4月1日

社会医療法人 志聖会

愛 知 県

社会医療法人 太秦病院

社会医療法人 峰和会

社会医療法人 愛生会

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

社会医療法人 西陣健康会

社会医療法人 杏嶺会

社会医療法人 名古屋記念財団

愛知県名古屋市南区
白水町９番地

社会医療法人財団 新和会

社会医療法人 畿内会
三重県伊賀市
上野桑町１７３４番地

京都府京都市伏見区
桃山町泰長老１１５番地

社会医療法人 岡本病院（財団）

平成21年4月1日

平成23年11月1日

社会医療法人 居仁会

平成22年4月1日

平成20年9月1日

平成21年4月1日

滋賀県草津市
矢橋町１６６０

平成24年4月1日

平成21年4月1日

社会医療法人 宏潤会

愛知県安城市
住吉町２丁目２番７号

社会医療法人 明陽会

社会医療法人 弘仁会

愛知県一宮市
桜１丁目９番９号

平成24年11月1日

平成22年4月1日

社会医療法人 大雄会

社会医療法人 誠光会

平成25年4月1日

愛知県名古屋市天白区平針
四丁目３０５番地
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

千船病院

高槻病院

救急医療

小児救急医療

周産期医療

明石医療センター

救急医療

加納総合病院

北大阪病院

救急医療

中野こども病院

小児救急医療

府中病院

救急医療

ベルランド総合病院

救急医療

小児救急医療

佐野記念病院

救急医療

多根総合病院

救急医療

馬場記念病院

救急医療

若草第一病院

救急医療

森之宮病院

救急医療

南大阪病院

救急医療

守口生野記念病院

萱島生野病院

なにわ生野病院

寝屋川生野病院

救急医療

本田病院

救急医療

上山病院

救急医療

阪南中央病院

周産期医療

小児救急医療

耳原総合病院

救急医療

八尾総合病院

救急医療

畷生会脳神経外科病院

交野病院

救急医療

河崎病院

救急医療

みどりヶ丘病院

救急医療

大野記念病院

救急医療

関西メディカル病院

救急医療

明治橋病院

救急医療

さわ病院

ほくとクリニック病院

精神科救急医療

日野病院

救急医療

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

142

143

144

145

146

147

148

149

150

2

3

4

5

6

7

8

9

10

141 1 平成21年1月1日

平成25年1月1日

大阪府大阪市北区
天神橋７丁目５番２６号

大阪府高槻市
真上町３丁目１３番１号

平成21年7月1日

平成25年7月1日

社会医療法人 寿楽会

大阪府大阪市旭区
新森４丁目１３番１７号

11

平成23年1月1日

平成21年1月1日

社会医療法人 愛仁会

大阪府寝屋川市
秦町１５番３号

大阪府貝塚市
水間２４４番地

社会医療法人 若弘会

社会医療法人 大道会

平成22年7月1日

平成22年7月1日

平成21年1月1日

平成26年1月1日

平成21年1月1日

大阪府大阪市西淀川区
福町三丁目2番39号

大阪府堺市西区浜寺船尾町
東４丁２４４番地

平成22年1月1日

平成23年1月1日

平成25年1月1日

社会医療法人 栄公会

社会医療法人 同仁会

社会医療法人 盛和会

社会医療法人 きつこう会

社会医療法人 北斗会

平成21年1月1日

社会医療法人 生長会

社会医療法人 垣谷会

平成25年1月1日

大阪府松原市
南新町３丁目３番２８号

大阪府松原市
三宅西１丁目３５８番地３

社会医療法人 阪南医療福祉センター

社会医療法人 景岳会

社会医療法人 山弘会

大阪府大阪市西区
南堀江１丁目３番５号

大阪府堺市堺区大仙西町6
丁184番地2

大阪府八尾市
沼１丁目４１番地

大阪府四條畷市
中野本町２８番１号

社会医療法人 祐生会

平成22年1月1日

大阪府泉佐野市中町
２丁目４番２８号

大阪府大阪市西区九条南1
丁目12番21号

平成25年1月1日

平成24年1月1日

平成22年7月1日

平成21年1月1日

社会医療法人 純幸会

大阪府大阪市住之江区
東加賀屋１丁目１８番１８号

大阪府大阪市鶴見区
鶴見４丁目１番３０号

平成23年1月1日社会医療法人 医真会

社会医療法人 慈薫会

社会医療法人 頌徳会

社会医療法人 真美会

大阪府大阪市浪速区日本橋
４丁目７番１７号

大阪府大阪市城東区東中浜
１丁目５番１号

大阪府守口市金田町４丁目５
番１６号

大阪府豊中市
服部西町３丁目１番８号

大阪府和泉市肥子町
１丁目１０番１７号

大阪府堺市東区
北野田６２６番地

平成21年1月1日

大阪府豊中市
城山町一丁目９番１号

社会医療法人 弘道会

社会医療法人 協和会

平成22年1月1日

大 阪 府

社会医療法人 信愛会

社会医療法人 ペガサス
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

清恵会病院

救急医療
小児救急医療

佐藤病院

男山病院

救急医療

蒼生病院

救急医療

永山病院

救急医療

さくら会病院

救急医療

行岡病院

救急医療

明生病院

救急医療

北摂総合病院

救急医療

南港病院

救急医療

咲花病院

救急医療

富永病院

救急医療

藍の都脳神経外科病院

救急医療

東大阪病院

救急医療

守口敬仁会病院

救急医療

西宮渡辺病院

社会医療法人渡邉高記念会西
宮渡辺心臓脳・血管センター

救急医療

製鉄記念広畑病院

救急医療

姫路聖マリア病院

救急医療

神鋼記念病院

救急医療

大山記念病院

救急医療

社会医療法人中央会尼崎中央
病院

救急医療

社会医療法人三栄会ツカザキ病
院

救急医療

社会医療法人榮昌会吉田病院

救急医療

西宮協立脳神経外科病院

救急医療

高井病院

救急医療

土庫病院

小児救急医療

平成記念病院

救急医療

西奈良中央病院

救急医療

吉田病院

精神科救急医療

32

33

34

35

187

2

3

4

5

6

7

9

188 1

2

3

4

5

189

190

191

192

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

186

25

26

27

28

29

30

31

36

37

38

184

185

8

165

166

167

社会医療法人 三宝会
大阪府大阪市住之江区
北加賀屋二丁目１１番１５号

兵 庫 県

兵庫県姫路市
網干区和久68番1

平成29年1月1日

平成22年4月1日

平成29年7月1日

平成29年1月1日

大阪狭山市半田
五丁目２６１０－１

平成25年4月1日

平成25年10月1日

奈良県大和高田市
日之出町１２番８号

大阪府門真市大字横地５９６
番地

奈良県奈良市
鶴舞西町１番１５号

平成28年10月1日

社会医療法人 蒼生会

179 1

180

181

182

183

社会医療法人 仙養会

平成31年1月1日

兵庫県姫路市広畑区
夢前町３丁目１番地

社会医療法人 平成記念会

社会医療法人 明生会

社会医療法人 美杉会

社会医療法人 さくら会

社会医療法人 三和会

大阪府堺市堺区
南安井町１丁１番１号

兵庫県西脇市黒田庄町田高
３１３番地

社会医療法人 甲友会

奈良県天理市
蔵之庄町４７０番地８

平成25年4月1日

平成27年4月1日

平成25年10月1日

平成27年4月1日

大阪府枚方市養父東町
６５番１号

社会医療法人 製鉄記念広畑病院

社会医療法人社団 正峰会

平成28年1月1日

大阪府和泉市のぞみ野
一丁目3番30号

社会医療法人 三栄会

大阪府大阪市北区浮田２丁
目２番３号

大阪府大阪市都島区東野田
町２丁目４番８号

平成26年4月1日

平成27年1月1日

平成27年4月1日

社会医療法人 高清会

平成23年4月1日

社会医療法人 清恵会

奈 良 県

大阪府大阪市浪速区湊町一
丁目4番48号

大阪府泉南郡熊取町大久保
東一丁目1番10号永山病院
内

社会医療法人 松本快生会

社会医療法人 健生会

平成25年4月1日

平成27年7月1日

社会医療法人 彩樹
大阪府守口市八雲東町
２丁目４７番１２号

社会医療法人 寿会

奈良県奈良市
西大寺赤田町１丁目７番１号

平成29年4月1日

兵庫県姫路市
仁豊野６５０番地

平成28年7月1日

平成26年1月1日

社会医療法人 有隣会
大阪府大阪市城東区中央１-
７-２２

兵庫県西宮市今津
山中町11番1号

社会医療法人 啓仁会

平成22年4月1日

社会医療法人 行岡医学研究会

社会医療法人 中央会 平成28年1月1日
兵庫県尼崎市潮江１丁目１２
番１号

社会医療法人 渡邊高記念会
兵庫県西宮市
室川町１０番２２号

平成30年1月1日

大阪府高槻市北柳川町６番２
４号

社会医療法人 神鋼記念会
兵庫県神戸市中央区脇浜町
１丁目４番４７号

社会医療法人 平和会

社会医療法人 ささき会
大阪府大阪市鶴見区放出東
二丁目21番１６号

平成28年1月1日

奈良県橿原市
四条町８２７番地

社会医療法人財団 聖フランシスコ会

社会医療法人 榮昌会
兵庫県神戸市
兵庫区大開通9丁目2番6号

平成29年1月1日

平成29年9月1日
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

北出病院

救急医療

山本病院

救急医療

貴志川リハビリテーション病院

救急医療

角谷整形外科病院

へき地医療

渡辺病院

精神科救急医療

医療福祉センター倉吉病院

精神科救急医療

六日市病院

救急医療

西川病院

精神科救急医療

安来第一病院

精神科救急医療

加藤病院

へき地医療

松ヶ丘病院

精神科救急医療

哲西町診療所

へき地医療

金田病院

救急医療

光生病院

救急医療

へき地医療

水島中央病院

救急医療

倉敷平成病院

救急医療

岡山中央病院

救急医療

心臓病センター榊原病院

へき地医療

救急医療

希望ヶ丘ホスピタル

精神科救急医療

日本原病院

へき地医療

岡山西大寺病院

救急医療

岡村一心堂病院

へき地医療

寺岡記念病院

救急医療

脳神経センター大田記念病院

救急医療

興生総合病院

救急医療

災害医療

神原病院

救急医療

沼隈病院

救急医療

井野口病院

救急医療

五日市記念病院

救急医療

和 歌 山 県

広 島 県

6

7

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

215

216

217

218

219

220

1

2

3

197

207

208

209

210

211

212

213

214

221

4

5

198

199

200

201

202

203

204

205

206

193

194

195

3

社会医療法人 祥和会

社会医療法人 岡村一心堂
岡山県岡山市東区
西大寺南２丁目１番７号

平成20年10月1日

社会医療法人 高見徳風会

和歌山県紀の川市貴志川町
丸栖1423番地の3

平成23年4月1日

岡 山 県

社会医療法人社団 沼南会

社会医療法人 黎明会

社会医療法人 正光会

社会医療法人 清和会

社会医療法人 全仁会

社会医療法人 明和会医療福祉セン
ター

島 根 県

社会医療法人 盛全会

広島県三原市円一町
２丁目５番１号

島根県邑智郡川本町
大字川本３８３番地

島根県安来市安来町
８９９番地１

社会医療法人 千秋会

平成21年4月1日

平成26年4月1日

平成22年10月1日

平成22年12月1日

岡山県岡山市東区
西大寺中野本町８－４１

平成21年7月27日

社会医療法人 鴻仁会

広島県福山市沖野上町
３丁目６番２８号

平成21年1月1日

平成20年10月1日

社会医療法人 光生病院

社会医療法人社団 十全会

平成23年12月1日

岡山県倉敷市
老松町４－３－３８

社会医療法人 定和会

社会医療法人 昌林会

鳥 取 県

社会医療法人 石州会

和歌山県御坊市湯川町
財部７２８番地の４

社会医療法人 里仁会

平成21年3月2日

平成20年11月26日

広島県福山市
新市町大字新市３７番地

平成21年10月1日

岡山県真庭市西原６３

平成21年9月1日

社会医療法人 哲西会

岡山県岡山市北区中井町
２丁目５番１号

岡山県新見市
哲西町矢田３６０４

平成25年12月1日

平成21年1月1日

平成26年12月26日

島根県益田市高津４丁目
２４番１０号

平成29年1月1日

島根県浜田市港町
２９３－２

島根県鹿足郡吉賀町
六日市３６８番地４

社会医療法人 緑壮会

広島県東広島市西条土与丸
六丁目１番91号

広島県福山市沼隈町大字
常石１０８３番地

平成21年3月1日

平成27年10月1日

平成21年12月1日

平成22年4月1日

社会医療法人 水和会

社会医療法人 仁寿会

岡山県津山市
田町１１５

岡山県津山市
日本原３５２

平成24年8月1日

鳥取県倉吉市
山根４３番地

和歌山県橋本市東家
６丁目７番２６号

平成23年8月1日

鳥取県鳥取市
東町３丁目３０７番地

平成24年9月26日

広島県福山市赤坂町大字
赤坂１３１３番地

社会医療法人 博寿会

平成23年8月1日

社会医療法人 清風会
広島県広島市佐伯区倉重一
丁目95番地

平成29年10月1日

平成22年4月1日

社会医療法人 清風会

社会医療法人 仁厚会

岡山県倉敷市
水島青葉町４－５

岡山県岡山市北区
厚生町３丁目８番３５号

4196 社会医療法人 スミヤ
和歌山県和歌山市
吉田337番地

平成30年9月1日

岡山県岡山市北区
奉還町２－１８－１９

社会医療法人 三車会

社会医療法人社団 陽正会
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

周南記念病院

救急医療

尾中病院

救急医療

藍里病院

精神科救急医療

川島病院

へき地医療

稲次整形外科病院

へき地医療

杜のホスピタル

精神科救急医療

総合病院回生病院

救急医療

災害医療

村上記念病院

救急医療

西条中央病院

小児救急医療

今治第一病院

救急医療

瀬戸内海病院

救急医療

ＨＩＴＯ病院

救急医療

大洲中央病院

救急医療

松山笠置記念心臓血管病院

救急医療

近森病院

救急医療

災害医療

細木病院

へき地医療

福岡記念病院

救急医療

災害医療

へき地医療

木村病院

救急医療

聖マリア病院

救急医療

災害医療

小児救急医療

周産期医療

小波瀬病院

救急医療

栄光病院

救急医療

新小文字病院

福岡新水巻病院

救急医療

新行橋病院

福岡和白病院

救急医療

災害医療

戸畑共立病院

救急医療

那珂川病院

救急医療

製鉄記念八幡病院

救急医療

1

2

1

2

4

1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

6

1

2

3

4

5

7

8

9

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

227

228

229

230

232

231

222

223

224

225

福 岡 県

徳 島 県

社会医療法人 杜のホスピタル

高 知 県

社会医療法人 尾中病院

愛 媛 県

香 川 県

社会医療法人財団 大樹会

社会医療法人 近森会

社会医療法人社団 更生会

社会医療法人 雪の聖母会

社会医療法人 喜悦会 平成22年4月1日

社会医療法人 笠置記念胸部外科

平成21年4月1日

福岡県福岡市南区
向新町二丁目１７番１７号

愛媛県今治市北宝来町
２丁目４番地９

平成21年11月1日

平成21年12月1日

平成22年4月1日

山 口 県

愛媛県今治市宮下町
１丁目１番地２１号

愛媛県西条市大町
７３９番地

平成28年5月1日

社会医療法人 生きる会

社会医療法人 真泉会

社会医療法人 同心会

徳島県阿南市見能林町築溜
１番地の１

社会医療法人 あいざと会

愛媛県西条市
朔日市８０４番地

高知県高知市
大川筋１丁目１番１６号

社会医療法人 同仁会

平成21年12月1日

平成23年12月1日

福岡県糟屋郡志免町
別府西３丁目８番１５号

平成21年12月1日

福岡県福岡市博多区
千代２丁目１３番１９号

香川県坂出市
室町３丁目５番２８号

山口県宇部市常盤町２－４－
５

社会医療法人 陽明会

社会医療法人 製鉄記念八幡病院

平成22年1月1日

社会医療法人 栄光会

社会医療法人財団 池友会

福岡県久留米市
津福本町４２２番地

福岡県福岡市東区
和白丘２丁目２番７５号

平成22年4月1日

平成20年10月1日

平成31年1月1日

平成21年1月1日

平成23年12月1日

平成21年12月1日

社会医療法人 大成会

社会医療法人 共愛会

山口県下松市
生野屋南１－１０－１

平成20年12月1日

社会医療法人 川島会
徳島県徳島市
北佐古一番町１番３９号

平成25年1月1日

愛媛県大洲市東大洲５番地

平成24年12月1日

福岡県北九州市戸畑区小芝
二丁目4番31号

愛媛県四国中央市
上分町７８８番地１

福岡県京都郡苅田町
大字新津１５９８番地

平成22年4月1日

平成27年4月1日

福岡県福岡市早良区
西新１丁目１番３５号

徳島県板野郡上板町
佐藤塚字東２８８番地３

福岡県北九州市八幡東区
春の町一丁目１番１号

平成20年11月1日

社会医療法人社団 至誠会

社会医療法人 仁生会

愛媛県松山市末広町18番地
２

社会医療法人 石川記念会

社会医療法人 北斗会 平成27年12月1日

高知県高知市越前町
１丁目１０番１７号

平成22年1月1日

226 3 社会医療法人 凌雲会
徳島県板野郡藍住町笠木字
西野５０番地の１

平成30年1月1日
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

新古賀病院

救急医療

社会医療法人天神会辺春診療所

へき地医療

原土井病院

へき地医療

松本病院

救急医療

北九州総合病院

救急医療

小児救急医療

社会医療法人聖ルチア会聖ルチ
ア病院

精神科救急医療

ヨコクラ病院

救急医療

災害医療

米の山病院

救急医療

山元記念病院

救急医療

織田病院

救急医療

長崎記念病院

救急医療

小児救急医療

井上病院

救急医療

健友会上戸町病院

救急医療

佐世保中央病院

白十字病院

救急医療

青洲会病院

へき地医療

福岡青洲会病院

救急医療

宮崎病院

救急医療

光武内科循環器科病院

へき地医療

熊本リハビリテーション病院

熊本整形外科病院

へき地医療

宇城総合病院

救急医療

菊陽病院

精神科救急医療

天草慈恵病院

救急医療

益城病院

へき地医療

大腸肛門病センター高野病院

くるめ病院

へき地医療

熊本セントラル病院

救急医療

へき地医療

12

13

16

1

2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

5

14

6

11

10

15

4

7

263

264

265

266

267

268

269

261

262

247

251

256

257

258

259

260

248

249

250

253

254

255

252

社会医療法人 三佼会

社会医療法人社団 高野会

社会医療法人 長崎記念病院

熊本県上益城郡益城町
惣領１５３０番地

平成26年4月1日

平成25年1月1日

社会医療法人 祐愛会

社会医療法人 聖ルチア会
福岡県久留米市津福本町１０
１２番地

平成29年12月1日

佐賀県鹿島市大字高津原４３
０６番地

平成27年1月1日

佐 賀 県

平成31年1月1日

社会医療法人 療仕会

社会医療法人 玄州会

長崎県平戸市
田平町山内免６１２番地の４

長崎県長崎市下町２番１１号

平成22年9月1日

平成24年4月1日

熊本県熊本市中央区大江３
丁目２番５５号

佐賀県伊万里市
二里町八谷搦１３番地５

平成27年11月1日

社会医療法人財団 健友会

平成21年4月1日

長崎県諫早市久山町
１５７５番地１

社会医療法人 春回会
長崎県長崎市宝町
６番８号

平成26年4月1日

平成23年4月1日

平成28年4月1日

平成24年4月1日

熊本県天草郡苓北町
上津深江２７８番地１０

平成30年9月1日

社会医療法人 稲穂会

平成23年4月1日

平成23年10月1日

平成23年4月1日

熊本県熊本市中央区
九品寺１丁目１５番７号

社会医療法人 ましき会

社会医療法人 芳和会

社会医療法人 謙仁会

社会医療法人 天神会
福岡県久留米市
天神町１２０番

社会医療法人 親仁会

長崎県壱岐市
郷ノ浦町郷ノ浦１５番地３

平成28年10月1日

平成23年5月1日社会医療法人 黎明会

社会医療法人社団 熊本丸田会

福岡県福岡市
東区青葉６丁目４０番８号

社会医療法人財団 白十字会

福岡県大牟田市大字歴木堂
ノ浦4番地の65

平成21年1月1日

社会医療法人 原土井病院

社会医療法人 弘恵会
福岡県みやま市高田町濃施
480番地2

平成30年4月1日

社会医療法人 北九州病院
福岡県北九州市小倉北区室
町三丁目1番2号

平成28年4月1日

社会医療法人 潤心会 熊本県菊池郡大津町室９５５

長 崎 県

熊 本 県

平成24年4月1日

熊本県熊本市中央区神水
１丁目１４番４１号

長崎県佐世保市
大和町１５番地

熊本県宇城市
松橋町久具６９１番地

社会医療法人 青洲会

長崎県長崎市深堀町
１丁目１１番５４

福岡県田川郡川崎町大字川
崎１６８１番地の１
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

天心堂へつぎ病院

救急医療

大分岡病院

救急医療

佐賀関病院

救急医療

へき地医療

清川診療所

へき地医療

大分三愛メディカルセンター

救急医療

災害医療

大久保病院

救急医療

川嶌整形外科病院

救急医療

佐伯市国民健康保険米水津診療所

へき地医療

大分中村病院

救急医療

帰巖会みえ病院

救急医療

直耕団吉野診療所

へき地医療

佐伯市国民健康保険西野浦診
療所
佐伯市国民健康保険因尾
診療所

へき地医療

千代田病院

救急医療

へき地医療

古賀総合病院

周産期医療

宮崎善仁会病院

救急医療

東米良診療所

へき地医療

迫田病院

へき地医療

サザン・リージョン病院

救急医療

米盛病院

救急医療

災害医療

ウエルフェア九州病院

精神科救急医療

種子島医療センター

へき地医療

相良病院

へき地医療

大隅鹿屋病院

救急医療

植村病院

救急医療

白石病院

へき地医療

市比野記念病院

へき地医療

池田病院

小児救急医療

中央病院

救急医療

大分県佐伯市鶴岡町
１丁目１１番５９号

大分県大分市
佐賀関７５０－８８

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

10

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

293

294

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

270

271

272

273

274

275

276

277

社会医療法人社団 大久保病院

大分県大分市西鶴崎
３丁目７番１１号

社会医療法人 童仁会

社会医療法人 天陽会

社会医療法人 緑泉会

社会医療法人 博愛会

社会医療法人 聖医会

大分県大分市大字中戸次
字二本木５９５６番地

社会医療法人 愛仁会

鹿児島県鹿児島市
泉町６番７号

鹿児島県鹿児島市
西田１丁目４番１号

鹿児島県枕崎市
白沢北町１９１番地

社会医療法人 白光会

社会医療法人 義順顕彰会
鹿児島県西之表市
西之表７４６３番地

鹿児島県鹿屋市
新川町６０８１番地１

社会医療法人 慈生会

社会医療法人 鹿児島愛心会

鹿児島県鹿児島市
薬師１丁目１２番２２号

社会医療法人 泉和会

平成21年11月1日

平成21年4月1日

大分県竹田市久住町
大字栢木６０２６番地の２

大分県大分市市１２１３

平成21年4月1日

平成24年12月1日

大分県中津市
大字宮夫１４番地１

大分県大分市
大手町３丁目２番４３号

宮崎県日向市大字日知屋字
古田町８８番地

鹿児島県鹿児島市
与次郎１丁目７番１号

社会医療法人 小寺会

鹿児島県枕崎市
緑町２２０番地

平成25年11月1日

平成24年11月1日

平成24年11月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成21年11月1日

平成23年10月18日

平成23年4月1日

平成21年9月1日

平成23年10月1日

社会医療法人 玄真堂

社会医療法人 敬和会

社会医療法人財団 天心堂

社会医療法人 恵愛会

社会医療法人 耕和会

社会医療法人 関愛会

社会医療法人 善仁会
宮崎県宮崎市大字
塩路江良の上２７８３番地３７

平成29年1月1日

社会医療法人 同心会

鹿児島県鹿児島市
松原町３番３１号

鹿児島県鹿児島市
伊敷２丁目１番２号

鹿児島県薩摩川内市樋脇町
市比野３０７９番地

宮 崎 県

平成23年4月1日

宮崎県宮崎市城ヶ崎三丁目2
番地1

平成29年4月1日

宮崎県宮崎市池内町
数太木１７４９番地１

社会医療法人 三愛会

大分県佐伯市
常盤東町６番３０号

鹿 児 島 県

平成24年10月1日

平成22年4月1日

平成21年1月5日

平成23年10月1日

社会医療法人 卓翔会

大 分 県

社会医療法人 長門莫記念会 平成27年10月30日

278 9 社会医療法人 帰巖会
大分県豊後大野市
三重町赤嶺１２５０－１

平成27年4月1日

平成20年10月8日

平成21年4月1日
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
項番

都道府
県別
項番

認定年月日法人名都 道 府 県

内山病院

へき地医療

青雲会病院

救急医療

へき地医療

恒心会おぐら病院

へき地医療

鹿児島こども病院

小児救急医療

ハートライフ病院

救急医療

中頭病院

救急医療

災害医療

小児救急医療

浦添総合病院

救急医療

豊見城中央病院

救急医療

合 計 法人302

297 14 社会医療法人 恒心会
鹿児島県鹿屋市
笠之原町27番22号

平成28年4月1日

12

13

15

1

2

3

4

295

296

298

299

300

301

302

沖 縄 県

社会医療法人 友愛会

社会医療法人 仁愛会
沖縄県浦添市
伊祖４丁目１６番１号

社会医療法人 かりゆし会

沖縄県沖縄市字登川
６１０番地

社会医療法人 敬愛会

沖縄県豊見城市
字上田２５番地

沖縄県中頭郡中城村
字伊集２０８番地

社会医療法人 青雲会
鹿児島県姶良市
西餅田３０１１番地

鹿児島県阿久根市
高松町２２番地

社会医療法人 昴和会

鹿児島県日置市伊集院町妙
円寺２丁目2000番669

平成23年10月1日

平成21年3月1日

平成27年10月1日

平成21年10月1日

平成25年11月1日

平成21年3月1日

社会医療法人 人天会 平成30年4月1日
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４．医療施設経営安定化推進事業について

○ 「医療施設経営安定化推進事業」の報告書は、厚生労働省ホームページ（http:/

/www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/igyoukeiei/a

nteika.html）に掲載するとともに、都道府県等に配布することにより情報提供を行って

いる。

医療施設経営安定化推進事業の過去 14 年の事業内容（参考）

区 分 事 業 内 容

平成 17 年度 ① 病院経営管理指標(病院経営指標、病院経営収支調査年報、主要公的医療

機関の状況)改正のための調査研究

② 第三者機関による評価が与える病院経営の影響調査研究

平成 18 年度 ① 病院経営管理指標に関する調査

② 良質な医療提供体制の構築に向けた今後の中小病院の役割に関する調査

研究

平成 19 年度 ① 病院経営管理指標及び中小病院の経営の方向性に関する調査

② 医療機関における資金調達のための調査

平成 20 年度 ① 病院経営管理指標

② 各都道府県の新たな医療計画にかかる調査研究

平成 21 年度 ① 病院経営管理指標及び医療施設の未収金に関する調査研究

② 医療施設経営管理部門の人材開発のあり方等に関する調査研究

平成 22 年度 ① 病院経営管理指標及び施設・設備への投資による病院経営影響調査

② 出資持分のない医療法人への円滑な移行に関する調査研究

平成 23 年度 ① 病院経営管理指標及び医療施設の医業外事業による本体業務への経営的

影響に関する調査研究

② 近年行われた病院の合併・再編成等に係る調査研究

平成 24 年度 ① 病院経営管理指標及び経営適正化に関する実態調査研究

② 医療機関の経営支援に関する調査研究

平成 25 年度 ① 医療法人等の提携・連携の推進に関する調査研究

② 医療法人の適正な運営に関する調査研究

平成 26 年度 ① 病院経営管理指標及び医療施設におけるコンプライアンスに関する調査

研究

② 持分によるリスクと持分なし医療法人の移行事例に関する調査研究

平成 27 年度 ① 病院経営管理指標及び医療施設における経営実態に関する調査研究

② 医療法人と自治体病院等との連携の状況に関する調査研究

平成 28 年度 ① 病院経営管理指標及び医療施設における経営実態に関する調査研究

② 海外における医療法人の実態に関する調査研究

平成 29 年度 ① 病院経営管理指標及び医療施設における未収金の実態に関する調査研究

② 医療施設の経営改善に関する調査研究

平成 30 年度 ① 病院経営管理指標及び医療施設における経営上の課題に関する調査研究

② 医療施設における未収金の実態に関する調査研究
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平成31年2月14日

都道府県名 全病院数 認定数 認定病院の割合%

北海道 555 114 20.54

青森県 95 18 18.95

岩手県 93 26 27.96

宮城県 139 29 20.86

秋田県 69 21 30.43

山形県 69 22 31.88

福島県 128 32 25.00

茨城県 176 32 18.18

栃木県 107 22 20.56

群馬県 130 32 24.62

埼玉県 345 91 26.38

千葉県 288 61 21.18

東京都 645 175 27.13

神奈川県 339 89 26.25

新潟県 129 27 20.93

富山県 107 27 25.23

石川県 94 27 28.72

福井県 68 14 20.59

山梨県 60 12 20.00

長野県 130 48 36.92

岐阜県 100 28 28.00

静岡県 179 44 24.58

愛知県 325 91 28.00

三重県 96 24 25.00

滋賀県 57 24 42.11

京都府 170 49 28.82

大阪府 518 158 30.50

兵庫県 351 94 26.78

奈良県 79 19 24.05

和歌山県 82 14 17.07

鳥取県 44 14 31.82

島根県 49 19 38.78

岡山県 162 52 32.10

広島県 240 76 31.67

山口県 145 34 23.45

徳島県 109 29 26.61

香川県 89 22 24.72

愛媛県 141 31 21.99

高知県 126 29 23.02

福岡県 460 133 28.91

佐賀県 104 25 24.04

長崎県 150 28 18.67

熊本県 214 73 34.11

大分県 157 38 24.20

宮崎県 139 28 20.14

鹿児島県 244 62 25.41

沖縄県 93 27 29.03

合 計 8,389 2,184 26.03

※各都道府県の全病院数は、「医療施設動態調査(2018年3月末概数）」（厚生労働省）より

５．病院機能評価の認定病院数について
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平成30年4月1日現在

 北海道病院  北海道社会保険病院  北海道札幌市豊平区中の島1条8-3-18 ○

 札幌北辰病院  札幌社会保険総合病院  北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1

 登別病院  登別厚生年金病院  北海道登別市登別温泉町133 ○

 仙台病院  仙台社会保険病院  宮城県仙台市青葉区堤町3-16-1

 仙台南病院  宮城社会保険病院  宮城県仙台市太白区中田町字前沖143 ○

秋　田  秋田病院  秋田社会保険病院  秋田県能代市緑町5-22 ○ ○

福　島  二本松病院  社会保険二本松病院  福島県二本松市成田町1-553 ○ ○

栃　木  うつのみや病院  宇都宮社会保険病院  栃木県宇都宮市南高砂町11-17 ○

群　馬  群馬中央病院  社会保険群馬中央総合病院  群馬県前橋市紅雲町1-7-13 ○

 さいたま北部医療センター  社会保険大宮総合病院  埼玉県さいたま市北区盆栽町453 ○

 埼玉メディカルセンター  埼玉社会保険病院  埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3 ○

 千葉病院  千葉社会保険病院  千葉県千葉市中央区仁戸名町682 ○

 船橋中央病院  社会保険船橋中央病院  千葉県船橋市海神6-13-10 ○

 東京高輪病院  せんぽ東京高輪病院  東京都港区高輪3-10-11

 東京新宿メディカルセンター  東京厚生年金病院  東京都新宿区津久戸町5－1 ○ ○

 東京山手メディカルセンター  社会保険中央総合病院  東京都新宿区百人町3-22-1 ○

 東京城東病院  城東社会保険病院  東京都江東区亀戸9-13-1 ○

 東京蒲田医療センター  社会保険蒲田総合病院  東京都大田区南蒲田2-19-2

 横浜中央病院  社会保険横浜中央病院  神奈川県横浜市中区山下町268 ○ ○

 横浜保土ケ谷中央病院  横浜船員保険病院  神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町43ｰ1 ○

 相模野病院  社会保険相模野病院  神奈川県相模原市中央区淵野辺1-2-30 ○

 湯河原病院  湯河原厚生年金病院  神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 438

山　梨  山梨病院  社会保険山梨病院  山梨県甲府市朝日3-11-16

富　山  高岡ふしき病院  社会保険高岡病院  富山県高岡市伏木古府元町8-5 ○

石　川  金沢病院  金沢社会保険病院  石川県金沢市沖町ハ15 ○ ○

 福井勝山総合病院  福井社会保険病院  福井県勝山市長山町2-6-21 ○ ○

 若狭高浜病院  社会保険高浜病院  福井県大飯郡高浜町宮崎87-14-2 ○ ○

岐　阜  可児とうのう病院  岐阜社会保険病院  岐阜県可児市土田1221番地5 ○ ○

 桜ヶ丘病院  社会保険桜ヶ丘総合病院  静岡県静岡市清水区桜が丘町13-23

 三島総合病院  三島社会保険病院  静岡県三島市谷田字藤久保2276 ○

愛　知  中京病院  社会保険中京病院  愛知県名古屋市南区三条1-1-10 ○ ○

三　重  四日市羽津医療センター  四日市社会保険病院  三重県四日市市羽津山町10-8 ○ ○

滋　賀  滋賀病院  社会保険滋賀病院  滋賀県大津市富士見台16-1 ○ ○

京　都  京都鞍馬口医療センター  社会保険京都病院  京都府京都市北区小山下総町27 ○

 大阪病院  大阪厚生年金病院  大阪府大阪市福島区福島4-2-78 ○

 大阪みなと中央病院  大阪船員保険病院  大阪府大阪市港区築港1-8-30

 星ヶ丘医療センター  星ヶ丘厚生年金病院  大阪府枚方市星丘4-8-1 ○

兵　庫  神戸中央病院  社会保険神戸中央病院  兵庫県神戸市北区惣山町2-1-1 ○ ○ ○

奈　良  大和郡山病院  奈良社会保険病院  奈良県大和郡山市朝日町1-62 ○

島　根  玉造病院  玉造厚生年金病院  島根県松江市玉湯町湯町1-2 ○

 下関医療センター  社会保険下関厚生病院  山口県下関市上新地町3-3-8 ○ ○

 徳山中央病院  綜合病院社会保険徳山中央病院  山口県周南市孝田町1-1 ○ ○

香　川  りつりん病院  社会保険栗林病院  香川県高松市栗林町3-5-9 ○

愛　媛  宇和島病院  宇和島社会保険病院  愛媛県宇和島市賀古町2-1-37 ○ ○

高　知  高知西病院  厚生年金高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  高知県高知市神田317-12

 九州病院  九州厚生年金病院  福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

 久留米総合病院  社会保険久留米第一病院  福岡県久留米市櫛原町21 ○

 福岡ゆたか中央病院  健康保険直方中央病院  福岡県直方市大字感田523-5

 佐賀中部病院  佐賀社会保険病院  佐賀県佐賀市兵庫南3-8-1 ○

 伊万里松浦病院  社会保険浦之崎病院  佐賀県伊万里市山代町立岩417 ○

長　崎  諫早総合病院  健康保険諫早総合病院  長崎県諫早市永昌東町24-1

 熊本総合病院  健康保険熊本総合病院  熊本県八代市通町10-10

 人吉医療センター  健康保険人吉総合病院  熊本県人吉市老神町35 ○

 天草中央総合病院  健康保険天草中央総合病院  熊本県天草市東町101 ○ ○

 南海医療センター  健康保険南海病院  大分県佐伯市常盤西町11-20 ○

 湯布院病院  湯布院厚生年金病院  大分県由布市湯布院町川南252 ○

宮　崎  宮崎江南病院  社会保険宮崎江南病院  宮崎県宮崎市大坪西1-2-1 ○ ○

（合計） 7 26 28 1

熊　本

大　分

独立行政法人地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）　病院一覧

静　岡

大　阪

福　岡

佐　賀

山　口

埼　玉

千　葉

東　京

神奈川

福　井

都道府県 旧名称 住所

北海道

宮　城

附属施設

看護師
養成所

老健施設
名称 訪問看護

ステーション
健康増進
ホーム
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９．国立ハンセン病療養所の概要

１ ハンセン病療養所における医療及び介護

国立ハンセン病療養所の入所者は、視覚障害等のハンセン病の後遺障害に加え、

その高齢化（平均年齢８５．５歳。平成３０年５月１日現在）に伴う生活習慣病等の

合併症の発症や身体機能の低下等により、日常生活上の不自由度の進行や医療の必要

性と多様性が増している。

このような実情を踏まえ、療養所内の医療機能（プライマリーケア、リハビリテー

ション）や療養所内で対応できない専門的な医療に係る療養所外の医療機関との連携

（委託診療）の充実、入所者の実情に応じた医療介護提供体制の整備に努めるととも

に、今後、各療養所における将来構想の進展を図っていくことが重要となっている。

２ 国立ハンセン病療養所の現状

○ 施 設 数 １ ３ か 所 開設年月（公立時を含む）

国立療養所 松丘保養園 青森県 青森市 明治４２年 ４月

国立療養所 東北新生園 宮城県 登米市 昭和１４年１０月

国立療養所 栗生楽泉園 群馬県 草津町 昭和 ７年１１月

国立療養所 多磨全生園 東京都 東村山市 明治４２年 ９月

国 立 駿 河 療 養 所 静岡県 御殿場市 昭和１９年１２月

国立療養所 長島愛生園 岡山県 瀬戸内市 昭和 ５年１１月

国立療養所 邑久光明園 岡山県 瀬戸内市 明治４２年 ４月

国立療養所 大島青松園 香川県 高松市 明治４２年 ４月

国立療養所 菊池恵楓園 熊本県 合志市 明治４２年 ４月

国立療養所 星塚敬愛園 鹿児島県 鹿屋市 昭和１０年１０月

国立療養所 奄美和光園 鹿児島県 奄美市 昭和１８年 ４月

国立療養所 沖縄愛楽園 沖縄県 名護市 昭和１３年 ２月

国立療養所 宮古南静園 沖縄県 宮古島市 昭和 ６年 ３月

○ 病 床 数 １，４７０床 （３０年度入院定床）

○ 入所者数 １，３３３人 （３０年５月１日現在）

○ 平均年齢 ８５．５歳 （３０年５月１日現在）

○ 職員定数 ２，９１７人 （３０年度末定員）

○ 予 算 額 ３２５億円 （ ３ ０ 年 度 予 算 ）

- 456-



国
立

ハ
ン
セ
ン
病

療
養

所
の

地
域

開
放

の
具

体
例

「
ハ
ン
セ
ン
病
問

題
の

解
決
の

促
進
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成

2
0
年
法

律
第

8
2
号
）
に
お
い
て
、
国
立

ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所

の
土

地
・
建
物

等
を
地
方

公
共

団
体
又
は

地
域
住

民
等
が

利
用
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
て
い
る
。
同

法
に
基

づ
き
、

各
園
の

土
地

等
の

一
部
を
貸
し
付
け
、
保

育
所
等

の
利
用

に
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

か
え
で
の

森
こ
ど
も
園

（
保

育
園
）

花
さ
き
保

育
園

（
保

育
園
）

○
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
0
年
法
律
第

8
2
号
）
（
抄
）

第
1

2
条

国
は
、
入
所
者
の
生
活
環
境
が
地
域
社
会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
等
入
所
者
の
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
立
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地
、
建
物
、
設
備

等
を
地
方
公
共
団
体
又
は
地
域
住
民
等
の
利
用
に
供
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
厚

生
労
働
省
設
置
法
（
平
成

1
1
年
法
律
第

9
7
号
）
（
抄
）

第
1

6
条
－
８

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

1
2
条
第
１
項
の
措
置
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
入
所
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
に
支
障
が
な
い
限
り
、
そ
の
土
地
、
建
物
、
設
備
等
を
地
方
公
共
団
体
又
は
地
域
住
民
等
の
利
用
に
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

関
係

法
令

○
国

立
療

養
所

菊
池
恵

楓
園
（
熊
本

県
合
志

市
）／

平
成

２
４
年

２
月

１
日

～
○

運
営

：社
会

福
祉

法
人

佳
徳

会
（
け
い
と
く
か
い
）／

定
員

：９
０
人
（
対
象

年
齢
０
～

６
歳

）

○
国

立
療

養
所

多
磨
全

生
園
（
東
京

都
東
村

山
市
）
／
平

成
２
４
年

７
月

１
日

～

○
運

営
：社

会
福
祉

法
人
土

の
根
会

／
定
員

：１
２
８
人

（対
象
年

齢
０
～

５
歳
）

せ
と
の

夢
（
特

別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）

○
国

立
療

養
所

邑
久
光

明
園
（
岡
山

県
瀬
戸

内
市
）
／
平

成
２
８
年

２
月

１
日

～
○

運
営

：社
会

福
祉

法
人
夢

あ
い
会

／
定

員
：５

０
人

新
樹

楽
園

（
障
害
者

支
援
施

設
）

※
し
ん
じ
ゅ
が

く
え
ん

○
国

立
療

養
所

星
塚
敬

愛
園
（
鹿
児

島
県
鹿

屋
市
）
／
平

成
２
９
年

１
０
月

１
日

～
○

運
営

：社
会

福
祉

法
人
天

上
会
／

定
員
：
４
５
人

（対
象
年

齢
２
０
歳

以
上
）

- 457-



ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律第８２号）  
 
 

「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域

社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般

にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省

の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対

する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び

福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした。この法律に基

づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつ

あり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。 
 

しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び

財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されて

いる。とりわけ、ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好

かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な

対策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差

別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければならない。  
 

ここに、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ず

ることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。  
 
   第一章 総則  
 
（趣旨）  
第一条 この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題で

あって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存

在するもの（以下「ハンセン病問題」という。）の解決の促進に関し、基本理念を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進

に関し必要な事項を定めるものとする。  
 
（定義）  
第二条 この法律において「国立ハンセン病療養所」とは、厚生労働省設置法（平成十一年

法律第九十七号）第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。  
２ この法律において「国立ハンセン病療養所等」とは、国立ハンセン病療養所及び本邦に

設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。  
３ この法律において「入所者」とは、らい予防法の廃止に関する法律（平成八年法律第二

十八号。以下本則において「廃止法」という。）によりらい予防法（昭和二十八年法律第

二百十四号。以下「予防法」という。）が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した

後も相当期間日本国内に住所を有していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等に入

所しているものをいう。  
 

（基本理念）  
第三条 ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によ

りハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般

にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければな

らない。  
２ ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者が、現に居住する国立ハン

セン病療養所等において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊か

な生活を営むことができるように配慮されなければならない。  
３ 何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと又は

ハンセン病に罹患していることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する

行為をしてはならない。  
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（国及び地方公共団体の責務）  
第四条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、ハンセン

病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有

する。  
 
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、

ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する

責務を有する。  
 
（ハンセン病の患者であった者等その他の関係者の意見の反映のための措置）  
第六条 国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患

者であった者等その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるものとする。  
 

 

   第二章 国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障  
 
（国立ハンセン病療養所における療養）  
第七条 国は、国立ハンセン病療養所において、入所者（国立ハンセン病療養所に入所して

いる者に限る。第九条及び第十四条を除き、以下同じ。）に対して、必要な療養を行うも

のとする。  
 
（国立ハンセン病療養所への再入所及び新規入所）  
第八条 国立ハンセン病療養所の長は、廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立

ハンセン病療養所等に入所していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所して

おり、かつ、日本国内に住所を有するもの（以下「退所者」という。）又は廃止法により

予防法が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した後も相当期間日本国内に住所を有

したことがあり、かつ、国立ハンセン病療養所等に入所したことがない者であって、現に

国立ハンセン病療養所等に入所しておらず、かつ、日本国内に住所を有するもののうち、

厚生労働大臣が定める者（以下「非入所者」という。）が、必要な療養を受けるために国

立ハンセン病療養所への入所を希望したときは、入所させないことについて正当な理由が

ある場合を除き、国立ハンセン病療養所に入所させるものとする。  
２ 国は、前項の規定により国立ハンセン病療養所に入所した者に対して、必要な療養を行

うものとする。  
 

（国立ハンセン病療養所以外のハンセン病療養所における療養に係る措置）  
第九条 国は、入所者（第二条第二項の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所して

いる者に限る。）に対する必要な療養が確保されるよう、必要な措置を講ずるものとする。  
 
（意思に反する退所及び転所の禁止）  
第十条 国は、入所者の意思に反して、現に入所している国立ハンセン病療養所から当該入

所者を退所させ、又は転所させてはならない。  
 
（国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のための措置）  
第十一条 国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び

介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  
２ 地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。  
 

（良好な生活環境の確保のための措置等）  
第十二条 国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者

の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方

公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。  
２ 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、入所者の意見を尊重しなければならない。  
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（福利の増進）  
第十三条 国は、入所者の教養を高め、その福利を増進するよう努めるものとする。  
 
 
   第三章 社会復帰の支援並びに日常生活及び社会生活の援助  
 
（社会復帰の支援のための措置）  
第十四条 国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者（廃止法により予防

法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る。）の円滑

な社会復帰に資するため、退所の準備に必要な資金の支給等必要な措置を講ずるものとす

る。  
 

(ハンセン病療養所退所者給与金等の支給) 

第十五条 国は、退所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所退所

者給与金を支給するものとする。 

２ 国は、特定配偶者等(前項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者

の死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養さ

れていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有

するもの(当該死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある場合を含む。)をした者を除く。)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るた

め、特定配偶者等支援金を支給するものとする。この場合において、特定配偶者等支援金

の支給を受けるべき者が配偶者及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものと

する。 

３ 国は、非入所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者

給与金を支給するものとする。 

４ 前三項に定めるもののほか、第一項のハンセン病療養所退所者給与金及び第二項の特定

配偶者等支援金並びに前項のハンセン病療養所非入所者給与金(以下「給与金等」という。)

の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

５ 租税その他の公課は、給与金等を標準として、課することができない。 

 

（ハンセン病等に係る医療体制の整備）  
第十六条 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、国立ハンセン病療養所等及びそ

れ以外の医療機関において、安心してハンセン病及びその後遺症その他の関連疾患の治療

を受けることができるよう、医療体制の整備に努めるものとする。  
 
（相談及び情報の提供等）  
第十七条 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が日常生活又は社会生活を円滑に営

むことができるようにするため、これらの者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助

言を行う等必要な措置を講ずるものとする。  
 
 
   第四章 名誉の回復及び死没者の追悼  
 
第十八条 国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図るため、国立のハンセン

病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正

しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに、死没者に対する追悼の意を表す

るため、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の遺族

への支給その他必要な措置を講ずるものとする。  
 

 

   第五章 親族に対する援護  
 
（親族に対する援護の実施）  
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第十九条 都道府県知事は、入所者の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてそ

の者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、

当該都道府県の区域内に居住地（居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地）を

有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に

対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。ただし、これらの者が

他の法律（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）を除く。）に定める扶助を受け

ることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法

律の定めるところによる。  
２ 前項の規定による援護（以下「援護」という。）は、金銭を支給することによって行う

ものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、

その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を支給することによって行うこ

とができる。  
３ 援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに

準ずる者に交付するものとする。  
４ 援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。  
 

（都道府県の支弁）  
第二十条 都道府県は、援護に要する費用を支弁しなければならない。  
 
（費用の徴収）  
第二十一条 都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、

民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定により扶養の義務を履行しなければならない

者（入所者を除く。）があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の

実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。  
２ 生活保護法第七十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。  
 
（国庫の負担）  
第二十二条 国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁す

る費用の全部を負担する。  
 

（公課及び差押えの禁止）  
第二十三条 租税その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することが

できない。  
２ 援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差

し押さえることができない。  
 
（事務の区分）  
第二十四条 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理すること

とされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に

規定する第一号法定受託事務とする。  
 

 

 

附 則 抄 

 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

 

(らい予防法の廃止に関する法律の廃止) 

第二条 らい予防法の廃止に関する法律は、廃止する。 

 

(らい予防法の廃止に関する法律の廃止に伴う経過措置) 

第三条 この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった前条の規定による廃止
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前のらい予防法の廃止に関する法律(以下「旧廃止法」という。)第六条の規定による援護

については、なお従前の例による。 

 

第四条 この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった旧廃止法第七条に規定

する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。 

 

第五条 旧廃止法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧廃止法附則第四条

の規定によりなお効力を有することとされる予防法第二十六条の規定は、なおその効力を

有する。 
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